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本会議開会 

 

開  議    平成１８年９月１３日 午前９時１０分 

議  長    おはようございます。 

        定足数に達していますので、只今から、平成１８年９月飯島町議会定例会を開会いたし

ます。 

本定例会は平成１７年度各会計決算の認定など重要な議案審議が行われます。各議員に

おかれては、会期中の本会議および委員会審査を通じて慎重かつ精力的にご審議をいただ

くとともに、円滑な議事運営にご協力をいただきますようお願いをいたします。 

これより本日の会議を開きます。 

本日の議事日程についてはお手元に配布のとおりです。 

開会に当たり、町長からご挨拶をいただきます。 

町  長    おはようございます。議会招集にあたりまして一言ごあいさつを申し上げます。平成１

８年８月２１日付飯島町告示第４５号をもって、平成１８年９月議会定例会を招集をいた

しましたところ、議員各位には時節柄ご多忙中にもかかわらず全員のご出席をいただきま

して、誠にありがとうございます。 

７月の豪雨、８月の猛暑も、季節のめぐりの中で過ごしやすい季節の訪れとともに実り

の秋を迎えました。今年の農作物は春の降雹による果樹や花卉への被害や、長梅雨、豪雨、

そして８月の猛暑などによる農作物全体への影響が大変心配をされてまいりましたが、そ

の後の天候の回復により平年作が見込まれ、稲作をはじめ各農作物も概ね豊作でございま

して、まことにご同慶にたえないところであります。今後は台風の来襲や秋の長雨などの

無いことを願っておる次第でございます｡ 

一方、長野県政でありますが、９月１日から新しく村井県政がスタートをいたしました。

村井知事の掲げる地域づくりの主役は市町村という理念の具体的な実現に向けたその施策

と手法を期待をしつつ、かつ注視しつつ、より町の将来の展望が開けるべく、私としても

最大の努力をしてまいりたいと考えております。 

さて、７月１５日から１９日にかけての豪雨は当町にとって３６災害、５８災害に匹敵

するほどの降雨量でございましたが、これまでの砂防や治山事業などの取り組み、また各

地区の水利組合、区、そして住民の皆さんの迅速で適切な水利管理により、お陰様で飯島

町では大災害の発生に至らず、被害を最小限に食い止めることができました。急峻な地形

を控えている当町では日頃のインフラ整備や山林の手入れがいかに大切であるかを教えら

れた豪雨でございました。この豪雨で被害を受けられました各地の皆様に心からお見舞い

を申し上げるとともに、不幸にしてその犠牲となられた方々に衷心よりご冥福をお祈り申

し上げる次第でございます。なお、災害復旧に要する予算を今回の補正に計上をいたしま

したので、よろしくご審議をお願い申し上げます。 

さて、大沢前教育長でありますが、春以来体調を崩し、入院し検査治療をしており、そ

の後の経過を見守ってまいりましたが思うように回復せず、本人の辞意もあり、７月２１

日をもって辞任を承認をいたしました。大沢教育長さんには平成１３年１２月から２期４

年７カ月お勤めをいただき、学校教育、生涯教育それぞれに町の教育全般にわたる責任者
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として日夜ご尽力をいただき、町の教育行政の発展に多大な貢献をいただきましたことに、

心から感謝を申し上げる次第でございます。まだまだ山積する教育行政の諸課題にその力

を発揮していただきたいとご期待を申し上げておりましたが、任期途中での退任というこ

とで誠に残念の極みでありますが、今後療養に専念をされて１日も早い回復をお祈り申し

上げております。本来ならば議会へのあいさつや職員全員での退任式を行うべきところで

ありますが、本人の健康状況から判断し、そうした機会を得ることができずに退任となり

ましたことを私としても申しわけなく思っておりますとともに、なにとぞご理解いただき

ご了解をお願い申し上げます。大沢さんからも議会の皆様をはじめ町民の皆様にくれぐれ

もよろしくお伝えいただきたい旨、言付かっておりますので、お伝え申し上げたいと思い

ます。なお、７月２２日からは教育次長が職務代理者としてその職を務めております。後

任の教育長につきましては適任者を念頭に鋭意努力しておりますが、年度途中の急なこと

でもあり、将来の教育行政にとって極めて重要なことでもありますので、候補に憂いを残

さないように慎重に熟慮してまいりますので、当分の間時間をいただきたいと思います。

事情をご賢察の上よろしくお願いいたします。 

次に、飯島町発足５０周年記念事業でございますが、４月以降いくつかの記念事業を実

施をしてまいりましたが、いよいよ記念誌の発行を始め１０月２８日には記念式典、この

前日の２７日にはふるさと大使との交流会、１１月にはこども議会と主要な事業を行うこ

ととなります。皆様方のご協力をいただき５０年の歩みを振り返って新たなまちづくりの

スタートにふさわしい事業となるよう計画準備を進めておるところでございます。概要に

つきましては議会最終日の全員協議会でご報告を申し上げますので、よろしくお願い申し

上げます。 

さて、決算議会ともいわれる本定例会にご提案を申し上げます案件につきましては、平

成１７年度の決算認定案件７件、条例案件が４件、補正案件７件、計１８件でございます。

いずれも重要案件でありますので、なにとぞ慎重なるご審議をいただき適切なる決定を賜

りますように心からお願いを申し上げまして議会招集のごあいさつといたします。よろし

くお願いいたします。 

 

議  長    日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１１５条の規定により、１番 内山淳司議員、

２番 宮下寿議員を指名します。 

 

議  長    日程第２ 会期の決定を議題といたします。 

本定例会の会期につきましては、議会運営委員会において協議しておりますので、議会

運営委員長の報告を求めます。 

          森岡議会運営委員長。 

議会運営委員長  会期の報告を申し上げます。去る８月２８日に議会運営委員会を開催し、本定例会の会

期につきましては、案件の内容からいたしまして、本日から９月２２日までの１０日間と

決定いたしましたのでご報告いたします。 

議  長    お諮りします。ただいまの委員長報告のとおり、本定例会の会期は本日から９月２２日

までの１０日間としたいと思います。異議ありませんか。 
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（異議なしの声多数） 

議  長    異議なしと認めます。したがって会期は本日から９月２２日までの１０日間とすること

に決定しました。会期の日程は事務局長から申し上げます。 

事務局長    （会期日程説明） 

 

議  長    日程第３ 諸般の報告を行います。 

議長から申し上げます。最初に平成１８年６月の定例会において議決された、義務教育

費国庫負担制度の堅持を求める意見書及び３５人学級の早期実現、教職員定数増を求める

意見書については、平成１８年６月２６日に関係行政機関へ送付いたしましたので報告を

いたします。 

次に陳情等の審査につきましてはお手元の請願・陳情等の文書表のとおりであります。 

次に例月出納検査結果について報告します。６月から８月における例月出納検査の結果、

特に指摘事項はありません。 

次に本会議説明として出席を求めた方は別紙のとおりであります。なお、決算・予算議

会には総務課財政係長を出席願うことといたしました。 

次に上伊那広域連合および伊南行政組合関係の平成１７年度決算につきましては、最終

日の議会全員協議会の中で報告、質疑を受けることといたします。 

以上で諸般の報告を終わります。 

 

議  長    日程第４ 第１号議案 消防組織法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理

に関する条例を議題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。 

助  役    第１号議案消防組織法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例

について提案理由のご説明を申し上げます。本条例案はこのたび消防組織法の一部を改正

する法律が施行されたことに伴いまして、飯島町消防団員等公務災害補償条例および飯島

町非常勤消防団員にかかる退職報償金の支給に関する条例、それぞれの根拠条文として引

用されております条文番号に改正がありましたので、これに基づきまして関係関連の条文

を改正するものであります。ご質問によりまして担当課長からご説明申し上げますので、

よろしくご審議の上ご議決を賜りますようお願い申しあげます。 

議  長    これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑をおわります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

第１号議案 消防組織法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条

例を採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。したがって第１号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長    日程第５ 第２号議案 飯島町防災会議条例の一部を改正する条例を議題といたします。
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本案について提案理由の説明を求めます。 

助  役    第２号議案飯島町防災会議条例の一部を改正する条例について提案理由のご説明を申し

上げます。本条例案は地域防災計画の策定作業にあたり、近年の複雑多様な防災に対応す

るために委員選出区分を拡大し、専門分野の識見を有する委員を加えることにより、実質

的な実効性の上がる計画が策定できるように関係条文の改正を行うものであります。細部

につきましては担当課長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上ご議決を賜

りますようお願い申し上げまして提案理由の説明といたします。 

総務課長    （補足説明） 

議  長    これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

第２号議案 飯島町防災会議条例の一部を改正する条例を採決します。 

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。したがって第２号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長    日程第６ 第３号議案 飯島町国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

助  役    第３号議案飯島町国民健康保険条例の一部を改正する条例について提案理由のご説明を

申しあげます。このたび国民健康保険法の一部を改正する法律が６月２１日に公布された

ことに伴いまして関係条例を改正するものであります。本条例案によります主な改正内容

につきましては医療機関の窓口で支払う一部負担金の割合の見直しと、少子高齢化対策と

して出産育児一時金の額の引き上げを行うものでございます。細部につきましては担当課

長から説明をさせますので、よろしくご審議の上ご議決を賜りますようお願いいたしまし

て提案理由の説明といたします。 

住民福祉課長  （補足説明） 

議  長    これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

第３号議案 飯島町国民健康保険条例の一部を改正する条例を採決します。 

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。したがって第３号議案は原案のとおり可決されました。 
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議  長    日程第７ 第４号議案 飯島町町営保育園の設置等に関する条例の一部を改正する条例

を議題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。 

助  役    第４号議案飯島町町営保育園の設置等に関する条例の一部を改正する条例につきまして

提案理由のご説明を申し上げます。飯島東部保育園建設事業はご関係の皆様のご協力によ

りまして計画どおり順調に進んでいるところであります。ご承知のとおり本事業は旧飯島

東部保育園の解体工事を含めまして平成１８年１２月末までに工事完了となります。これ

に合わせて旧飯島東部保育園の機能は平成１８年１０月に新保育園へ移行となりますので、

条例に規定をいたしております東部保育園の所在地について所要の改正を行うものでござ

います。ご質問によりまして担当課長からご説明をいたしますので、よろしくご議決を賜

りますようお願い申し上げます。 

議  長    これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

９番       

宮下覚一議員  番地の変更でございますので反対するとかそういうものではございませんけれども、あ

れだけ広い土地でですね、５８７番地の２というところがですね、どこを指しているかわ

かりませんけれども、できることなら公共施設についてはすっきりした番地の方がいいと

思うんです。わざわざこの枝番を付けなければならない、その場所をとったというその辺

のご説明をお願いしたいと思います。 

住民福祉課長  この番地の設定でございますけれども、これにつきましては法務局とも合議をさしてい 

ただきました。で、要は一番若い地番、これを使うと、こういうように指導されましたの 

で、これの番地が一番若い番地ということで、この番地を設定いたしました。 

議  長    他に質疑はありませんか。 

１０番 

松下議員    名称の問題ですけれども、飯島東部保育園という園はそのままで、変えるというような

ことはありませんか。 

町  長    いろいろとまああの公募等のことも含めて検討いたしましたけれども、３園統一という

ことでありますが現在の位置にほぼまあ近い位置でもございますし、飯島の上の保育園に

対しての東部に位置する、こういうことの中からこの東部保育園という名称で今後続けて

いきたいというふうに考えております。 

議  長    他にありませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

第４号議案 飯島町町営保育園の設置等に関する条例の一部を改正する条例を採決しま

す。 

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。したがって第４号議案は原案の通り可決されました。 
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議  長    日程第８ 第５号議案 平成１７年度飯島町一般会計歳入歳出決算認定について 

        日程第９ 第６号議案 平成１７年度飯島町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

        日程第１０ 第７号議案 平成１７年度飯島町老人保健医療特別会計歳入歳出決算認定

について 

        日程第１１ 第８号議案 平成１７年度飯島町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

        日程第１２ 第９号議案 平成１７年度飯島町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認

定について 

        日程第１３ 第１０号議案 平成１７年度飯島町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決

算認定について 

        日程第１４ 第１１号議案 平成１７年度飯島町水道事業会計歳入歳出決算認定につい

て 

        以上日程第８から日程第１４の決算７議案を一括議題といたします。本７議案について

提案理由の説明を求めます。 

町  長    それでは第５号議案から第１１号議案までの平成１７年度各会計決算認定議案について

一括して提案説明を申し上げます。平成１７年度一般会計他６会計の決算につきましては、

地方自治法及び地方公営企業法の定めるところに従い、過日、監査委員の審査を経ました

ので、ここに監査委員の意見を付して議会の認定をお願いするものであります。また会計

年度における主要な施策の成果を説明をする書類といたしまして、行政報告書および財政

分析資料を提出してございますので、併せてご覧をいただきますようお願い申し上げます。

なお、私からは決算のごく大綱を申し上げ、後ほど収入役職務兼掌者であります助役、ま

た企業会計につきましては所管課長から細部の説明をいたさせますので、十分なるご審議

をいただき認定をいただきますようお願い申し上げます。 

        昨年度はわが国の人口が減少へと転ずる歴史的転機の年でございました。これは日本国

全体が出生率が低下し高齢化が進むということを意味して、この人口構造の変化は景気低

迷からようやく抜け出そうとしているわが国に大きな影響を与えようとしております。こ

のことは地方においてもさらに顕著でございまして、少子高齢化に拍車がかかっておる状

況にございます。このような状況下で地方の行財政においては三位一体の改革が進み、地

方分権改革が推進をされました。また当町におきましては市町村合併の住民意向調査の結

果を受け、自立を選択した直後の 1 年、いわば自立元年の 1 年でございました。総じて大

きな変化、大きな改革の中の渦中にあった１年でもあったといえます。このような中、自

立を選択した当町が内なる改革から一歩踏み込んで、住民の皆さんにもご協力を求めた第

一歩となった年度でもございました。 

        昨年度の一般会計をはじめ特別会計をも含めた町全体の会計は、厳しい財政環境の下で

はありましたが、予算執行方針に基づきおおむね計画どおりの行財政運営ができました。

これはひとえに町議会をはじめ町民の皆様のご理解とご協力のたまものであり深く感謝を

申し上げるとともに職員の英知を絞った真剣な努力に対しても評価をしたいと思っており

ます。 

        当町全体の歳出決算規模は約 8,600,000,000 円となり、平成１６年度と比べ約
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400,000,000 円増加をいたしました。これは公共下水道事業特別会計で 140,000,000 円減

少したものの、一般会計で約 360,000,000 円、老人保健医療特別会計で 100,000,000 円、

介護保険特別会計で70,000,000円増加したこと等によるものでございます。 

        それでは先ず第５号議案の一般会計について申し上げます。 

        歳入総額は 4,815,000,000 円、歳出総額は 4,679,000,000 円となり、前年度対比歳入で

７．７％、歳出で８．２％の増加となりました。ただし平成１６年度は減収減税補てん債、

１７年度は公有林整備事業債の借替えがありましたために実質的には歳入で９．９％歳出

で１０．６％の大幅な増加となっております。実質収支は 126,000,000 円の黒字決算とな

り、実質単年度収支においても 23,000,000 円の黒字決算となりました。歳入においては

町税は僅かながら増加へと転じました。ただし法人町民税は４年連続で減少をしており、

大変厳しい状況となっております。また地方交付税はわずかに増加をしたものの、関連す

る臨時財政対策債の大幅減少により、この総額は前年度に比べて１．５％減少しておりま

す。また国県支出金も三位一体の改革の影響や建設事業の減少により大きく減少をいたし

ました。歳出については平成１６年度は改革の第１章として内なる改革に着手をいたしま

したが、平成１７年度は飯島町ふるさとづくり計画をベースに当時の合併協議会での調整

水準も加味しながらの予算に基づいて改革を進める一方で、住民負担も一部お願いをしな

がらの予算執行でありました。この結果、経常経費充当の一般財源は扶助費および繰出金

並びに公債費の増加に対して人件費、物件費、補助費、維持補修費を抑制し、０．３％の

増加に留めることができました。建設事業におきましては東部保育園、田切保育園、本郷

保育園の３園を統合し、新たに子育て支援センター機能を持たせた飯島東部保育園の建設

事業に着手をいたしました。また七久保小学校につきましても耐震大規模改造事業に着手

をすべく、昨年度は実施設計の委託事業を実施をしたところでございます。いずれも有利

な国の平成１７年度補正予算に基づいて繰越明許として平成１８年度中に完成する予定で

あり、現在本格的に工事をいたしておるところでございます。平成１５年度に着手をいた

しました基盤整備促進事業として飯島町飯島地区の新井用水の水路改修工事が平成１７年

度を持って完成をいたしました。今後、用水の安定供給に寄与されるものと考えておりま

す。また県営事業におきましても中山間地域総合農地防災事業、農免道路整備事業ともに

計画通りに事業が実施をされて現在進められております。さらに強い農業づくり総合対策

事業として大豆とそば乾燥調整施設整備事業補助金の農業団体への交付や、農地整備事業

による土地改良補助金の交付を行っております。また国道１５３号伊南バイパス建設事業

につきましては土地開発公社において本格的に本郷地区の用地買収を行い、飯島地区にお

きましても国により用地測量等が開始をされました。またバイパスのアクセスとなる町道

堂前線改良工事につきましても計画通り実施をいたしました。このほか新たに本郷第二耕

地のコミュニティーセンター建設事業及び宅幼老所整備事業の要望があり、補助金の交付

を行っております。 

 人件費においては議員定数及び報酬の削減、常勤特別職や一般職職員の給与の削減等人

件費の抑制を図り、平成１６年度に比べて４．１％減少をいたしました。また物件費及び

維持補修費につきましても減少をいたしております。しかし一方で扶助費につきましては

障害者支援費事業の対象者の増加により事業費が増加した等によりまして前年度に比べて

わずかながら増加をいたしております。なお補助費につきましては一部事務組合関係はほ

 - 10 - 

ぼ前年度並みでございましたが、その他の補助費において土地開発基金の繰入金をもとに

土地開発公社への財政支援を行うなどいたしましたが、事業補助金や少額補助金の見直し

を実施し、歳出の削減に努めたほか、商工振興費、商工業の振興資金の融資件数が減少し

たことによる利子補給金等が減少したことによりまして、補助費の総額といたしましては

前年度より９．５％の減少となっております。公債費総額では前年度より減少しておりま

すが、借換債を除いた実質公債費は平成１３年度及び、１４年度借入分の起債の本格的な

償還が始まることから前年度より８．２％増加をいたしております。今後とも町債借入に

は慎重を期してまいりたいと考えております。また一般会計からの繰出金も老人保健医療

特別会計への繰出金を中心に増加をいたしております。 

５つの特別会計トータルで前年度に比べて７．１％増加をしており、町の財政を圧迫さ

せる一因ともなっております。また今後の公債費及び繰出金等の増大も考慮し、財政調整

基金及び減債基金の積立を行いました。 

次に当町の財政状況についてでありますが、依然として厳しい状況が続いております。

当町の主な財政指標では、財政力指数は０．４４、経常収支比率は８５．２％となり、前

年度と変わりがございませんでしたが、起債制限比率が１１．５％と前年度に比べ０．７

ポイント悪化をいたしました。なお平成１８年度から導入をされる公営企業への公債費に

充当した繰出金等を加味した実質公債費比率は１４．０％でございました。なかでも経常

収支比率は依然として県下においても高水準に位置にしてございます。今後の財政見通し

としては税源移譲など不透明な部分が多いものの、町税や地方交付税の増額が見込めない

ことから、増加する経常経費に対応するために引き続き行政改革の更なる推進と、実施計

画に基づいた思い切った事業の厳選が重要であると考えております。 

        次に、第６号議案の国民健康保険特別会計の決算について説明を申し上げます。 

        歳入決算額は 853,000,000 円、歳出決算額は 782,000,000 円で、歳入歳出差引額は

71,000,000 円となり翌年度への繰越金となりました。昨年度の保険給付費は、平成１６年

度が高かったことから０．７％減少をいたしました。しかし一般分の療養給付費は年々増

加傾向にあります。今後は、国保被保険者の高齢化に伴いまして、医療費も増加をするも

のと予測されます。さらなる保健予防に努めつつ国保会計の健全運営に努めてまいります。

なお国庫補助金負担金改革によりまして、国の財政調整交付金の一部が税源移譲の対象に

なりましたが、当町への影響はございませんでした。 

        次に、第７号議案の老人保健医療特別会計の決算について申し上げます。歳入歳出とも

に決算額は 1,125,000,000 円で、前年対比 97,000,000 円、９．５％の増となりました。

１人当たりの医療諸費が大幅に増加をし、県下においても比較的低い水準を維持しており

ましたけれども、昨年度は県内８１市町村中３７番目という事で、平成１６年度の１１２

市町村中９６番目から大幅に後退をいたしております。今後の動向が懸念されるところで

ございますが、これからも若者から中高齢者へと継続した保健予防・健康づくりに力を入

れてまいりたいと考えております。 

        次に、第８号議案の介護保険特別会計の決算についてでございますが、歳入決算額は

705,000,000 円、歳出決算額は 702,000,000 円、歳入歳出差引額は 3,000,000 円となりま

して、翌年度への繰越金といたしました。歳出につきましては要介護者の増加、中でも高

齢要介護者の増加等によりまして、保険給付費が７．６％増加をいたしました。なお、昨
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年度は今後に備えて介護給付費準備基金に積み立てを行いました。介護保険におきまして

は、介護予防に重点を置いた給付が行われるよう適切な介護認定を行い、高騰する保険給

付費の給付適正化を図り、介護保険事業の健全運営に努めてまいります。 

次に、第９号議案の公共下水道事業特別会計の決算について申し上げます。歳入決算額

は761,000,000 円、歳出決算額は645,000,000 円で、歳入歳出差引額は116,000,000 円と

なり、翌年度への繰越金となりました。飯島処理区及び七久保処理区の管渠工事を中心に、

平成１８年度から着手する七久保浄化センターの建設のための詳細設計も実施をいたしま

した。管渠工事は飯島処理区と七久保処理区を併せ２７箇所、約４．９ｋｍを計画どおり

実施をいたしました。今後も引き続き事業の推進とともに、受益者の皆様のご理解とご協

力をいただいて、つなぎ込みの普及を是非推進してまいりたいと思っております。 

次に、第１０号議案の農業集落排水事業特別会計の決算についてでございますが、歳入

決算額は 210,000,000 円、歳出決算額は 199,000,000 円、歳入歳出差引額は 11,000,000

円となりまして、翌年度への繰越金となりました。平成１５年度から維持管理業務のみの

形態になっておりますが、これまで借入をしてきた起債の本格的な償還が始まりまして、

公債費が年々増加をしております。財源確保という観点からも、公共下水道事業と同様に、

住民の皆さん方のつなぎ込みの普及をお願いし、推進してまいりたいと考えております。 

次に、第１１号議案の水道事業の決算についてでございますが、昨年度も断水までに至

る大きな災害や取水停止もなく安定給水をすることができました。主な事業は配水池の築

造を２池、公共下水道及び道路改良関連の排水管布設工事を２５件、また林道横根山線に

布設してあります送水管の布設替工事など単独の工事１２件を実施をいたしました。業務

面においては、給水件数も年々増加をし、年間給水量も平成１２年以来 1,000,000 立方メ

ートルを超え、平成１６年度に引き続き黒字決算となりました。しかし前年度からの繰越

欠損金もありまして、平成１８年度への繰越欠損金は 27,000,000 円となっております。

今後も厳しい財政事情は変わりはございませんが、ライフラインの中枢をなす水道水の安

定供給のために、最善の経営努力をしてまいる所存でございます。 

以上第５号議案から第１１号議案までの平成１７年度の各会計決算について、概要説明

を申し上げました。今後の地方行財政を取り巻く情勢は、これまでにも申し上げてまいり

ましたように、今まで以上に厳しさを増していくものと思われますが、健全な財政運営に

細心の注意を払いながら、住民が求めるまちづくりを住民とともに進めてまいりたいと考

えております。今後とも議員各位の一層のご協力をお願い申し上げまして、よろしくご審

議の上、認定をいただきますよう重ねてお願いを申し上げまして提案説明といたします。 

助  役    ただ今一括提案されました平成１７年度会計決算案件のうち、公営企業会計を除く６会

計につきまして、会計事務を兼掌する立場から補足してご説明を申し上げます。なお後程、

委員会審査をいただくことになっておりますので、私からはごく概要を、お手元の決算書

並びに行政報告書をもって申し上げて、説明にかえさせていただきます。多少時間を要し

ますがよろしくお願いをいたします。 

        平成１７年度の各会計の決算額については、会計別決算総括表によりご覧のとおりでご

ざいます。ご参考までに６つの会計の決算総額は、歳入 8,468,000,000 円余、歳出

8,130,000,000 円余であり、前年度決算より約５％の増加となっております。また６会計

の次年度繰越金総額は約338,000,000円となっております。 
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        先ず一般会計では、歳入 4,815,314,238 円、歳出 4,679,010,288 円、次年度繰越額は

136,303,950 円であります。なお、この内歳入歳出において、それぞれ 329,506,000 円を

繰越明許費により平成１８年度へ予算繰越をしております。 

        次に決算書１ページから３ページによりまして、歳入の主な項目について申し上げます。 

       １款町税でございますが、収入済額は 1,025,271,253 円であります。前年度より

18,650,000 円余１．９％の増加となりまして、平成１４年度以来の減収傾向が、４年目に

して若干の増加になりました。これは固定資産税の増収に起因するものでございまして、

主要税目の町民税においては依然として減収傾向に歯止めがかからず、総体的に引き続き

極めて厳しい状況にございます。収入未済額は 37,737,552 円でございまして、前年度よ

り 4,600,000 円余増加し、収納率は町税全体で９６．２％と前年度より０．５ポイント低

くなっております。また不能欠損処理をいたしております 3,082,056 円の多くは、外国人

就労者の所在不明などによる徴収不能となったものでございます。 

        ２款地方譲与税でございます。収入済額は 146,808,000 円であり、１６年度に移譲税源

として創設をされました所得譲与税が 20,000,000 円余増加し、前年度より１４％余の収

入増となりました。 

        １２款地方交付税でございますが、収入済額は 1,507,884,000 円であり、前年度より

29,000,000 円余の収入増となりました。が、この一方で地方交付税を補完する臨時財政対

策債が 56,000,000 円余の減額となっておりまして、普通交付税と臨時財政対策債の合算

額においては約 27,000,000 円余の大幅な減収であり、国の財政改革の影響が顕著に表れ

ております。 

        以上の町税、地方譲与税及び地方交付税の合計額が、いわゆる町の標準財政規模とされ

るものでありまして、予算規模の決定に大きくかかわりを持つものであります。行政報告

書２４ページの資料によりますと、平成１７年度の標準財政規模は約 2,780,000,000 円で

ありまして、平成１２年度の 3,300,000,000 円をピークにして縮小傾向が続きまして、こ

の５年間に実に 555,000,000 円の減少となっております。この時期における景気の低迷と、

これに続く国の三位一体の改革により、経常的な財源が激減をし厳しさを増している実態

が顕著であります。 

        ２ページ、決算書の２ページ１６款国庫支出金・１７款県支出金であります。国県支出

金の収入済額は合わせまして 343,000,000 円余で、前年度より 72,000,000 円余の減収と

なっております。この２つの収入科目につきましては、普通建設事業等の特定財源として

の比重が高いことから、前年度における中学校耐震改造並びに広域農道歩道設置など大型

事業の完了による減額と、新規の東部保育園建設補助金 46,000,000 円などの差引の結果

減額となったものでございます。国庫支出金の収入未済額 77,607,000 円につきましては、

先に申し上げております東部保育園建設並びに七久保小学校耐震補強工事を繰越明許とし

て、補助金収入を１８年度に繰越たものでございます。 

        ２０款の繰入金でございます。決算構成比の４．４％に及ぶ 207,419,455 円を基金から

繰入ております。この内容でありますが、財政運営の効率化の観点から基金総体の見直し

を行いました結果、土地開発基金を減額し、福祉医療費資金貸付基金を廃止するなど目的

基金を整理して、これらの資金を財政調整基金へ積み立てて財政ストックの増加を図って

おります。こうした特異な事情による繰入金を除きまして、基金本来の使命に沿った繰入
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は東部保育園建設財源として社会福祉基金より44,788,000円を繰入ております。 

        ３ページに参りまして、２２款の諸収入でありますが、収入済額は 166,133,493 円、前

年度より 106,000,000 円余と大幅に増加をしております。この原因は１７年度から商工業

振興資金貸付にかかります基金の預託を廃止し、一般会計予算から資金を預託する方式に

改めたことにより、年度当初に預託した資金の解約金の収入 80,000,000 円が新たな収入

増となったものであります。この他有益な財源として、財団法人自治総合センターから本

郷第二耕地コミュニティーセンター建設助成金12,400,000円の収入がございました。 

        ２３款町債であります。総額では対前年比５４．５％の 904,400,000 円の借入を行って

おります。このうち特異なものは内堀醸造株式会社に対する、ふるさと融資の原資として、

地域総合整備事業債の 200,000,000 円、町有林整備事業債の利息軽減のため借入を行った

施業転換事業債 82,100,000 円がございます。また国の財政対策に伴い、臨時財政対策債

と減税補てん債に 662,000,000 円の借入をしております。従って、いわゆる建設地方債と

いたしましては、東部保育園建設・上水道の老朽石綿管更新・町道堂前線・本郷農道整備

事業などに総額 410,000,000 円余の借入を行い、前年度より約 140,000,000 円余多くなっ

ております。なお収入未済額の 241,600,000 円は東部保育園建設並びに七久保小学校耐震

補強工事の繰越によるものでございます。 

        以上の歳入決算額は前年度より 340,000,000 円余、７.７％増加しております。なお収

入未済額の内には繰越明許により収入未済とした 319,000,000 円余が大きな比率を占めて

おりまして、これらを除く町税・分担金・使用料及び手数料における実質の収入未済額は

38,300,000円余でございます。 

        次に３１ページから歳出の主だったものを申し上げまず。 

        １款の議会費でありますけれども、支出済額 61,415,906 円は前年度より２１％の減少

でありまして、議員定数減による歳費15,000,000余の減少になっております。 

        ２款総務費、支出済額は 653,783,304 円であり、前年度対比 85,000,000 円の減額であ

りますが、給与費の減額、約 27,500,000 円と基金積立が減少したことが主な原因でござ

います。３５ページの６目の企画費におきましては、都市再生整備計画の策定を１８年度

へ繰越明許したことによりまして 2,730,000 円が翌年度繰越となっております。総体的に

経常支出が主体でありますけれども、３６ページ事業コード１１６９の高度情報化基金の

積立 12,000,000 円余、３８ページの事業コード１９０１財政調整基金積立 100,800,000

円余、事業コード１９２１減債基金の積立 20,000,000 円余などが特異な支出でございま

す。 

        ４３ページの３款民生費でございますが、支出済額は 1,277,582,422 円であり、前年度

より約 357,000,000 円増加しております。決算構成比中最も大きな２８％を占めておりま

して、この内５０ページの事業コード２６４４飯島東部保育園整備事業は１７年度の最重

点事業でありまして、支出額 355,700,000 円余が民生費決算額の増加に繋がっております。

なお、本年度執行額を除きます 214,403,450 円を１８年度へ繰越事業としておりまして、

ただ今この１０月完成に向けて工事を鋭意進捗中であります。障害者・老人・児童をはじ

めとした福祉サービスに要した支出は民生費の柱でありますけれども、障害者支援費・福

祉医療費・福祉金・年金等、扶助費の支出額は総額で 229,000,000 円でございました。こ

の額は民生費全体の１８％に当たりまして、ほぼ前年度同額の支出であります。また社会
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福祉協議会に対する福祉事業の委託料・補助金 39,000,000 円、それから上伊那福祉協会

に対する福祉施設の建設負担金 35,000,000 円余などが大きな支出項目となってございま

す。 

        ５２ページの４款衛生費でございます。 

        支出済額は 343,014,327 円でありまして、前年度より 402,000,000 円１４％の増加であ

ります。特に大きな支出項目でございますが、５３ページ事業コード２８１１保健衛生総

務費から昭和伊南総合病院の負担金 60,300,000 円余の支出、同じページの事業コード２

８３１老人保健事業費の内、各種検診事業に要した支出 29,000,000 円余、５５ページの

最終行の上水道整備費の老朽石綿管布施替えの財源としての上水道事業会計への出資金

55,000,000 円、５７ページの事業コード２９２１塵芥処理費 52,000,000 円余が突出した

支出額でございます。なお事業コード２９４１合併処理浄化槽費におきましては、継続で

進めてまいりました与田切地籍の浄化槽排水管布設事業が 16,000,000 円余もって完成を

いたしております。 

        ５８ページ６款の農林水産業費でございますが、支出済額は 434,840,499 円であり、土

地改良事業など継続事業を中心に、ほぼ前年度に近い決算額であります。６３ページ事業

コード３４１２基盤整備促進事業においては、飯島新井用水の改修を完成しております。

また県営事業をもって実施をしております事業コード３４１１、中山間地域農地防災事業

による七久保用水の改修及び６４ページの事業コード３４５４本郷農道整備事業の継続 2

事業の促進など、農業生産基盤整備事業を重点的に進め、これらに総額 45,700,000 円余

を支出いたしております。この他、地域の小規模土地改良事業につきましては、区や耕地

の自主的な取り組みをいただき、原材料の支給あるいは補助金として 16,000,000 円余を

支出いたしております。なお６５ページ事業費コード３５５１から農業集落排水事業特別

会計へほぼ前年並みの130,000,000円を繰出をいたしております。 

        ６８ページ７款商工費でございます。 

        支出済額は 332,875,898 円であり、前年度より 261,000,000 円余の大幅な増加でありま

す。この要因は事業コード４１２１商工業振興費において商工業振興費の預託金

80,000,000 円を新たに支出しておりますことと、７０ページの事業コード４１６２企業誘

致費において200,000,000円のふるさと融資を行っていることによるものであります。 

        次に７０ページの８款土木費でございます。 

        支出済額は 278,510,216 円であり、前年度対比１．６％の減少であります。土木費は厳

しい財政事情の下で平成１４年度来、連続４年の縮小を余儀なくされてまいりましたけれ

ども、１７年度においては有利な地方債を活用した継続事業を中心に取り組み、７２ペー

ジ事業コード４２３３地方特定道路整備事業においては、平成８年度来、長年を要した北

上の原線の全線が完成し、併せて懸案でありました堂前線の本格的工事に着手し、これら

の事業に総額 82,000,000 円余を支出いたしております。その他の町道整備では７２ペー

ジ事業コード４２３１で、芝宮線他の改良に 29,000,000 円余、維持補修には資材の現物

給付費を含め 40,000,000 円余を支出いたしております。また７６ページ事業コード４５

３１で、新規事業の住まいの倒壊防止対策事業に 4,300,000 円余を支出し、一般住宅の安

全性確保に努めております。公共下水道事業会計へは 57,000,000 円余を繰出をいたして

おります。 
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        次に７７ページ９款消防費でございます。 

        支出済額は 169,551,756 円で経常支出が主体でありますが、消防ポンプ自動車の更新に

より、前年度より 12,000,000 円余の支出増となりました。また常備消防にかかります伊

南行政組合負担金によりまして、消防費全体の６９％を占めておりまして、117,400,000

円を支出いたしております。 

        ７９ページの１０款教育費でございますが、支出済額は 391,059,878 円であり、前年度

より 193,000,000 円３３．１％と大幅に減少をいたしておりますが、これは中学校耐震化

工事が１６年度において完了いたしたことによる減額であります。８３ページ事業コード

５２６１七久保小学校施設整備費は、これに引き続く七久保小学校の耐震補強事業であり

まして、工事請負費の全額を１８年度へ繰越明許といたしております。なお今後の施設整

備に備えまして８０ページの事業コード５１４１で 15,000,000 円余の義務教育施設改築

基金を積立をいたしまして、年度末の基金残高は 85,000,000 円余を確保いたしておりま

す。 

        ９４ページ１２款公債費でございます。支出済額は 656,308,485 円であり、前年度より

５．７％減少いたしております。なお特異なものといたしましては、収入決算で申し上げ

ましたとおり、施業転換事業債への借り換えのための未償還元金 82,100,000 円を一括償

還をいたしております。その他、一時借入金に代えまして一般会計より運用した財政調整

基金に対する支払利息といたしまして、629,000 円を支出し、同基金に積立をいたしてお

ります。 

        ９５ページの１３款諸支出金であります。支出済額は 80,068,000 円であります。この

内 80,000,000 円は土地開発公社への赤字補てんとしての支出でございます。久根平工場

団地の売却による、生じました損失の発生を早期に解消するための補助金でございます。

この財源といたしましては、60,000,000 円を土地開発基金の見直し削減による繰入金をも

って充て、残りは一般財源をもって充てたところでございます。 

        以上歳入歳出の概要であります。なお複数の科目から支出をされております上伊那広域

連合及び伊南行政組合への負担金 230,000,000 円の他、国民健康保険事業など５つの特別

会計への繰出金総額 428,000,000 円は歳出総額の１４％を占めておりまして、一般会計に

おける行政経費を大きく圧迫する結果となっております。 

        次に行政報告書、２４ページの第１０表によりまして、決算規模の年度別の推移を見て

みますと、１７年度の決算額は大幅な伸びを示しておりますが、これは先にも触れており

ますとおり「ふるさと融資」の200,000,000 円、商工業振興資金預託金の収支80,000,000

円、土地開発基金や福祉医療費貸付基金の見直し廃止に伴う収支 160,000,000 円余、併せ

て 440,000,000 円余の経常的財源を伴わない特別な財政収支が、決算額を押し上げている

という特殊事情がございます。 

        最後に行政報告書１５ページの実質収支の状況でございますが、実質収支は

126,005,000 円の黒字決算であります。また前年度からの繰越金を除いた歳入歳出の差額

と、財政調整基金の増減額から算定をされます実質単年度収支においても、23,120,000 円

余の黒字となりまして、内部留保資金が増加をいたしております。このことは厳しく予算

規模を抑制し、無駄を省いた予算執行に努めた結果でございまして、ほぼ適正範囲とされ

ます繰越額をもって会計年度を締めくくることができ、おおむね順当な計算内容であると
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認識をいたしております。 

        次に、国民健康保険特別会計について申し上げます。 

        収入済額は 853,196,683 円、支出済額は 781,516,815 円、差引 71,679,868 円を次年度

へ繰越をいたしております。国保の加入率は世帯数の５６％、全住民の３８．１％であり

まして、前年度対比で世帯加入率は僅かに減少し、被保険者加入率は前年度並みに推移を

いたしております。１ページの一款国民健康保険税の収入状況でありますが、収納対策に

は鋭意、力を注いでまいりましたが、21,168,017 円が収入未済となり、収納率は９１．

９％となっております。また 1,334,000 円を不納欠損といたしております。５款の療養給

付費交付金は、退職者医療の財源として診療報酬支払基金から交付されるものであります

が、前年度において極めて高い伸びがあったことを受けまして、当年度は 46,000,000 円

余減少となり、これが歳入決算額の減少にもつながっております。 

        歳出にまいりまして、３ページの歳出合計支出済額は、保険給付費と老人保健拠出金の

減少を受けまして、前年度より約 6,500,000 円減少をいたしております。特に老人保健医

療制度の対象年齢の段階的引き上げによりまして、３款老人保健拠出金は 25,000,000 円

余減少しており、一方４款の介護納付金は給付費の増加に伴いまして約 9,000,000 円の増

加であります。なお、国保支払準備基金の年度末現在額は２０ページにございますが

96,390,000円余となっております。 

        次に老人保健医療特別会計であります。この会計は各会計ごとに収支を清算してまいり

ますので、決算額は歳入歳出同額の 1,124,810,250 円となっております。歳出のほぼ全額

が医療給付費であり、制度に基づく国・県・町と医療保険被保険者それぞれの負担金をも

ってこれを賄っております。保健医療の対象者は平均１，８６１人であり、現在、対象年

齢が７０歳から７５歳へと段階的に引き上げられる途上にありまして、１５年度以降は対

象者数、医療諸費ともに減少をしてきましたが、１人当たりの医療費の著しい増加により

まして、１７年度には医療給付費が再び増加に転じて、前年度対比９．５％の増加となっ

ております。 

        続いて、介護保険特別会計について申し上げます。 

        収入済額704,586,080 円、支出済額701,737,552 円で、差引2,848,528 円が次年度繰越

額であります。保険給付費の増加を受けて歳入７％歳出１０％余の増加となっております。

１ページの歳入におきましては、保険給付費総額に対する負担率、国庫２０％、県と町が

それぞれ１２．５％、支払基金交付金３２％がそれぞれルールに従い収入されております。

なお１款の保険料の収入未済額は 169,690 円であります。２ページの２款保険給付費は

638,000,000 円余で、前年度より45,000,000 円余７．６％の累増であります。保険給付費

抑制の上からも、今後徹底した保険予防介護策と適正な認定・給付に努めることが肝要で

あります。なお、１７年度は第２期保険料設定期間の最終年度でありましたけれども、収

支のバランスは、ほぼ順当でありまして、第１期における財政安定化基金からの借入金を

７款公債費の 4,300,000 円余をもって償還したうえ、年度末余剰金 19,000,000 円余を介

護保険給付費準備基金に積立を行っております。 

        次に公共下水道事業特別会計であります。収入済額は 761,172,581 円、支出済額は

644,625,694 円で、差引 116,546,887 円が次年度繰越額であります。前年度に比較し事業

規模を縮小していることに伴いまして、歳入では国庫補助金・町債が共に減少をいたして
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おります。また、加入分担金の 6,290,000 円、使用料 206,805 円が収入未済となっており

ます。歳出では前年度において七久保浄化センターの用地取得に多額な支出があったこと

に比較いたしまして、168,000,000 円余の減少となり、１７％減の決算となっております。

１７年度におきましては１款公共下水道費 470,000,000 円余をもって、引き続き飯島処理

区第３期工事及び七久保処理区の管渠布設工事を促進いたしますと共に、七久保浄化セン

ターの基本設計を行っております。 

        最後に農業集落排水事業特別会計であります。収入済額は 209,672,195 円、支出済額は

199,087,347 円、差引 10,584,848 円が次年度繰越額であります。加入分担金の 1,074,000

円、また使用料の 24,995 円が収入未済となってございます。施設の維持管理が主体であ

りますが、使用料収入約 26,000,000 円に対しまして、管理費支出は約 30,000,000 円であ

り、今後の維持管理の効率化と、つなぎ込みの促進が課題であります。農集排の公債費は

約 148,000,000 円と全歳出の７４％を占めるに至っております。なお、公共下水道・農集

排を合算しました起債償還金は 322,000,000 円余でありまして、前年度より 50,000,000

円もの増加となりまして、町財政に極めて大きな影響を与えている状況にあります。独立

採算制の観点に立ち、つなぎ込みの促進に一層の力を注がなければならないところでござ

います。 

        以上６会計の決算概要とさせていただきます。なお年間を通じまして円滑な資金収支を

確保するために、一時借入金に代えて財政調整基金より 660,000,000 円を一時的に繰替運

用をいたしております。一方、手元の余裕資金につきましては可能な限り定期預金による

運用に努めてまいりましたけれども、利子収入は極めて少額に止まっております。 

        最後に中長期的な財政基盤を支えております基金と町債の状況について申し上げます。

基金については決算書１０３ページの他、それぞれの各会計の決算書附表に記載してあり

ますとおりでありますけれども、１７年度末において福祉医療費貸付基金を廃止したこと

によりまして、基金数は１３件、保有総額は前年度末より 30,000,000 円余増加いたしま

して 1,327,000,000 円となっております。１７年度においても今後の厳しい財政環境に備

えて、財政調整基金並びに減債基金の増額に努め、両基金に総額 67,000,000 円余の積み

増しを行っております。一方で地方債の借入現在額は、一般会計・下水道会計を含めまし

て 12,582,000,000 円余となっております。国の財政対策に伴う財政対策債などの増加も

ありまして、前年度より 538,000,000 円余の増加となっております。今後においても建設

途上にあります下水道事業での借入金の累増は避けられないものであり、これからの大き

な財政負担となる償還金の動向を最も重要視しているところでございます。 

        財政構造は予測に違わず一段と厳しさを増しております。こうした中で、財政改革の成

果として人件費・物件費・補助費等の内部管理経費は、ここ３年来、着実に抑制・削減に

向かっております。しかしながらこうした懸命な取り組みにもかかわらず、町税・地方交

付税などの主要財源の減収があまりにも多額であり、経常収支比率の他、財政指標の早急

な改善は極めて困難な状況にあります。少子高齢化社会における多くの行政課題を抱え、

一段と進む国の財政改革と、一向に波及が見られない景気回復の地域格差など、さらに厳

しい財政環境が予測されているところでございます。引き続き可能な限りの中長期的な財

政見通しのもとに、行財政改革を実行し、身の丈にふさわしい行政レベルを認識して、慎

重な財政運営に努めてまいらなければならないところでございます。 
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        以上極めて雑駁でございますが、私からの説明を終わります。 

議  長    建設水道課長。 

建設水道課長  それでは水道事業会計の決算について説明をさせていただきます。 

        町長が申しましたように、この１年間大きな災害もなく、お陰様をもちまして安定給水

ができました。主な事業としまして、配水池の築造位置、このことによりまして全配水池

の貯水量５,０５０立方メートルが確保できました。公共下水道及び道路改良関連の配水

管布設替工事、水道事業単独改良工事により本年度配水管の布設延長は３，５６７メート

ルでございました。また浄水場からの送水管の布設替工事２６８メートルを引き続き実施

したことによりまして、林道通行の安全が図られ、一層の安定給水が図られました。業務

面につきましては給水件数が前年度より４１件増加し、３，５４７件となりました。年間

給水水量は平成１２年度以後初めて 100,000 立方メートルを超え、前年度比１１０．３％

と前年度を上回り、給水件数に比例して使用水量も増加の傾向にあります。このことから

黒字決算となりました。    

それでは決算の概要につきましてお願いをしたいと思います。１ページをお願いをした

いと思います。 

        収益的収支の収入決算額 213,459,000 円は、給水収益の増収により前年比１.８％増の

増収となる一方、支出決算額 191,560,000 円は経費節減により前年度比３％減となりまし

た。更に、営業外費用につきましても、企業債利息が減額となりました。２ページをお願

いをいたします。資本的収支の収入決算額 225,978,000 円は、建設改良事業のための一般

会計繰入金、企業債借入金、下水道事業等に伴う補償金が主なものでございます。支出決

算額 300,682,000 円は、建設改良費、企業債償還費が主なものでございます。これによる

資本的収支の不足額 74,704,000 円となりまして、損益勘定留保資金等によりまして補て

んをいたしました。３ページをお願いをします。損益計算書に記してありますように、収

入では給水水量の増加による給水収益の増収、一般会計からの出資債の繰入対応、支出で

は漏水修理費の減少、職員の人事配置等、通常経費削減により 13,351,000 円余の純利益

を生むことができました。４ページをお願いをいたします。貸借対照表でございますが、

１７年度末日における飯島町水道事業の財政状態を、資産・負債・資本の額により表した

ものでございますが、資産合計 3,361,913,547 円です。一方、負債・資本合計も同額で符

合しております。６ページをお願いをいたします。繰越欠損金としまして、前年度の繰越

欠損金を含めまして 26,827,000 円余を 18 年度に繰越することになりましたのでお願いを

いたします。以上でございます。よろしくお願いいたします。 

議  長    ここで休憩をとります。再開時刻を１０時５５分といたします。休憩。 

          午前１０時３５分 休憩 

午前１０時５５分 再開 

 

議  長    休憩を解き、会議を再開します。 

        監査委員の決算審査報告を求めます。 

         林 代表監査委員。 

林代表監査委員  それでは、平成１７年度飯島町各会計決算審査意見書についてご報告を申し上げます。 

ただいま各会計決算の提案理由等ございました。内容においてダブルところもあります
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ので、極力重複しないようにですね、特徴あるところについて申し上げたいと思います。 

        第１審査の概要でございます。ひとつとして審査対象であります。水道事業会計を含め

ますと、決算は全部で７会計になります。先ず平成１７年度飯島町一般会計、同じく飯島

町国民健康保険特別会計、同じく飯島町老人保健医療特別会計、同じく飯島町介護保険特

別会計、同じく飯島町公共下水道事業特別会計、同じく飯島町農業集落排水事業特別会計、

の６会計につきましてでありますが、決算の期間、審査の期間でございます。平成１８年

８月７日から８月 11 日までの５日間、曽我監査委員と私、それに小林事務局長立ち会い

のもとに審査を実施をいたしました。審査の方法でございます。この決算審査に当たりま

しては、提出された各会計歳入歳出決算書を、歳入歳出決算事項別明細書を実質収支に関

する調書、財産に関する調書等について、関係法令に準拠して調整されているか、財政運

営は健全か、財産の管理は適正か、更に予算が適正かつ効率的に執行されているか、等に

主眼を置いて、当年度の行政報告書を基に各課等の説明を求め、関係諸帳簿の審査、例月

出納検査結果との照合を行い、決算審査を実施をいたしました。 

第２として審査の結果でございます。町長から提出された平成１７年度一般会計及び各

特別会計歳入歳出決算書を、歳入歳出決算事項別明細書を、実質収支に関する調書及び財

産に関する調書は関係法令に準拠して調整されております。決算係数は関係諸帳簿及び証

拠書類と照合審査した結果いずれも符合しており、正確であると認められました。財産に

関する調書では公有財産・物品及び基金について各台帳との照合、預金通帳・有価証券と

の照合審査した結果、係数はいずれも正確であり、適切に保管処理されていると認められ

ました。 

決算の規模でございます。一般会計及び各特別会計、全６会計でございますが、決算規

模は記票のとおりでございます。御ご覧をいただきたいと思います。 

２として、会計別決算収支、財政状況、予算執行状況等でございます。一般会計決算収

支の状況でございますが、平成１７年度の歳入は前年比１０７．７％、歳出は１０８．

２％と、歳入歳出とも次の表で見るとおり増加をしております。表はご覧をいただくとし

まして、次に財政構造でございます。健全な財政運営を確保していくには収支の均衡を固

辞しながら、経済変動や住民要望に対応しうる弾力性が必要でございます。住民福祉の向

上を図り、より質の高い公共サービスの提供を続けていくためには、健全な財政運営が必

要になるわけでございます。一般会計における財政力等、主要な財政指数の動きにつきま

しては次の表のとおりでございます。御ご覧をいただきたいと思います。先程も説明ござ

いましたが、経常収支比率８５．２％は前年度と全く同率でございます。高い水準にある

わけでございます。実質公債費比率、新しく加わっておりますが１４％、これはいま話題

となっている比率のところでございまして、財政の健全度を示すとされております。低い

方が良いとされておるわけでございます。 

次に、財政指数の解説でございます。御ご覧をいただきたいと思います。 

４ページをお願いしたいと思います。予算の執行状況でございます。予算執行率は歳入

において９３．９％、歳出において９１．２％となっております。歳入歳出とも減少でご

ざいます。ひとつ飛びまして、収入未済額でございますが、御ご覧をいただくとおりでご

ざいます。なお不納欠損は 3,082,000 円と前年度よりも 1,432,000 円と大幅に増加をして

おります。 
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一般会計の歳入でございます。町税でありますけれども、全体では４年ぶりに増加して

おります。未収金は増加、徴収率は減少をしております。不納欠損額が先程申したとおり

に増加をしております。以下歳入の増減の内訳でございます。主なものをちょっと触れて

まいりますと、地方譲与税は増でございました。そのうち税源移譲の関係から所得譲与税

が大幅増でございました。５ページに参ります。地方消費税交付金でございますが前年度

は大幅に減額になっております。少し飛びますが、地方交付税、総額は 1,507,884,000 円

でございました。その中で臨時財政対策債、これは大幅減でございました。一般財源の確

保は厳しい状況となっておるわけでございます。分担金負担金は減少しております。少し

飛びまして、財産収入は大幅増でございます。寄付金につきましては大口の寄付がござい

ました。６ページに参りまして、諸収入でございますが大幅増でございます。先程も説明

ありましたとおり、商工業の振興のために預託金の 80,000,000 円が含まれておるためで

ございます。町債は大幅増でございました。そのうち臨時財政対策債は大幅減でございま

す。 

続きまして一般会計の歳出でございます。議会費から諸支出金まで決算額と前年比また

特徴ある内容を示してございます。議会費、大幅減でございました。総務費、大幅減でご

ざいます。ちょっと飛んで、住民と行政のコミュニケーションを図り協働のまちづくりを

実現するため、また住民サービスの向上のために、次の事業がふるさとづくり計画に基づ

いて実行されておるということでございます。財政調整基金、減債基金、高度情報化基金

への積み立てが行われております。契約事務についてでございます。町発注の工事におけ

る落札率は平均で２％近く低下をしております。単純平均で予定価格に対する落札率は、

当年が９５．２％、前年は９７．６％でございました。設計価格に対する落札率は当年が

９１．１％、前年は９２．７％でございました。ともに減少をしております。民生費、大

幅増でございます。当町の少子高齢化は更に進んでおるわけでございます。国保・老人・

介護保険会計への繰出金 241,000,000 円余、大幅に増加でございます。今後さらに増加が

予想されるところでございます。衛生費、前年度対比大幅増でございました。特徴的なと

ころであります、各種検診の個人負担額が負担金が増額されておりますけれども、受診率

の低下はございませんでした。可燃・不燃ごみ収集についてでございます。ゴミの量は昨

年よりも増加、不法投棄の問題が出ておりまして、こっちの方も大幅に増えておる状況で

ございました。農林水産事業費でございます。少し増加でございます。内容については御

ご覧をいただくとおりでございます。８ページへ参りまして、高齢化等に伴いましてです

ね、遊休荒廃農地が増加をしておる現状でございます。農業集落排水事業への繰出金は

129,800,000 余、今後これも増加が予想されております。商工費でございます。大幅増で

ございまして、内訳として 200,000,000 円を内堀醸造株式会社へ融資をしたためでござい

ます。懸案であった久根平工業団地の用地がほぼ完売となっております。土木費、大きな

災害はございませんでした。大幅減でございます。少し飛びまして、平成１７年度末にお

ける町道改良率７８．４％、前年度０．１％増、舗装率７５．７％前年対比０．２％増、

は共に県下において上位ランクされておるわけでございます。公共下水道事業への繰出金

は 57,427,000 円で少し増加でございました。消防費、前年比増加でございます。消防ポ

ンプ自動車が更新をされております。教育費、大幅減でございます。その中で、七久保小

学校の耐震補強・大規模改造工事が繰越事業として着工をされております。次に災害復旧
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費でございます。当町での災害の発生はございませんでした。公債費、前年度よりも減少

をしております。諸支出金、前年度対比大幅増でございますが、先程も説明ございました。

土地開発公社への補助金80,000,000円が交付されたためでございます。 

次に特別会計であります。国民健康保険特別会計、決算収支でございますが、歳入歳出

とも前年とは逆に減少をしております。決算額の年次比較、次の表のとおりでございます。

当年度は前年に比べ被保険者において２８人、世帯数において３３世帯増加をしておりま

す。景気の低迷や高齢化によりまして、退職被保険者世帯数および退職被保険者が増加を

しております。１０ページへ参りまして、収入未済額は 21,168,000 円でございました。

徴収率は低下をしております。なお不納欠損額は 1,344,000 円で 803,000 円の大幅増でご

ざいました。一般会計からの繰入金、前年比少し減少でございました。次に老人保健医療

特別会計でございます。決算収支、平成１７年度の決算額は歳入歳出とも前年比１０９．

５％と増加をしております。年次別決算表は次のとおりでございます。支払い医療費の総

額でございますが、大幅に増加をしております。主な収入のうち一般会計からの繰入金

81,141,000 円でございます。大幅増でございました。老人１人当たり支払い医療費

603,000 円、76,000 円の増加でございます。１１ページをお願いします。介護保険特別会

計であります。決算収支でございますが、歳入歳出とも前年に引き続き、次の表で見ると

おりに増加をしております。介護保険事業、出現率について見ますと、上伊那郡市平均を

０．７６ポイント上回っております。前年度が０．６ポイントでございました。特に 75

歳以上の後期高齢者において２３．８２％、前年度が２２．６１％でございました。上伊

那郡市平均を０．９６ポイント上回る高い出現率となっております。介護予防事業の更な

る充実や啓発による意識の高揚が望まれるところでございます。主な収入のうち一般会計

繰入金 112,900,000 余でございます。年々増加をしてきております。続いて公共下水道事

業特別会計であります。決算収支、歳入歳出とも大幅に減じております。１２ページ、年

次別決算額は次の表のとおりでございます。主な収入のうち一般会計繰入金は 57,427,000

円でございます。ここのところも年々増加の傾向でございます。受益者負担金でございま

す。当年度少し変化がございました。収入未済額全体では 6,290,000 円と前年より

9,171,000 円の改善されておりますけれども、これは受益者負担金の徴収に当たりまして、

受益者の申告により、公共桝を閉鎖する受益者を整理したためでございます。閉栓処理を

した結果ということでございます。飯島処理区地区内の普及率でございますが５０％です。

更に、つなぎ込み促進の対策を講じていただきたい訳でございます。続いて農業集落排水

事業特別会計であります。決算収支、前年比歳入歳出とも増加をしております。年次別決

算の内訳、次の表のとおりでございます。１３ページをお願いしたいと思います。主な収

入でございます。一般会計繰入金 129,871,000 円、前年よりも約 3,000,000 円増加してお

ります。受益者分担金でございます。収入未済額は 1,074,000 円、前年より 2,610,000 円

改善されております。これは受益者分担金の徴収に当たりまして、受益者の申告により、

公共桝を閉鎖する受益者を整理したためでございます。公共下水道事業と同じ扱いでござ

いまして、閉栓処理をした結果でございます。平成１８年３月末現在の地区内普及率、御

ご覧をいただくとおりでございまして、更に、つなぎ込み促進の対策を講じていただきた

いということでございます。 

第３といたしまして、審査の意見の総括でございます。平成１７年度一般会計における
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歳入歳出決算額においては、特に地方交付税配分の見直しなど、三位一体の改革の影響や

町民税、特に法人でございますが、減収などにより一般財源の確保が更に厳しい状況とな

っておるわけでございます。自立元年の年となりましたけれども、限られた予算の中で

「飯島町ふるさとづくり計画」に沿った行財政改革や実施計画に基づいた事務事業が行わ

れております。こんな中で特に、繰越事業として統合東部保育園の建設着手、有利な補助

を受けての七久保小学校の耐震補強・大規模改造工事の着手や継続事業など、国県補助の

積極的活用、また計画行政推進のための中期総合計画、後期５カ年計画の策定などを行っ

ており、事務事業全般に亘っては適正に執行処理されたものと判断をいたします。健全な

行財政運営に努力されている中で、人件費や繰出金の占める割合が高く、財政構造を示す

財政指数の内、特に経常収支比率は８５．２％でございます。県下においては依然高い水

準であり、財政の硬直化は深刻な状況にあるわけでございます。以下審査過程でのいくつ

かの所見を記して、今後の改善検討を期待するところでございます。 

１つといたしまして、バランスシートと行政コスト計算書を、それにキャッシュフロー

計算書を財政分析資料等よく整備されております。今後の健全財政の指針とされたい訳で

ございます。ここで若干ですね、バランスシート等に触れてみたいと思います。町全体の

バランスシートで見まして、民間企業の比率に当てはめてみますとですね、流動比率が当

年度は１９８％でございました。これは資金繰りの良否を示す数値でございます。一般的

には１２５％以上が好ましいとされております。固定比率であります。自己資本１００に

対する固定資産の割合でございますが、１９６％でございます。これは１００％以下が望

ましいとされておりまして、非常に高い比率でございます。固定資産１９６円、これを賄

うのに自己資本１００円と借入依存の９６円ということであります。借入依存体質が読み

取れるわけでございます。自己資本比率であります。４８．２％でございました。３０％

以上が好ましいとされております。高いほど財務体質は健全という比率でございます。借

入依存度でございます。５１．７％、前年度よりも少し悪くなっております。低い方が財

務体質が良いということであります。借入依存体質を示しておるということがいえるかと

思います。それで、キャッシュフロー計算書が当町はいち早くですね、立ち上がっており

ます。一般会計でございますけれども、よく分析されております。これを拝見をいたしま

すとですね、プライマリーバランスを見る上での参考になると思われます。 

続いて１４ページをお願いをします。 

２といたしまして、一般会計から他の会計への繰出金が毎年増加しており、一般会計を

圧迫し、厳しい財政運営を余儀なくされております。繰出金の総合計でございます。伊南

行政組合あるいは水道事業への繰出金も含めますと、545,900,000 余の繰出金でございま

した。この部分は今後増加が予想されるところでございます。歳入の増加が期待できない

中で、財政の健全化のため行財政改革が進められておるわけでございますが、引き続き改

革を進め、町民の理解のもとに健全財政確立のため努力をいただきたいということでござ

います。 

３として、町税、上下水道、保育料など、公金の未収金は全会計で 71,850,000 円と多

額でございます。未収金対策会議を中心に、公金の収納確保に取り組まれておるわけでご

ざいますが、よりきめ細かな早い段階での収納確保に更にご努力をいただきたいことでご

ざいます。１８年度専任職員の配置によりまして今後の成果を期待するところでございま
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す。 

次に不納欠損処分についてでございます。先程も申し上げました。件数・金額が増加を

しておるわけでございまして、これは不納欠損調書等によりまして、収納が不可能な状況

等を踏まえた上、慎重に扱っていただきたいということでございます。公金の公平性の問

題もありまず。安易に不納欠損処理をしないようにということでございます。町有建物、

例えば町営住宅、千寿荘等でございます。老朽化が進み、安全性や耐震性が危惧される建

物等みられるわけでございます。今後費用対効果の面からも検討され、有効な活用をいた

だきたい。 

６として、アスベスト対策については、迅速な取り組みにより各施設とも安全性が確認

されておりますが、飛散防止には万全を期していただきたい。 

７として、町内には多数の土石流の危険箇所が存在をいたします。２２箇所と聞いてお

ります。早期の対策を講じられたいということでございます。 

８として、耕地未加入者が増加をしております。ゴミ処理等の問題も発生をいたします

ので、関係耕地の総代とも連携し、加入促進を図っていただきたいと思います。 

９として、例月出納検査や定期監査で指摘している事項についても、その改善に努めて

いただきたいということでございます。 

続きまして、先に水道事業会計を申し上げたいと思いますので、１５ページをお願いい

たします。平成１７年度飯島町水道事業会計決算審査意見書について申し上げます。審査

期日でございます。平成１８年６月２６日に曽我監査委員と私、小林事務局長立ち会いの

上、実施をしております。審査の方法でございます。当決算審査にあたっては、町長から

提出された決算財務諸表並びに決算報告書が、平成１７年度における水道事業の経営成績

と財政状態を適正に表示しているかどうかについて、会計諸帳簿及び例月出納検査との照

合などにより検証をいたしました。合わせて、年度内の事業運営全般について関係職員か

ら説明を求めまして、公営企業の基本原則である公共の福祉増進と経済性発揮の観点から

審査を実施したところでございます。 

決算の概要であります。業務実績でございます。平成１７年度は断水となるような災害

や取水停止もなく、年間を通じて安定給水ができております。施設の整備でございます。

先程も説明がございましたが、七久保と日曽利に配水池２池が築造されております。この

築造にあたりましてですね、この構造に担当職員のアイデアが生かされておりまして、大

幅に歳出が削減されたことを確認いたしまして、この部分を評価をいたします。経営成績

でございます。当年度は増収増益でございました。事業による当年度純利益 13,351,000

円、前年対比 9,200,000 余増益でございました。非常に良い営業成績でございました。ア

として収益的収入・支出でございます。営業収益にかかる給水収益は前年よりも増加をし

ております。１６ページをお願いしたいと思います。未収金でございます。5,605,000 円

でございます。内容は見ていただくとおりでございますけれども、前年比 10,000,000 余

の大幅減でございました。理由は先ほど触れてきてあります。費用の内訳でございます。

営業費用でございますが、これは減じております。その中で営業外費用 48,792,000 円、

ほとんど支払利息でございますけれども、これが減じておりまして、これは高金利で借入

ていた企業債の償還が終了したためでございます。資本的収入支出、資本勘定において収

入は前年比 27,530,000 円の増でございました。総支出は 300,000,000 円余でございます。
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この差引額が不足額で 74,700,000 余でございます。御ご覧をいただく内容で補填をされ

ております。財務状態でございます。貸借対照表において損益計算による当年度未処理欠

損金は 26,827,000 円でございました。翌年度へ繰越欠損金と処理されております。前年

度に比べまして 13,351,000 円、当年度利益でございますけれども大幅に改善をされたわ

けでございます。 

審査の結果について申し上げます。決算諸表について損益計算書、貸借対照表等の決算

財務諸表並びに決算報告書およびその他付属書類については、係数に誤りなく適正に記帳

されており、当会計年度における水道事業の経営成績と財政状態を正確に表示しているも

のと認められました。また、現金、預金、基金の管理についても適正に行われていること

を確認しました。事業経営についてでございます。事業の経営はおおむね安定給水が確保

されております。このことは通常の管理運営が適切であることが認められるわけでござい

ます。給水件数と給水量は前年比において増加しておりますが、給水人口は減少しており

ます。なお給水収益は前年に比べ、2,545,000 円の増収となりました。通常業務の内では

経常経費や人件費の削減、水道料金の改定などにより、今後更に経常利益が期待されると

ころでございます。 

審査の意見の総括でございます。審査過程での総括所見を記して、今後の経営改善に期

待をいたします。1 つとして、経常経費や人件費の削減など内部の努力により、前年度に

引き続き単年度黒字決算となったことはその努力を評価をいたします。平成１８年度から

水道料金が平均３．６％の引き上げとなります。公営企業として独立採算制の維持と安全

で安定した給水による経営に今後も努めていただきたいということでございます。水道使

用量の未収金は 3,518,000 円で、前年より 1,254,000 円減少しておりますが、更に早期の

対応により未収金の解消に努めていただきたいということでございます。なお、滞納者に

対しては事情を斟酌の上、分割納入や給水停止を含め的確に対応をいただきたい。不納欠

損金 136,996 円の処理についてでございます。いずれもやむを得ない結果と認めました。

４として、要布設替石綿管の総延長は２２ｋｍ、前年度２４ｋｍでございました。２ｋｍ

改善されておりますが、今後も計画的に更新をいただきたいわけでございます。水道管と

してのアスベスト管は人体に影響はないとされておりますけれども、石綿管更新時の扱い

は飛散の無いように慎重に対応をいただきたいわけでございます。 

１４ページにお戻りをいただきたいと思います。 

下段でございますが、今後の町政運営は自立の町として中期総合計画、後期５ヵ年に基

づき、財政規模に見合った計画的に事業の厳選執行を行い、住民参加による協働のまちづ

くりに取り組まれることを期待をいたしまして審査の総括といたします。 

以上平成１７年度決算、全部で７会計でございますけれどもご報告を終わります。 

議  長    これから、只今の決算審査報告について質疑を行います。なお、質疑事項については監

査委員の職務の範囲を超えることのないよう、ご留意をお願いいたします。 

質疑はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで決算審査報告に対する質疑を終わります。林代表監査委員

には大変ご苦労様でございました。 

議  長    これから、平成１７年度会計決算７議案について総括的な質疑を行います。 
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質疑はありませんか。 

１１番 

織田議員    先程町長並びに助役からの決算内容と決算の、更に、詳細に至る経過の報告がありまし

た。また只今、監査委員の代表監査委員からの審査の意見書も伺いました。して見ますと

１７年度は総じて計画どおりに順当な執行ができたというような評価ができる、そんなふ

うに思うわけでございますけれども、先程も説明ありました、このたび財政の健全度を示

す指数としての実質公債費比率という内容についての説明がありました。これが１８年度

から導入されたということでございまして、過去起債制限比率だとか、いろんな内容がそ

れにも伴っているわけでございますけれども、特にこの中で、１８％を超えると地方債発

行に県の許可が必要となるというような内容も聞いておるわけでございます。それで飯島

を１４、この指標にもっていったときに、１７年度は１４％というような内容の数字が出

ておるわけでございますけれども、この数字というものはどんなふうに解釈されるか、先、

８月の終わりにでました、各町村で２０％を超えるところ、あるいは１０％を切るところ

とか、いろいろ公表された内容もございましたけれども、そうしますと、身の丈に合った

町政ということで、町長しきりと言っておられますし、計画どおり出来たということと合

わせて、この１４％が今後このくらいを維持していく、それでも注視していかなきゃなら

ないということを申しておりますけれども、この１４％について如何に解釈して、今後１

４％の内容についてどういうふうに今後、過不足増減について展望されるかということを

一点お伺いいたします。 

それから２点目に、最初お話がありましたように、１６年度は内なる改革、１７年度は

自立の方針が出まして、ふるさとづくり計画に基づいた内容の浸透、そして１８年度はた

だ今やっているような協働のまちづくりということで、３つの改革ということが、ここ高

坂町長の中で言われているわけでございます。それで、このいわゆる、ふるさとづくり計

画に沿った内容で、おおむね順当にできたというような、町長先程お話ありましたけれど

も、この町民への、更にこうした、ふるさとづくり計画、いわゆる財政的な内容を含めた

計画についての町民への浸透度というか、理解度、評価をどんなふうに、町長、お感じに

なっておられるか、そんな点お伺いいたしたいと思います。 

        それと３点目に、これは経常収支比率、これは毎回出ることでございますけれども、去

年と今年と全く同じであったという内容で８５．２％ですか、なっておりますけれども、

人件費だとか物件費だとか、そういうことについての努力はかなりされて、減少という数

字を見ておるわけでございますけれども、この、あと繰出金だとか公債費だとか、そうい

うものにおいてっていうことになると、もう限られた内容っていうことになります。人件

費もまだいくらでも攻めるところがありますけれども、ある程度今詰めてきておりますの

で、そうしますとあとどういう要因が同じ数字を維持しているか、８５．２％、努力した

にもかかわらずということも思うわけでございますけれども、その３点、お願いいたした

いと思います。実質公債費比率の件、ふるさとづくり計画の浸透如何に、それから只今経

常収支比率の件、お願いいたします。 

町  長    織田議員の３つの質問の内容についてお答え申し上げ、また、足らざるところは担当の

方から説明を、お答えをさせていただきたいと思います。 

先ずこの新しく設けられました「実質公債費負担率」これの捉え方によっての今後の財
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政運営をどういうふうに考えて捉えて運営していくかということでございます。今お話ご

ざいましたように、新しく算定をいたしました飯島町の実質公債費比率は現在の数値に置

き換えて１４％、実質的には１３．９％という新聞報道になっておるかと思いますけれど

も、これはあの県下の中でも中段以下でございますし、上伊那の８ヶ市町村の中では最低

でございます。多いところは辰野のように２５％を超えておるというようなところもある

わけでございまして、起債に一部制限をかけられる市町村、それから許可を求められる、

許可をいただけなければ借りられないという１つの、飯島を含めたこの１８％以下は協議

によって起債を起こしていくという、こういうまあ分類がされるわけでございます。数字

から見れば、如何にまあこの各自治体というものが、借入、借金にあえぐ自治体行財政運

営を余儀なくされておるかということが、大変浮き彫りにされておるんだということでご

ざいますけれども、一方でこのことは振り替えれば、やはり社会資本インフラ整備に充て

てきた、住民要望に応えてきたという裏返しにはなることはまた当然あるわけでございま

して、ただその辺のところをどういうふうに四者選択をして、財政運営を、健全な運営を

しながらそのことを進めていくかという一つの行政の判断になるわけでありますけれども、

まあ今までも飯島町はこの起債制限比率１１％を越して、非常にまあ危険水域であるとい

うようなことも言われておりましたけれども、現在のいろんなまあ大型事業も含めて、特

に下水道の借入に対する一般会計からの負担というようなものも考えますと、どうしても

これは進めていかなきゃならない事業の上に立って、そうしたことで慎重な上にも慎重で

必要なものについては一方で進めてきたと、こういう結果であるわけであります。で、こ

こ一・二年のこうした１４％前後の数字でいくということについては、まあ今のところそ

う危険的な内容はなくて、県の方もそうした見方でされていると思いますけれども、再三

申し上げておりますように、これからがこの下水道事業、その他の今までの起債を起こし

てきた事業の返済のヤマ場を迎えるわけでございます。三・四年位から非常にまあ伸びて

まいります。加えてまた、まちづくりの交付金事業等も含めて、かなりのまたハード事業

も予定をされておりますから、将来にわたっては非常にこのことは、今、基金のできるだ

けの積立の問題、それから一方では歳出のぎりぎりでの削減の選択の問題も含めて、やっ

ていかなきゃならないということで、決して気が許せれる、楽観できる数字ではないとい

うふうに認識をいたしておりますので、どうかそのようにご理解をいただきまして、今後

の財政の運営には慎重のうえにも慎重を期していきたいというふうに考えておるところで

ございます。それから合併の議論を踏まえて、自立の選択、道の選択というような経過の

中で、この地方分権、少子高齢化をどういうふうに町の行政運営に置き換えて、進めてい

くかと、大変まあ責任の重い重要な政策の選択をしていかなければならないわけでござい

ますけれども、そこには一つの目標がございます。中期総合計画であり、それから、ふる

さとづくり計画であるということでございまして、基本的にはこれを進めて、このことを

如何に住民の皆さん方に理解をいただいて、自分たちのできることは自助としてやってい

ただく。それから地域でできること、それから行政がその役割を果たしていかなきゃなら

ん、この自助、協助、公助のルールに従って是非ひとつ理解をいただきたいということを

再三申し上げて説明をしてまいりました。こう一年振り返って見まして、いろんな説明会

やら懇談やら、また現場でのいろんな声をお聞きしますに、かなりの部分でそのことを理

解してきていただいているというふうに、その姿が見えてきておるというふうに、実感と
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して私自身は持っております。ただ一方でまだまだこれは、人の事よ、というようなイメ

ージで捉えておる方も大変多くおるというふうに思っておりますので、その辺のところを

如何に住民の皆さん方に更に理解をしていただいて、厳しい状況の中で、それぞれの行政

参加の中で、ひとつやっていただくいうことの浸透をしていくのが、また更に私どもの務

めでありますし、引き続いてその努力をしてまいりたいということでございます。ただま

ああの、いろんな地元の要望事項等も踏まえまして、例えば、現物支給の問題なんかにつ

きましても、自分たちで自ら労務提供をしたり、また現場対応をしたりというようなこと

で、過日もいろいろとまあ新聞にも出ておりますけれども、そういう芽生えができておる

ことも事実でございますし、あと、ごみ収集の問題であるとか、それから地域のコミュニ

ティーの問題であるとかいうことの中で、この町の財政というものは、いろいろ多くを要

望しても無理ではないかという考え方が浸透しつつあるというふうには実感として思って

おるところでございます。 

        それから経常収支比率、これはまあ数字は昨年並みと、前年並みということで落ち着き

ましたけれども、実質的には私はこれは、職員の人件費、経常・物件経費というものを前

年以上にその削減をして努力をした結果でもって、ようやく前年並みというところに落ち

着いたということだろうと思います。これは財政の規模の問題や、それから税収の問題、

交付税の問題、パイが小さくなって収入が減ってくる上でのこの努力した結果でございま

すので、ひとつその辺のところをひとつ是非ご理解をいただいて、更にまた一層この経常

経費は詰めていかなきゃなりませんけれども、そのぎりぎりのところへきておるというふ

うに思いますけれども、今後特にまあ人件費等につきましては、１００名体制へ持ってい

くための、ひとつのまだまだ道半ばでございますし、そうした面も含めて一層の経常経費、

人件費等の削減に努力をしていかなきゃならないというふうに考えておるところでござい

ます。以上です。 

議  長    他に質疑ありませんか。 

６番 

三浦議員    １７年度から「ホット懇談」や「いいちゃんポスト」などの活用によって、町への住民

の皆さんのご意見など多くあったと思うんですけれども、今後にどのように活かしていく

かということについてお答えいただきたいと思います。 

町  長    自立のまちづくりと共に、住民とのまあいろんなコミュニケーションとのひとつの考え

方の中に、今、言われましたことについて取り組んでまいりました。新しい試みとして。

町民からの直接の声を聞いて、そのことを反映して、できるものはすぐ解決をして、また

進めていくというような手法でございます。非常に貴重なご意見もいただきましたし、ま

たすぐ対応させていただいたこともございます。いちいち全て申し上げませんけれども、

中には非常に住民の方が不安に思っておる、私生活も含めての問題もありまして、私の知

恵では及ばない部分もありますけれども、そうしたことによってやはり地域の皆さんと行

政とのキャッチボールと申しますか、コミュニケーションというものが図られることが、

やはり自立のまちづくりのひとつの方向につながっていくということでございますので、

今後とも是非そのことは同じように、またそれ以上に続けていきたいというふうに考えて

おります。 

６番 
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三浦議員    もう少し具体例がありましたら、先程も解決されたものもあるということですので、ち

ょっと例を挙げていただきたいと思います。 

町  長    ひとつには、若いお母さんからの子育て支援の問題ついて、大変まあいろんなご意見を

出されました。非常に厳しいと、で、いろいろとまた給与面についてもリストラ等もあっ

たりして、具体的なお話もお聞きしまして、非常にお察しする部分もあったわけでありま

すけれども、ほんとにあのこの子育てについての考え方というものを真剣にやっぱり考え

にゃあということで、これはもうご承知の通り、保育料の問題やら乳幼児医療の問題やら

当初予算で対応をさしていただきましたし、それからいろんなごみの問題あるいは一部公

害の問題等につきましても、非常に迷惑をしておるというようなこともありますけれども、

なかなかこれは、今まで培ってきたこのいろんな経過がございますので、行政でもって即

解決というわけにはまいらない問題もございまして、保健所あたりとも相談をしながら、

できるだけの手を尽くして一部には解決した問題もございます。まだまだ解決できない問

題もあるわけでございます。あとまあ道路や水路や、身近な生活環境の部分でいろいろと

悩みなり、またご意見の提示をいただいて、その都度、所管課を通して対応した部分もか

なりあるかと思います。そのくらいにさせていただきます。 

議  長    他に質疑ありませんか。 

１０番 

松下議員    税収が前年度１．９％増加する中でですね、町民の法人税が大幅に減収となっておるん

ですが、その辺の原因というか、町内企業の実態をどのように把握しているのか分析して

いるのか、その点をお聞きしたいと思います。 

町  長    非常に１７年頃から景気が上向いてきて、明るいまあ見通しが立ってきた日本の経済状

況の中で、その非常に格差があるということを申し上げております。地域との格差、地方

との格差、それから企業間での格差と、個人にしてもまた都会のサラリーマンと田舎のサ

ラリーマンとの格差、まあいろいろあるわけでありますけれども、特に法人事業の実績等

を見ましても、まだまだこの地方の企業はそうした恩恵に与ってない状況にあると、都市

型の大手の企業の方が中心であるということと、それからひとつには町にも関連しており

ますけれども、外国企業の連結決算等のいろいろな考え方もありまして、なかなかその直

接地方の企業の法人に及ぶところがまだ現れていないという部分もございます。で、一部

にも町も大きな企業もいくつかあるわけでありますけれども、良い部分についてはこの際

設備投資に回して、更に将来へのステップにしていきたいというような考え方が非常に顕

著でありまして、そうした面につきましては、それじゃあ固定資産の、償却資産の中でそ

の分が回ってくるかというと、なかなか償却等もいたしまして、そういうわけにもいかな

いというような部分もございます。大変まあジレンマにあるわけであります。そういうふ

うに見ておりますけれども、これがまあ今年、来年あたりになりますと、少し芽生えて数

字等もお聞きしておりますけれども、法人のこの税収、地方の町の企業にもそうした面が

見られますので、今後の財源として期待をしておるというふうに思っております。 

議  長    他に質疑ありませんか。 

４番 

平沢議員    ちょっと先程出た、実質公債費比率の件でちょっとお伺いしたいと思いますが、８月２

９日の総務省のその新聞に出ておったのは、先程言ったとおり、新聞では１３．９、今日
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の報告では１４％ということでございますが、これを見ていくと、県下８１市町村で一応

５９番目と、これだけ見ておると町民の皆さんは、かなり財政状況的にはいいんじゃない

かというような錯覚を起こす懸念があると思うんです。それで、先程見たとおり経常収支

比率からみても８５．２％と、非常に県下でも高い水準にあって、財政の硬直化が深刻な

状態にあるわけでございます。それでひとつの形の中で、一応、町税ですけれど、これは

今年も年々毎年これは出ている問題でございますが、不納欠損が非常にまた増えていると

いうことと、収入未済額が増えておる、これは特に固定資産税の不納欠損が、去年に比べ

てかなり大幅の増の原因になっておるわけでございますが、一応、町税というものはこれ

は町民の負担公平の原則にも反しますので、一応、自立のまちづくりのこの財政状況下で、

これらの問題をどのようにこの分析をされておるか、これ合わせて見ますと国保税の関係

を見ますと、先程報告で９１.９％の収納率ということであります。これにおいても、専

任職員の配置による一応成果が表れておるものかどうか、一応今後の町の財政運営の自立

のまちづくり、この中期総合計画の中で財政規模に見合った計画的な執行がなされたこと

で、このような良い決算が出てきているのかということも併せてお伺いしたいと思います。

それからもう一つ、何か１７年度の決算を見まして、一応、来年度に向けて財政健全化に

取り組む抜本的な対策がお持ちでしたらお答え願いたいと思います。以上です。 

町  長    実質公債費比率につきましては先程申し上げましたとおり、県下、郡下の今の位置でも

って満足するという、安心をするということは毛頭考えておりません。これは現状の、で

きるだけ抑えながら、有利な起債ということのシフトしてこういう結果になっております

ので、他町村のことをとやかく言う筋合いのことではございませんけれども、従って今後

の負担が増えるこの繰出金等償還を含めますと、やはり力を今のうちに蓄えておかないと、

これが破綻してしまったんでは何も元も子もございませんから、そんなような考え方で財

政運営をしていく、また町民の皆さん方にも機会あるごとにそういう考え方をして、決し

て楽観できるものではないんだということをＰＲをしていきたいと思っております。それ

から未収金対策の問題で、これはどこの町村も非常に右肩上がりの収納率と申しますか、

未収金の額が増えておりまして、飯島町もそういう状況にあります。やむを得ない部分も

ありますけれども、中にはこれは納められる人が収めていただけないというようなものも

ございますので、ランク付けの中で、庁内スクラムを組んで今、助役を中心にやっており

ますけれども、どうしてもこうした時勢でございまして、思ったようにいかないというの

がありますけれども、これもまあ更に更に努力をして少しでも減額を、未納金の減少とい

うものに努力をしていくということで進めてまいりたいと思います。まああの水道事業等

についても短期的にはそうした黒字決算計上ではありますけれども、累積赤字もあること

でございますし、それから内部的ないろいろまあ職員配置等の問題も含めて努力をした結

果で、こういう数字が出ましたけれども、これも決して安穏としておれる状況ではござい

ませんので、今後とも特に公営企業の建前に立って、健全な安定寄与するとともに、健全

経営というものについては一層の意を注いでいかなきゃならないというふうに考えておる

ところでございます。 

議  長    他に質疑はありませんか。 

２番 

宮下寿議員   １２月の議会ででもありましたけれども、先程もお話していただいた、ふるさと融資で

 - 30 - 

すね。企業誘致費ということで 200,000,000 円を内堀醸造さんの方にということで行いま

して、議会の時に、その時に町内から１０名程度採用の予定があるということをお聞きし

ておりました。現在ですねやはりそういった募集状況ですとか、募集を今ほんとにしてい

るのか、というのは町民に対してですね、どういうような募集の仕方を例えばしているか

と、それからまた内堀醸造さんの建設の今の現状、状況というものも含めてお伺いしたい

と思うんですけれども。以上です。 

産業振興課長  内堀醸造さんの件ですけれども、先ずあの工場の整備の件ですけれども、全部が整備が

されて、その一区切りが１０月にされるという状況になっているということでございます

ので、こちらの方はほぼ工場の増築というのは完成に近いのかなというふうに思っており

ます。で、それに対する求人ですけれども、これについてはアルバイト、パート等の募集

は今されておるようですけれども、新しい工場の方の募集等についてはちょっと私の方で

も状況をつかんでおりませんけれども、ハローワーク等の情報等を見ても現在のところで

は、これからなのかなぁというふうに思っております。以上です。 

２番 

宮下寿議員   今、伺いましたけれども、まだ把握がなかなかできていないという部分で、このふるさ

と融資自体に５名以上の、ということが当然に記されておりますし、やはり町としても、

どうなっているんだといいますかね、つっつくというとおかしいんですけども、常にそう

いった部分もですね、やっていただいて、できるだけやはり、町の人たちが内堀醸造で働

けるというような状況っちゅうものは、やはり必要な行動だと思いますので、これからも

是非把握の努力と更なる推進をお願いしたいと思うんですがいかがでしょうか。 

町  長    内堀醸造につきましては、久根平に全体の残りを取得していただいて、工事が進められ

ておりまして、実は１０月の中旬に正式にオープンすると開業するということでお聞きを

しております。全体的には建物の大きさに比べて、従業員を何百名とか、そういうことで

なくて、オートメが中心でございますから、そうした流れの中で当初から四・五十名体制

でというようなことで聞いておりますし、当初立ち上がりに必要な人員は確保できたとい

うような印象で、正式な人数ちょっと聞いておりませんけれども、また確認をしておきた

いと思いますけれども、技術的な専門的な部分は岐阜の方からそのまま現在の職員が移行

してきておる部分もあると思いますし、それからできるだけ町内からの優先採用というこ

とは常にお願いしてまいりましたので、一部にもそういうふうにお聞きしております。今

後ともそういう形で是非お願いをしてまいりたいと思っております。 

議  長    他に質疑ありませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。ただいま議題となっております第５号

議案から第１１号議案までの決算７議案については、各常任委員会の所管事項に分割の上、

それぞれ各委員会へ審査を付託したいと思います。常任委員会への審査区分については事

務局長から申し上げます。 

事務局長     （審査区分説明） 

議  長    お諮りします。 

     ただいま説明の審査区分により、第５号議案から第１１号議案までの決算７議案につい

て、各常任委員会に審査を付託することに異議ありませんか。 
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（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。従って第５号議案から第１１号議案までの決算７議案については、

お手元の審査区分表により各常任委員会に審査を付託することに決定いたしました。 

ここで昼食のため休憩をとります。再開時刻を午後１時３０分といたします。休憩。 

 

          午前１１時５８分 休憩 

          午後 １時３０分 再開 

 

議  長    休憩を解き会議を再開します。 

 

議  長    日程第１５ 第１２号議案平成１８年度飯島町一般会計補正予算第２号を議題といたし

ます。 本案について提案理由の説明を求めます。 

町  長    それでは第１２議案平成１８年度一般会計の補正予算第２号について提案理由の説明を

申し上げます。予算規模につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ 128,750,000 円

を追加して、歳入歳出それぞれ 4,109,080,000 円とするものであります。今回の補正につ

きましては平成１７年度の決算がまとまり、繰越金が確定をしたこと。普通地方交付税や

地方特例交付金などの額も確定したこと等によりまして、これらに必要な予算を補正する

ことといたしました。 

        歳出予算の主な内容につきましては、先ず総務費では、正規職員の削減によりまして必

要な臨時職員賃金の補正を、また多くの地元要望がありました防犯交通安全施設の設置補

助金も増額補正することといたしました。更に普通交付税及び繰越金が増額となったこと

から、当初予定をした財政調整基金からの繰入金 17,000,000 円を減額し、今後の公債費

の増額に備えるために減債基金に 15,000,000 円を積立ることといたしました。民生費で

は老人保健医療特別会計において、平成１７年度の国庫負担金等の精算がありまして、繰

越金の減額補正を行うものであります。また予定をしていた地域福祉基金からの繰入

18,000,000 円を減額をいたしました。衛生費では制度改正に伴う水道事業出資債を計上を

いたしました。農林水産業費と土木費では、住民の皆さんからの要望の多い地域地元にお

ける水路改修、道路の維持補修、更に道路整備事業費として約 30,000,000 円を計上した

ところでございます。また下水道事業特別会計への繰出金を基準内繰出金の範囲内で行う

ことといたしまして、繰出金の増額補正をするものでございます。なお道路舗装に関して、

凍上災害及び７月豪雨による農業施設及び公共土木施設の災害復旧事業といたしまして、

13,000,000 円を計上をいたしました。消防費では地元要望がありました消防施設整備交付

金を増額いたしました。教育費では地区公民館の改修等の要望がありまして、必要額を増

額補正するものであります。また各項目におきまして時間外手当を中心とした人件費の増

額補正を計上いたしました。このように今回の補正は今後のまちづくりに必要な諸施策に

要する補正に加えまして、住民の皆様方からの常日頃から多い要望に極力お応えすべく当

初予算に計上できなかったものの、財政の許す範囲内での補正の内容でございます。その

他補正予算の内容及び細部つきましては、各担当課長からそれぞれ説明をさせますのでよ

ろしくご審議をいただき、ご議決賜りますようによろしくお願いを申し上げます。 

議  長    引き続き関係課長より補足説明を求めます。 
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総務課長    （補足説明） 

住民福祉課長  （補足説明） 

産業振興課長  （補足説明） 

建設水道課長  （補足説明） 

教育次長    （補足説明） 

議  長    これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

９ 番          

宮下覚一議員  何点かお尋ねしたいと思います。まず総務関係でございますけれども、２０ページので

すね、機密文書の処理費、まあ字のごとく機密ということになると思いますけれども、先

ほど古文書の処分ということでございましたが、これについて機密ですので単純に業者委

託で機密で保てるのかどうか、その辺をお聞きしたいと思います。それから２２ページの

自主防災組織の費用でございますけれども、これは 400,000 四地区平等に配分するのか、

あるいは、ある地区に固定するのかその辺をお聞きいたします。 

        それから民生費の方の老人保健医療特別会計への繰出金でございますけれども、減額

8,000,000 まあ減額は結構でございますが、１７年度かなり増額ということでございまし

た。１８年度において、この時期で 8,000,000 の減額ということは、どういうふうに解釈

していいのかということなんでありますけれども。 

        それから農林水産の方でございますけれども、松くい虫の防除、１００リュウベ(立方

メートル)の予算の中で４７リュウベ（立方メートル）でしたかね、増額ということでご

ざいますけれども、まあこれイタチごっこの松くい虫との対策であると思いますが、今後

において町としてどういうふうに考えておるのか、その処理の方法について、またどの程

度の処理を見込んでやっていくのか、その辺をお聞きしたいと思います。 

        それから教育費のお年寄りといつまでも触れ合える学校づくり支援事業、七久保小学校

ということでございますけれども、どこでどういうふうにやるか、その辺の内容をお願い

したいと思います。以上です。 

総務課長    それでは最初に総務課関係の質問に対してのお答えをさせていただきます。２０ページ

の文書処理の関係の内容でございます、あの古文書というふうにお聞き取りをいただいた

ようですが、公文書という、公の文書ということで発言をしたその辺をちょっと聞き分け

にくかったと思いますので、そんなふうにご理解いただきたいと思います。なお機密の文

書ですので一般の書類いわゆるペーパーについては紙のまま業者に引き取っていただきま

すけれども、個人情報等の入ったものについて、特に税務関係のものとか、個人の名前そ

れから状態の分かるようなものが入ったものについては、私たちの目の前で粉砕するなり

溶解するなりして処理をするということが基本となっております。今現在は町内業者を頼

みまして、そういった処理をする業者の元まで直接運んでいただいて、その様子をすべて

写真記録に撮ってきていただいて、それを報告していただいて、機密文書確かに処理でき

たということの確認をさせていただいております。職員がそこに立ち会えばいいんですけ

れども、そういったことは今しておりません。そういう対応で業者との信頼関係で処分を

させていただいておりますのでお願いいたします。 

        それから自主防災会の関係につきましては、２つの区の方で発電機、災害時に使う発電

機等が必要であるという要望が出ておりますので、その区に対しての要望に応えるための
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補正でございますのでよろしくお願いいたします。以上であります。 

保健福祉課長  お答えいたします。老人医療費の減額 8,049,000 円の理由でございますが、これにつき

ましては過年度分の清算にかかるものでございます。まず支払基金の交付金が 2,086,000

円、また国庫支出金の医療費の負担金これが 5,868,000 円と、合計いたしまして

8,049,000 円これが過年度ということで老人医療会計へまいります。従ってこの相当額は

繰出を、一般財源を繰出さなくて済むと、こういう仕掛けでございますのでお願いいたし

ます。 

産業振興課長  ３１ページの松くい虫防除の関係ですけれども、松くい虫の防除、今後の基本ですけれ 

ども、既に今、伊那あたりまで北上しているという状況の中で、今後の処理につきまして 

は危険木処理ということでやっております。で、これがだいたい松ですと平均して１本１ 

リュウベ（立方メートル）位あります。当初予算で１００リュウベ（立方メートル）とい 

うことでありますけれども、やはり１００から２００リュウベ（立方メートル）位はある 

わけですけれども、危険木につきましては、これは全部処理をしていかざるを得ないとい 

う考え方を持っております。またもう１点は、公園等持っておるわけですけれども、これ 

につきましては地上防除ということで薬剤をかけておりますけれども、今後もこのことは 

継続していきたいと考えております。いずれにいたしましても、これにかかる経費は最小 

限に抑えていきたいという考え方でございます。お手元に書いてある中でちょっと説明を 

落としてしまいましたけれども、それにかかりまして町有林の中に危険木があるというこ 

とで、そのものも盛ってありますのでよろしくお願いしたいと思います。以上です。 

教育次長    お年寄りといつまでも触れあえる学校づくりという内容でございますけれども、これは 

施設の改修費ではございませんので、全部がソフト事業に充てるものでございます。従い 

まして、特にどこをということはないわけでございますけれども、今度改修の中で七久保 

小学校につきましては会議室をきれいにしていただいたりしましたので、そういったとこ 

の関係でいきますと、例えばダルマストーブを備品として２台ほど購入させていただくと 

か、まあそういったようなもの、それから衝立だとかラジカセ、そういったようなものを 

購入させていただいて、学校全体を通じてお年寄りと触れ合う機会をつくっていくと、こ 

ういった事業でございます。なお今までもそういった事業は行ってきておりますので、そ 

れについて改めて県から補助金をいただけたと、こういう内容でございますのでよろしく 

お願いいたします。 

 

議  長    他に質疑はありませんか。 

１１番 

織田議員    先程、総務の関係で、職員の手当という中での説明がありました。年間必要額の中で 

の更に時間外手当というような説明がありましたけれども、この内容ですね、これ一般会 

計で先程の説明だと、これトータルしていきますと、9,000,000円を超える額になってい 

るわけですけれども、昨年度の中で、決算の中で、人件費をかなり落としてという努力の 

があったわけですが、ここへきてまた、臨職に切り替えというようなとこにあるわけであ 

りますけれども、この内容について、ここで、9,000,000円余の内容ですね、時間外とい 

う、この実態という中、人員や人件費の引き換えと、このこうした中で今の時期でのこう 

した補正、それから補正額のこの妥当性というかそんなようなことについて、説明をいた 
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だきたいと思います。 

５番 

森岡議員    関連でちょっとお聞きしたいんですが、只今の件につきまして、原因、その原因という 

のは特殊事情でこういうものが出てきのか、これは恒常的なというか、こういうものがあ 

るんだということか、その辺のところも併せて説明をいただきたいと思います。 

総務課長    職員手当、特に今回、時間外手当、金額にしては相当金額を補正をお願いするものでご 

ざいます。まず一点としては、当初予算編成の中で、職員への努力目標という部分も課せ 

まして、かなり配当枠というか、枠を抑えてきたということが一点。それから予定しなか 

った会計監査が入ってきたということもあります。一点は農林関係の監査が４月の当初に 

入ったということ。それから総務関係につきましては、年度末でありましたけれども、会 

計監査が入りました。これはその時だけで済まなんで、それ以降いろいろな調査のやりと 

りがかなりありまして、実はもう８月ぐらいまでそのやり取りが続いてきたというような、 

そういった特殊事情もございます。それと４月から大きく組織機構を変えたということで、 

ただ単純に自分の仕事を後の人に渡すっちゅうことでなくて、課を超えて渡す部分も非常 

にでできたというようなこと。それから職場の移動があったというようなことで非常に、 

ちょっと職織の改正の当初に当たって非常に職員も慣れない部分もあって、発生したとい 

うような事例もございます。そういった特殊的な事情もございまして、今回の補正は来年 

の3月までを概ね見越した中で補正をお願いしていくというものであります。これで確定 

ということではありませんけれども、まあそういったような事情もありまして、今回補正 

をさせていただいてありますので、よろしくお願いしたいと思います。 

議  長    他に質疑ありませんか。 

７番 

竹沢議員    今回の９月補正の中に盛り込まれていない事業で、施行時期とかいろいろ考えると、今

回盛ってほしかったなということで、今後どのようになさるかということで、お尋ねをい

たします。といいますのは、上の原幹線と飯島小学校及び飯島グランドを横断する、飯島

小学校の子供たちが通る歩道橋があるわけですけれども、これにつきましては、長年冬場

の雪が降ったりして凍結防止のために、先生方が、軽カルじゃなくて、塩カルを撒いて凍

結防止をしとるわけですけれども、年数立ちまして穴が開いたりしてね、危険な状態にな

っているということで、教育委員会の方で確か予算の見積りといいますか、とってあると

思いますが、お聞きしますと 5,000,000 円ほどかかるということだそうなんですけれども、

これはタイミングの問題で、このね１２月、次は１２月議会ですけど、そのころに議会を

通して発注ちゅうことになると、雪が降ったりして凍るような状態のときに事業発注とい

うことになるわけですよね。そういうことを想定しますので、できれば今回の補正で出し

てほしかったなということで、その財政事情ともありますが、今回の補正全体を見れば予

備費も40,000,000程かな、あるようでありまして、何らかの対応策というものをやって

いただきたいなということで、これはＰＴＡからも陳情が出ているはずですので町長の見

解を求めます。 

教育次長    今ご質問の飯島小学校の横にあります横断歩道橋の件でございます。ＰＴＡの皆さんか

らも陳情をいただいておりますし、教育委員会としても長年の懸案で把握をしておりまし

た。あの施設につきましては、従来は北側に小学校のプールがありまして、学校施設の横
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断という形で安全を保つために設置されたのが第一次的な目標であったかと思いますが、

昨今の交通事情の中で今、小学校の通学路としての役目を負っておりまして、教育委員会

としてもあの横断歩道橋を飯島小学校の通学路として有効に今後も活用していきたいと、

こういった方向を持っておりますので、あれにつきまして補修をしていく必要があるとこ

ういったことでございます。只今ご質問のありましたとおり、歩道橋につきましては長年

の融雪剤等の処理で鉄が錆びてきておりまして、穴が開いている状態がございます。工種

としてはそれを鉄板で覆うもの、それから塗装をするものでございまして、本来であれば

気温の高いときに塗装工事をやるのが一番工事としては良いわけでございます。ただ学校

といたしましては、常々今の施設を使って、朝夕のラッシュ時に歩道を使っておりますの

で、そういったタイミングを見て工事をするのがいいだろうということでございます。状

況的には３月の休み、もしくは夏休みという時が一番良い訳でございまして、そうしたタ

イミングを見てまた理事者の方と相談をさせていただきまして、補正予算を組ましていた

だきたいと思っておりますので是非よろしくお願いしたいと思います。 

議  長    他に質疑ありませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

        これから討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

        第１２号議案平成１８年度飯島町一般会計補正予算第２号を採決します。 

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。従って第12号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長    日程第１６ 第１３号議案平成１８年度飯島町国民健康保険特別会計補正予算第１号を

議題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。 

町  長    それでは第１３号議案平成１８年度国民健康保険特別会計の補正予算第１号について提

案理由の説明を申しあげます。 

        予算規模につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ78,164,000円を追加し、歳

入歳出それぞれ831,678,000円とするものでございます。今回の補正につきましては、平

成１７年度の療養給付実績によります過年度分療養給付費交付金並びに国庫支出金過年度

分の償還金及び繰越金の確定、また１８年度の支出額が確定しました老人保険の拠出金を

補正するものでございます。それに加えて、１０月から法律改正により新設となります保

険財政安定化事業の交付金と拠出金を補正するものでございます。細部につきましては担

当課長から説明申しますので、よろしくご審議をいただき、ご議決賜りますようお願い申

し上げます。 

住民福祉課長  （補足説明） 

議  長    これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
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これから討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

第１３号議案平成１８年度飯島町国民健康保険特別会計補正予算第１号を採決します。 

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。したがって第１３号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長    日程第１７ 第１４号議案平成１８年度飯島町老人保健医療特別会計補正予算第１号を

議題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。 

町  長    第１４号議案平成１８年度老人保健医療特別会計の補正予算第１号について提案理由の

説明を申し上げます。今回の補正は平成１７年度の医療給付実績によります、過年度分の

国庫支出金及び医療費の交付金の償還の確定に伴い、精算を行いまして、先程一般会計で

議決をいただきました一般会計からの繰入金を減額等をする補正が中心でございます。細

部につきましてはご質問によって担当課長から説明申し上げますのでよろしくご審議の上

ご議決賜りますようにお願い申し上げます。 

議  長    これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

第１４号議案平成１８年度飯島町老人保健医療特別会計補正予算第１号を採決します。 

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。したがって第１４号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長    日程第１８ 第１５号議案平成１８年度飯島町介護保険特別会計補正予算第１号を議題

とします。本案について提案理由の説明を求めます。 

町  長    それでは第１５号議案平成１８年度介護保険特別会計の補正予算第１号について提案理

由の説明を申し上げます。予算規模につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ

2,845,000 円を追加し、歳入歳出それぞれ 759,944,000 円とするものでございます。今回

の補正は平成１７年度の繰越金の確定、国庫負担金及び社会保険診療報酬支払基金にかか

る過年度分の返還金の精算に必要な補正を行い、併せて国の制度改正に伴う地域支援事業

における特定功労者施策事業、一般高齢者の施策事業、包括的支援事業、任意事業、の事

業内容による予算の組替を行うものでございます。細部につきましては担当課長から説明

申し上げますので、よろしくご審議をいただき、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

住民福祉課長  （補足説明） 

議  長    これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

６番 
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三浦議員    それでは只今の介護保険の改正による見直しの中での確定によるということなんですけ

れども、今、あの介護保険の改定によって１０月から、までに認定の見直しっていうか、

作業がされていると思うんですけれども、進捗状況を教えていただきたいと思います。最

近お邪魔したところでは今日見えたよというようなお話もありましたので、１０月がすぐ

そこに見えているけれども、現在まだそういう状況なのかなと思いましたので、その辺の

状況を教えてください。 

住民福祉課長  認定の状況と申しますか、これにつきましては以前にご説明申し上げましたように、要

介護１の方、この方の概ね７０％をですね要支援１・２に移行をしていくと、いわゆる認

定の基準をそういった形で移行していくとこういう作業がございます。それに伴いまして、

地域支援事業とかまた特定高齢者支援事業、こういったものを実施をしていくとこういう

ものでございます。で、現状では１２０人ほど該当するということではないかということ

でありますけれども、現在６０人超が認定作業に入っております。で、認定されました。

そういった中で現在も作業を進めておりますけれども、これもやはり一気にやるんじゃな

くて、その認定の期間ですね、認定のいわゆる期限があります。ですから個人 1々0 月とか

また１２月・１月こういった期限がございますので、１年２年のうちに１２０人になって

いくとこういうことでありまして、現在では新規の方と、また更新をした方を含めて約 60

人ほどが要支援 1・２に移行いたしました。従ってそういった皆さんにつきまして、筋力

の教室とか、また口腔ですね、口、そしてまたいわゆる食の支援、こういったものにつき

まして徐々に事業を開始し始めておると、こういう状況であります。以上です。 

議  長    ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

第１５号議案平成１８年度飯島町介護保険特別会計補正予算第1号を採決します。 

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。したがって第１５号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長    日程第１９ 第１６号議案平成１８年度飯島町公共下水道事業特別会計補正予算第２号

を議題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。 

町  長    それでは第１６号議案平成１８年度飯島町公共下水道事業特別会計補正予算第２号につ

いて提案理由の説明を申し上げます。予算規模につきましては、歳入歳出予算の総額にそ

れぞれ 71,107,000 円を追加し、歳入歳出それぞれ 1,107,788,000 円とするものでござい

ます。今回の補正につきましては、歳入では一般会計からの繰入金を繰り出し基準に基づ

きまして15,276,000円を増額、17年度決算による繰越金を48,951,000 円を増額し、更に

新規加入による受益者負担金を 6,880,000 円増額するものでございます。歳出につきまし

ては、下水道公社へ設計監理を委託すること等に 145,000 円の増額、飯島処理区に公共桝

を新設すること等 7,080,000 円を増額し、公債費の利子償還費を 4,457,000 円減額、予備

 - 38 - 

費を 64,339,000 円増額するものでございます。細部につきましては担当課長から説明申

し上げますので、よろしくご審議をいただき、ご議決賜りますようにお願いを申し上げま

す。 

建設水道課長   （補足説明） 

議  長    これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

５番 

森岡議員    一点お伺いします。ただ今の９ページの公共下水道の汚水管の工事、これ組み換えで工

事はやったわけですね。ということ。で、やっておれば管の汚染状況っていうか、そうい

うのどんなふうか、今どのようになっているかその辺の内容もお聞きしたいと思います。 

建設水道課長  工事の工事費につきましては、今、事業費の枠の中で５０％の発注をしております。そ

の中から、残った分の中から、要するに設計委託料の分に回すということでございますの

で、後期、後期分の設計委託料をここに組み替えるということでございますので、お願い

をしたいと思います。 

        管の汚れの状況でございますけれども、清掃の関係につきましては、もう少し待って、

年度末に委託をして管の清掃をするというようにしておりますので、お願いをしたいと思

います。 

議  長    他に質疑はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

第１６号議案平成１８年度飯島町公共下水道事業特別会計補正予算第２号を採決します。 

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。従って第１６号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長    日程第２０ 第１７号議案平成１８年度飯島町農業集落排水事業特別会計補正予算第１

号を議題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。 

町  長    それでは第１７号議案平成１８年度飯島町農業集落排水事業特別会計補正予算第１号に

ついて提案理由の説明を申し上げます。予算規模につきましては、歳入歳出予算の総額に

それぞれ 3,533,000 円を追加し、歳入歳出それぞれ 238,994,000 とするものでございます。

今回の補正につきましては、歳入では１７年度決算により繰越金を 3,533,000 円増額する

ものであります。歳出につきましては公債費を 530,000 円増額し、予備費を 3,003,000 円

増額をするものでございます。細部につきましてはご質問によって担当課長から説明申し

上げますので、よろしくご審議の上ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

議  長    これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

        これから討論を行います。討論はありませんか。 
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（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

        第１７号議案平成１８年度飯島町農業集落排水事業特別会計補正予算第１号を採決しま

す。 

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。従って第１７号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長    日程第２１ 第１８号議案平成１８年度飯島町水道事業会計補正予算第１号を議題とい

たします。本案について提案理由の説明を求めます。 

町  長    それでは第１８号議案平成１８年度水道事業会計補正予算第１号について提案理由の説

明を申し上げます。今回の補正につきましては、資本的収支に関する補正でございます。

収入につきまして、老朽石綿管更新事業に一般会計の出資債として繰入金を 5,000,000 円

を増額し、消火栓工事による負担金を 1,019,000 円増額するものでございます。支出につ

きましては消火栓新設工事費による建設改良費に 1,019,000 円を増額するものでございま

す。この補正によりまして、資本的収入の予定額は 222,544,000 円に、また資本的支出予

定額は 307,806,000 円となります。これによりまして資本的収入額が資本的支出額に対し

て不足する額 90,262,000 円を 85,262,000 円に改める補正をお願いするものでございます。

細部につきましては担当課長から説明を申し上げますので、よろしくご審議をいただきご

議決賜りますようにお願いを申し上げます 

建設水道課長  （補足説明） 

議  長    これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

第１８号議案平成１８年度飯島町水道事業会計補正予算第１号を採決します。 

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。したがって第１８号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長    以上で本日の日程は全部終了しました。 

本日はこれで散会とします。ご苦労様でした。 

 

 

午後２時５１分 散会 
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本会議再開 

 
開  議    平成１８年９月１４日 午前９時１０分 
議  長    おはようございます。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

議事日程についてはお手元に配布のとおりです。  
北沢教育次長が県教育委員会の会議のため欠席となっております。 
日程第１ 一般質問を行います。通告順に質問を許します。 
１０番 松下寿雄 議員 

１０番       
松下議員    それでは質問に先立ちまして、一言お祝いを述べさせていただきたいと思います。 

近頃、暗い出来事ばかり続く中で、去る９月６日には秋篠宮家におかれましては男性

皇族の誕生を見ました。実に４１年ぶりの男児誕生ということで、この上ないお喜びの

ことと思われます。心よりお喜び申し上げますとともにお祝いを申し上げます。 
さて通告書に基づいて質問をいたします。 
田中県政の６年間の検証と村井知事に期待するものはということで、３点に分けて質

問を通告してありますので、順を追って質問をいたしたいと思います。 
約６年間続いた田中県政も８月３１日をもって幕を閉じております。田中前知事にお

ける長野県政は何であったのか、本当にわれわれ県民は田中県政を理解できていたのか、

検証をしてみることが次につながる重要なファクターだと思います。 
就任早々華々しく打ち上げた脱ダム宣言、直接民主主義を唱え車座集会等を行ってき

ました。また無駄な大型公共事業の廃止、それに伴う公共事業の入札制度の見直し、利

益誘導型県政からの脱却を唱えてきたのであります。この入札制度改革に対しましては、

いろいろと批判もありましたが、田中知事だから実行できた改革のひとつだと私は思っ

ております。県民からみれば評価すべき点であったと考えております。半面、医療・福

祉・教育・環境問題をテーマに、田中流の循環型社会の構築に当たったと思われます。

特に学校教育面では高校改革プランを策定し実施に踏み切ろうとしていました。県立高

校の統廃合問題では、地域の合意形成が得られていない一方的な統合には反対も多く、

議会の同意を得られず引退をいたしましたが、これも田中県政の政策の中で将来的には

評価される改革だと思います。少子化による生徒数の減少等々いろいろ考えたとき、時

代の趨勢として反対ばかりしている問題ではないと考えます。統合問題は直接われわれ

地域に係わることですが、冷静に判断する中でいずれ合意形成すべきと考えますが、町

長のご見解をお伺いをいたします。 
次々と政策は掲げてきましたが、結果として実行できた政策は少なかったのではない

かと思われます。田中さんは子孫に借金を残すべきではないとの理念の下、基金の取り

崩しをはじめ行う一方、あらゆる事業の見直し縮小を図ったため、長野県の経済は極度

に停滞し、全国４７都道府県中経済活力は最低までになってしまったと言われておるの

が現状であります。半面４７都道府県で借金を減らしたのは田中知事に言わせると長野

県だけであったということであります。６年間で約６００億円の借金を返しております。

しかし行政はそれだけでいいのでしょうか。県民の生命財産、安全安心を守る責任があ

ります。 
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        先の７月の梅雨前線集中豪雨による被害総額は５５７億円にもなっております。加え

て２００４年の台風２３号の災害の総額は５００億円とも言われております。両方合わ

せると１，０００億以上の被害総額になっているというわけであります。被害の内容は

道路・河川・農地・農作物・学校施設等あらゆる方面で被災をしております。また尊い

人命を多くの方が無くされております。これを見たとき、適切な公共事業インフラ整備

は怠ることなくやっていくことが行政の責任と思いますが、田中県政に対してのこの点

についてもお伺いをいたします。 
いろいろ挙げれば切りがないわけですが、田中さんは知事と県民、県政と県民の壁を

無くして身近なものにしてくれたことも事実でございます。それが田中県政の最大の成

果ではなかったかと思われます。また、最大の欠点は人を信頼できない、すべて自分で

決める協調性の無さ、常に対立軸をもって対決していく対決型の知事であったと思われ

ます。半面、県議会の対応もあれでよかったのか反省する点が多いにあると私は思いま

す。これは「たら」の話ですが、田中さんがもう少し協調性があったら、田中さんの言

う長野県から日本を変えるといわれた理念が実現できたのにと、県民の一人として残念

に思われます。高坂町長におかれましても町民を信頼し、行政運営を行っていたことは

当然であり、また職員を信頼し叱咤激励しこの難局を乗り切っていただきたいと思いま

す。町長の立場から田中県政の検証と飯島町町長としての住民・職員に対する責任の一

端をお伺いいたします。 
２といたしまして、また飯島町に直接かかわった問題としてコモンズ支援金企業誘致

費等ありましたが、何といっても伊南バイパスの飯島工区の見直し凍結発言であったと

思われます。特に本郷地区においては地権者の同意も得て、さあこれからいよいよ始ま

るのだと、そういう矢先の発言であり、地権者関係者の気持ちを察するとき、知事の発

言の重大さを感じたわけであります。この問題では町長はじめ地権者関係者一丸となり、

われわれの気持ちを知事に直訴をしたわけであります。その過程には高坂町長と田中知

事との膝を交えての話し合いが行われたということもお聞きをしております。田中さん

の市町村長とは話をしないといわれる中で、数少ない首長としての信頼関係を築いたこ

とに対し、私は高坂町長を高く評価するものであります。６年間の田中県政は飯島町と

して行政運営上実際どうであったのか、お伺いをいたします。 
３番目といたしまして、田中前知事に代り県民は村井さんを知事に選択いたしました。

いよいよ新しい県政がスタートをしております。今回の選挙において、田中前知事も負

けたとは言いましても５３万県民が支持をしたのであります。先程も申した通り、決し

て悪い面ばかりではなかったことも事実であります。村井知事は選挙戦から超田中で行

くんだと、田中県政の良いところは受け継いでいくと、車座集会・民主主義的な政治手

法は評価し、受け継ぐとも言っております。また田中さんの開けた風穴の修復作業もや

らなければならないと言っておりますし、壊れた県議会との関係、県職員との関係、市

町村長との関係、各方面との関係修復を図っていかなければ、村井カラーは、なかなか

発揮できないのではないかと思われます。各集会においても村井知事は２年間猶予をほ

しいと、２年経ったら中間評価をしていただきたいと言われております。私は思うに、

村井県政に対する首長の責任は重大であると思います。なぜかといえば、田中前知事は

首長とはほとんど話し合い会議をもっていませんでしたし、やったとしても一方的に知

事の発言を聞かされるだけだったのではないですか。だから田中知事はどうしようもな
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い、市町村の意見を聞かない、と言っていればそれでよかった面があります。要するに

逃げ道がありました。村井知事は、県の仕事は多くの方々との共同作業、対話を重視し

ていく、自治体や議会だけでなく市民団体等の意見も尊重しながら県政をやっていくと、

そう申しております。 
       また、本当の地方自治は、市町村が力を持って動くことに尽きるとも言っております。

そして市町村とそこに暮らす県民が主役だとも言っております。知事は話し合いはする

が結果として市町村が責任を持ってもらうと、厳しい注文も付けております。これらの

発言からみて、これからは各自治体の自主性を求められることになります。そこで高坂

町長におかれましても、基本構想を基にしたグランドデザインを村井県政に早く理解を

していただく努力をしていただきたいと考えます。政策的意思の疎通を図る中で、県と

共に飯島町の将来の展望を見いだすべきだと思われますが、村井県政に対する期待と今

後の町政運営についての町長のお考えをお伺いをいたしまして質問を終ります。 
 
町  長    松下議員から、田中県政６年間の検証と代わった村井新知事への期待に関しまして、

いくつかの点についてご質問をいただきましたので、順次お答えをさせていただきたい

と思います。 
先ず、田中県政６年間の足跡と、飯島町に与えたその功罪はいかがであったかという

ことでございますけれども、言い換えればこの６年間の田中県政とは何であったのかと、

このことは県民それぞれにいろんな考え方があると思いますし、また今、松下議員も質

問の中でいろいろと触れて述べられたわけでございますが、私なりに少し振り返ってみ

たいと思います。 
田中知事が初当選をした平成１２年の１０月、県民は長野県政初めての民間出身知事

ということで、さまざまな面で大きな注目を集めたことはご承知の通りでございます。

多くの人が遠くなったといわれる県政が身近なものになるとの期待があったことは事実

であると思いますし、これまでの既成概念をことごとく変えながら、そのことを通じて

県民が県政に身近に注目するようになった、ある面ではその距離が大変まあ縮まったと

いうふうに私も思っております。車座集会あるいはガラス張の知事室、脱ダム宣言が象

徴する公共事業の見直し、県財政にかける努力、入札制度や福祉政策・産業政策、特に

飯島町では誘致した企業に対しての信州のものづくり支援事業としての多額な補助金を

いただきました。さらに３０人学級等々次々と新しい考え方と施策を打ち出されまして、

多くの共感と一定の評価を得たことも事実でございました。その中で県民も多くのこと

を学んだというふうに思います。ただ惜しまれるのはいろいろの所で言われておるわけ

でございますけれども、そうした施策や事業を通じて手を携えるべき相手との信頼関係

が築けなかったのではないかというふうにも思います。頼みとする県職員への心が離れ、

県庁組織が一丸となって仕事をする体制づくりができなかったというようなこと、また

多くの市町村、市町村長との風通し信頼関係というものがいまひとつ築けなかったので

はないかというふうにも思いますし、県議会としても今述べられた通りでございます。

このことが田中知事が常に掲げた「壊す」から「造る」ということへの、うまくこの実

を結べなかった最大の理由ではなかったのかというふうにも思います。いくらまあ立派

な価値観や主張を、ただそれだけを押し通そうとするだけでは地域住民や市町村長、あ

るいは県議会や県職員との対応や信頼関係は成り立ちにくいことは当然であると思いま
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す。その点いろんな場面におきまして、その提案なり提示というものがあまりにも唐突

であり、また拙速であったというふうに思いますし、またマスメディア向けや話題性の

意識が強かったんではないかというふうにも思っております。それは例えば泰阜村への

住所の移転の問題、山口村への合併問題に対する知事の対処の仕方の問題、各審議会へ

の委員の選任のあり方、あるいは県庁行政組織の問題、さらには国政レベルでの政治団

体の代表者としてのこの併任問題というものもございました。更には多くの県民には真

っ直ぐには届かないというふうに思われる県の組織や、いろんな場面で使われる用語の

あまりにも多いこのカタカナ文字などが、そうしたことを裏付けているんではないかと

いうふうに思っております。 
一県の知事であった方に対して、こうしたおおそれた評価をコメントする器ではござ

いませんけれども、私自身への自戒も含めてそう申し上げるとともに、ご質問の町政運

営にあたっては対住民・対職員との意思の疎通あるいは信頼関係を作っていくために、

一層の努力をしていかなければならないというふうに肝に銘じておるところでございま

す。 
なお前後いたしますけれども、只今ご質問にございました高校再編問題とインフラ整

備についての町長としての見解についてご質問がございました。 
まず高校再編問題でございますけども、今後の入学者数あるいは生徒数の減少が確実

にこの見込まれる中で、今後とも現在の学級数や各学校の規模というものを今まで通り

維持し続けていくということは、とうてい不可能であろうと、多くの県民はいずれ再編

整備の必要性は必要であるというふうに思っておると思いますし、私自身もそう考えま

す。近隣では赤穂高校と駒工の統合案に対しまして、私も関係者共々にそれぞれの存続

を求めて行動をしてまいりましたけれども、要はそれぞれの学校が培ってきたこの長い

歴史、それから果たしてきた役割や経過、現在の姿などというものを、それぞれに重要

な使命の重さというものを十分考えて、時間をかけて説明をし議論をして、合意を得る

べくその努力が必要であって、そういう意味で今回の場合はそうした面が欠けていたん

ではないかということで、この批判が集中しているというふうに思っております。 
また公共事業インフラ整備の件でございますけれども、田中知事は子供たちに将来に

借金の山は残さないんだという考え方で、必要なインフラ整備まで一部切り込んだ施策

を講じられまして、一部にはこの公共事業、特に無駄な公共事業の見直しというものは

私も同感であり共鳴する部分があるわけでございますけれども、一方でまた財政問題と

ともに安心安全な地域づくりのため、それからまた将来への利便性の向上、産業振興の

ためにも無駄な公共事業はもちろん排除していかなければなりませんけれども、地域住

民にとって必要なインフラ整備は常にその必要性・緊急性等を厳選をして行っていくこ

とが行政の責任であるというふうに私は考えます。 
なぜならば子供たちの将来に借金やこのお金という形で残すだけではなくて、かけが

えのない地域の安心安全なあるいはまた生活基盤の財産として残すことも、地域の魅力

や発展して若者定住の礎になるというふうに考えるからでございます。 
そこで次のご質問の私ども飯島町と田中県政との係わりについてのご質問がございま

した。２点目の知事に対しての町長としてどう対応し、その成果の結果はどうであった

かということも含めて若干申し上げたいと思います。 
田中県政、田中知事とは県政と町政それぞれにさまざまな施策の接点の中で、一般的
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な問題あるいは個別な問題についていろいろな場面で係わりがございました。先ず個別

の問題については何といってもお話のございました国道１５３号伊南バイパス飯島工区

の事業促進について、知事の見直し棚上げ発言が、私としてはやはり忘れることができ

ないわけでございます。私が町長に就任した直後の平成１６年１月に、記者会見の席上

で突如そのことが公に発言をされました。飯島町にとってこの歴史的な大事業はそれま

で国県のご理解や、関係地域・期成同盟会との皆さんの永年にわたる議論とご協力を得

て、駒ケ根工区共々に建設促進の合意形成ができて、順調に滑り出していた矢先のこの

知事の突然の棚上げ発言でございまして、まさに青天の霹靂でございました。何らの事

前の説明もないままに出されたこの知事発言、私も関係者も大きな衝撃として受け止め

ましたけれども、その後の経過等は詳しくは申し上げませんけれども、これまで進めて

きたこの事業についてこの知事発言、何としてもこれは受け入れることはできないとい

う考えのもとに、議会や期成同盟会、関係の皆さんと一丸となって何としてもこの事業

促進に向けて知事の本意をお願いすべく、再三再四知事と直接会ってそのことを求めて

きた経過がございます。一時はどうなるかまったく予断を許さない、当時まあ正直に申

し上げて知事も罪な人だなあというふうにつくづく私も思い、悶々とした時期もござい

ましたけれども、その後何とか回を重ねて理解をしていただけるようになりまして、約

半年後に沿線の景観協定締結ということを条件に、新しい考え方の下に、また事業再開

OK のお墨付きをいただいたときには、本当に安堵したことを昨日のように甦ります。こ

れもまあ関係の皆さん方の事業の実現に対する熱い想いとバックアップをいただいたか

らこそということで、感謝を申し上げるとともに、以降現在はご承知のように国の直轄

権限代行事業として飯田国道事務所によって順調に用地補償等が進めているところでご

ざいます。 
       この他にも１５３号とは少し趣も違いますけれども、県事業あるいは、県単事業であ

る竜東線はじめ、地域住民と合意形成をして歩んできた各種の事業についても、一層の

この促進の要請を行えるというような雰囲気すら無いのもあったことが事実でございま

して、昭和伊南病院の救命救急センターの全ベッド数返上問題も、あまりにも唐突一方

的であったために、それぞれに大変まあご迷惑やら苦労をおかけしたわけでございます

けれども、ご承知の通りかと思います。今後新しい県政の中でまたそれぞれの事業の促

進と合意に基づいた管理運営に勤めてまいるように、私どもとしても精いっぱい努力を

していかなければならないというふうに思っております。 
代わって、村井新知事に対する期待ということのご質問でございます。 
昨日の議会冒頭のあいさつの中でも申し上げましたけれども、一にも二にも新知事は、

これからの県政は８１市町村そしてそこに暮らす一人ひとりの住民が地方分権のこれか

らの主役であると、県は元気になってもらう地域づくりのためのサポート役に徹してそ

の任を担わさせていただくというふうに明言をされております。まさに今までの閉塞感

からひとつの風穴が開けた心境でもございます。すでにいろんな取り組みも開始をされ

ました。副知事の２人体制を始め、一部の人事も行って、新しい体制もスタートをした

わけでございます。公約の実現には多くの課題や難題も乗り越えていかなければならな

いでしょうし、すぐというわけにもいかない面も多々あるかと思います。先程お話にも

ございましたけれども、知事は２年ぐらいしたら一度評価をしてほしいと、とも言って

おられますけれども、いずれにいたしましても地域、各市町村の独自性・自主性を重ん
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じる村井知事の今後の県政の展開に対処して、逆にボールは知事から市町村の方に、私

どもに投げられたというふうに私は受け止めております。それだけにこれからのまちづ

くりは違った意味でまさに正念場であり、行政運営の責任の重大性を改めて痛感をして

おります。市町村間の個性・競争性も一段と厳しくなると思いますし、それだけに村井

知事には田中知事の培った数々の良い面は、自らも言っておられるように、十分取り入

れて配慮もしていただくことを考えていただきながら、公約の実現に努力をいただくこ

とを多いに期待をするとともに、今後まあ知事あるいは、県当局との対話・協議の場が

たいへん多く持たれるかと思いますので、率直に意見交換を行って、町の中期総合計画

とふるさとづくり計画を基本とした活力ある飯島町のまちづくりに向けまして、お話の

ございましたそのグランドデザインの実現に精いっぱいの努力を重ねていきたいという

ふうに考えておるところでございます。以上申し上げて 1 回目のご質問に対するお答え

といたします。 
 
松下議員    これで質問を終わります。 
 
議  長     ９番 宮下覚一 議員 
 
９番 
宮下議員    それでは通告によりまして、大きく３項目について町長の考えをお聞きしたいと思い

ます。 
先ず、最初に、町の財政状況について質問をしてまいります。 
本９月定例会に昨年度の平成１７年度の決算報告が上程されております。平成１７年

度といいますと、言うまでもなく飯島町が自立でやっていこうと決めた最初の年であり

ました。国からは地方交付税をはじめとして支援も減らされ厳しい、厳しいという、言

わざるを得ない財政状況の中で町長は１７年度の舵取りをやってこられたのであります。

庁内の機構改革をはじめとして、多方面にわたって改革を英断実行され、町長曰く、内

なる改革を実行しての今日があるわけであります。そこで自立元年の１年間の経緯を踏

まえて町長の財政的な面での所感はどうなのか、先ずお聞きしたいと思います。 
次に先日、県の市町村チームでは県内市町村の財政状況を発表しました。これにつき

ましては前々年までの３年間の平均値をいうことであるそうでございますけれども、従

来言われてきた起債制限比率、まあちょっと難しい言葉ですので簡単に言わせていただ

きますけれども、つまり借金の比率の算定、これにまあ公営企業会計なども含めた数値

をいうということでありますが、実質の借金比率、その結果が公表されたのであります。

それによりますと、県内市町村の平均値は１６．４％でありまして、その内町村の平均

が１７％ということでございます。その中で当町はと言いますと、１３．９％でござい

ました。昨日の本会議での質問にもありましたけれども、実質は１４％ということでご

ざいます。これは並み居る郡下の中でも最低という数字でございまして、これは大変に

健全経営ができているというふうに考えてもいいのではないかというふうに思いますが

どうでしょうか。まだまだ上を見れば上があるわけでございますけれども、この数値を

鑑みて、そして町の現在の財政を町長はどのように見ておられるのか、お聞きしたいと

思います。 
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       ３点目でありますが、今お聞きしております実質公債費比率つまり借金比率について

はですね、数字が低いということは大変喜ばしいこととは思いますけれども、一方で単

にこれ喜んでばかりはいられない、いろいろな要素が絡んでいると思われます。それは

町の将来を見据えたあらゆる事業の関係に関係してくるというふうに思うわけでござい

ます。俗に国の三位一体改革の中で、地方の税配分、地方交付税は間違いなく年々削減

されているわけでございまして、今後において町の財政を圧迫してくることは間違いあ

りません。ちなみに昨年度は町では約 30,000,000 の減収というふうに聞いておりますけ

れども、こういった中で今後不足する町の財源、この財源の確保について町長にはどの

ように考えておられるかお聞きしたいと思います。 
４番目、国の政府与党では、先の７月にですね地方の歳出を大幅に削減する骨太の方

針２００６を了承しまして、また同時に閣議決定されました。これはこれから先 5 年後

の数値目標ということでありますので、今日現在では時期尚早かなとは思いますけれど

も、今後５年間に１４兆３，０００億という歳出削減を行うことなどを柱とするという

ような大きな改革と言われております。これから町の状況を考えますと、５年間という

ものは借金の返済がピークを迎えるわけでございまして、大変な財政状況であることは

ご承知の通りでございます。これから平成１９年度の予算編成を控えておるということ

でございますので、この骨太方針もそうでありますけれども、こういった国の動向を総

合的に見て、当面の町に対する影響はどのようになるのか、町長はこれをどのように予

想しておられるのかをお聞きしたいと思います。 
５つ目でございますけれども、今飯島町では言われて久しい地方分権時代これを担う

体制のために協働のまちづくりを推進し、システム・ルールづくりについて具体的な活

動の支援体制と柱になる住民自治のあり方につきまして、各四区でそれぞれ研究されて

いるところでございます。この厳しい財政の中にあって、厳しい中でも常に町民の住環

境の充実、またよりよい地域環境は維持していかなければならないわけでございます。

そうした中で毎年地域・地区、とりわけ４区からはそれぞれ町民生活に密着した数々の

要望が出されているわけでございます。できることならこの要望が財政的に豊かで１０

０％達成できれば申し分ないとこでございますけれども、それは無理なことでございま

す。さし当たって昨年度この４区、４地区から出された陳情、また要望に対しましてど

のくらいの事業が完成あるいは実施されたのかお聞きしたいと思います。 
続きまして大きく２項目目でありますけれども、飯島町のこれからのまちづくりに対

するあるべき姿についてお聞きしたいと思います。 
先ず１点目でございますが、今年度２００６年から２０１０年までの５年間の飯島町

まちづくりの基本的な施策等の方針、また行動を示した中期総合計画がスタートいたし

ました。この計画は多くの町民の皆さんと行政が一体となって町の将来を考えた、英知

の結集の上に計画されているというふうに思います。この計画はふるさとづくり計画を

含め、確固たる目標とする町の指針である以上、この計画を完遂するため、またできる

ように施策を施すことは言うまでもございません。が、しかし、月日の流れ、また情勢

は日々変化をし、状況の流れの中では、やはり臨機応変な対応が必要だと思われるので

ございます。そんな観点から私は町長にお聞きしたいのでございますけれども、この中

期総合計画について町長はこの計画をどのように位置づけ、そしてこれから２０１０年

までの町政の方向を、この計画と睨み合わせて、どのように進めていこうとしておられ
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るのか、お答えいただきたいと思います。 
       次に２つ目でございますが、先程申し上げましたが、ぼつぼつ次年度の方向また展望

を方向付ける時期にあります。常に停滞することなく常に前進あるのみの行政であって

ほしいと願うものでございますけれども、それには中・長期計画ではどうしても長い間

にひずみも出てくるとあろうと、まあ勝手ではありますけれどもそう思うのであります。

新たなまちづくりに向けて、今までの内なる改革からいよいよ外に向かっての改革と捉

えたときに、さて町長はこれから次年度の、次年度以降の町の事業をどういうふうに考

えていくのか、町の方向をどういうふうに付けていくのか、その辺をお聞きいたします。 
３つ目、企業誘致についてございます。この件につきましては、先の３月議会でも質

問をいたしました。また同僚議員からもありました。しかしあれから半年が経過をいた

しまして、そして町としてもこの４月から新たな体制の組織の上に立ってこの企業誘致

に日夜取り組んでおられるわけでございまして、再度あえてここで質問をしたいのでご

ざいます。ご承知の通り、町にとってこの半年の間に大きな動きがございました。町長

以下担当の皆さんの努力にもかかわらず、地元にある優良企業の１社が残念ながら他市

への新たな拠点づくりを進めるということになったのでございます。こういう結果の原

因はいろいろあり、特にその企業にとっての条件もあるわけでございますけれども、こ

の飯島という立地条件を含め今後の反省事項としたときに、さて町では現在どのような

取り組み方をして、またこの企業誘致に対する進捗状況、その後どうなのかお聞きした

いと思います。 
４番目でございますが、下水道関連でございます。いよいよ町にとって公共下水道、

最後の七久保地区の工事が始まっております。町にとって農集排と併せて多額の費用を

投入しての下水道事業でありますけれども、導管路また処理場の建設工事が完了の暁に

は、その後は維持管理をすれば良いと思っておりましたけれども、これからの処理場か

ら出る汚泥の処理に今後大きな費用がかかるというふうに聞いております。その点につ

きまして、七久保浄化センターはこの処理方法に特殊な工法を予定しているというふう

に聞いております。その処理方法とその経緯、その採用するにあたっての経緯について

お聞きしたいと思います。併せてこの処理方法がですね町にとって大きなメリットにな

るというふうに聞いておりますので、大変に結構なことでございます。であるならば、

町の他の施設、現在できておる施設処理場にこれが応用できないのか、その考え方につ

いてお聞きをしたいと思います。 
５点目、町民に対する表彰の件についてでありますけれども、今やどこでも言われて

おります協働のまちづくりについて、その中で、まちづくりに対する町民の皆さんの自

助努力に対しては、やはりそのことを認め合って、そして敬意を表すべきだと考えます。

今、町として実施している表彰規程はどうなのか、また表彰の実態・状況はどうなのか、

お聞きしたいと思います。 
次に３項目目でございますけれども、自立の選択をした町において、町長は平成１７

年度以降積極的に町民との対話を目的とした新たな取り組みを、事業を始めておられま

す。例えば職員の耕地担当制度の実施、町民の声・便りを受ける「いいちゃんポスト」

の設置、また町長とのホット懇談会等々ありますけれども、私は決して批判とか否定的

なことを言うつもりはございませんので、誤解のないようにお願いしたいと思いますけ

れども、こういった事業に対して町民はどのように対応しておられるのか、またこれを
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利用しておられるのか、また当初の事務的、目的が達成されているのかその結果につい

てお聞きしたいのでございます。といいますのは町民の間でもまだこの制度・事業がで

すね十分理解されていないというふうに考えます。そんなことで今後有効活用してほし

いという願いからもありまして、この、現在の利用状況またその内容についてお聞きし

たいと思います。以上１回目の質問といたします。 
 
町  長    それでは、宮下議員から、町の財政状況について、また明日の姿、新規事業等に対す

る成果の見解はという３つの大きな質問に対して、それぞれ個別の細部にわたってのご

質問をいただきましたので、順次お答えをさせていただきたいと思います。 
まず町の財政状況について、自立元年の経過を踏まえたこの町長の所感はどうかとい

うことについてでございます。ご承知のように飯島町は平成１７年２月の住民意向調査

の結果を踏まえて、今後も自立、持続可能なまちづくりをしていくということになった

わけでございます。この間の合併議論の中で、合併をした場合と自立した場合との当町

の将来像について情報を提供をして、住民の皆さんにご判断をいただくという形で進め

てきた経過がございます。その自立の場合の計画が平成１６年９月に策定をいたしまし

た、多くの町民の皆さん方の公募も含めた、ご参加をいただいて、真剣に議論して作り

上げていただきました「飯島町ふるさとづくり計画」というのがございます。自立が決

定した昨年度の行財政運営については、先の決算認定の提案理由にもおいて申し上げた

とおりでございますけれども、予算ベースではふるさとづくり計画に念頭に置いて、合

併協議会との調整状況も加味した上での予算編成であり、おおむね計画通りの執行がで

きたというふうに思っております。 
昨年度はこのふるさとづくり計画に加えて、総務省によります国によりますこの地方

公共団体における行財政改革推進のための新たな指針というものが出されました。これ

に基づいてこれを見直す形で「飯島町集中改革プラン」というものを策定をしてお示し

をしてございます。今後も地域分権型社会への対応、また個性豊かで活力に満ちたまち

づくりへの対応、更には厳しい財政事情への対応をしていくためにも、これらの計画に

基づいた改革を進めてまいりたいというふうに考えております。 
次に現在の財政状況についてであります。お示しをした平成１７年度の決算状況、今

議会において提出した各種資料の内容の通りでございますけれども、実質収支で黒字で

ありまして、一定の余剰金等を有して各種財政指標も前年に比べて特別大きな変化がな

い状況にはありますけれども、単年度決算としては表面的にはおおむね良好な状況にあ

るというふうに思っております。一部お話の中にも触れてあった通りでございますけれ

ども、なおここで表面的にはというふうに申し上げますのは、先に申し上げたそのそれ

ぞれの計画に基づいて大きな行財政改革をして初めて前年度並みの水準になっていると

いうことでございます。今後の見通しを考えますと、一般財源の減少に加えて、扶助費

や繰出金、公債費等の経常経費の増加が一層見込まれることから、財政の硬直化を防い

で健全な財政運営を目指すためには、やはりこれら改革の更なる推進を図っていく必要

がどうしてもあるんだと、いうふうに考えております。 
次に具体的に交付税の減に対する財源確保との関連の問題でございます。議員ご指摘

のように、地方交付税とともにその関連する臨時財政対策債を含めた地方交付税の総額

の推移を見ますと、平成１４年度に減少へと転じまして、以降毎年減少の一途をたどっ
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ているということで、ご承知の通りでございます。平成１３年度に１９億円あった地方

交付税総額、これが平成１７年度には１７億円に留まっておるというようなこと、それ

から一般財源が交付税のみで実に２億円減少をしている状況にあるわけでございます。

これらの財源確保を何に求めていくかということのご質問でございますけれども、ふる

さとづくり計画や集中改革プランにもありますように、その多くを歳入の増、つまり一

部を手数料等の改定を除いて税率の改定等によってそのことを求めるということについ

ては原則的には私としてはしない考え方でございます。したがってその財源確保には現

行の制度の中で税収増となるまちづくりを念頭に置きながら、徹底した歳出の削減を一

層行っていく必要があるということになります。限られた財源となれば、その限られた

財源の中で最大限の努力をし、身の丈にあった行財政運営をしていく必要があるという

基本的な考え方でございますけれども、そこには一層の職員とともに創意工夫、知恵を

出し合ってそして住民のご理解ご協力もどうしてもいただかなければならないというこ

とにつながっていくわけでございます。 
       それから国が今年７月に発表した経済財政運営と構造改革に関する基本方針、いわゆ

るお話にございました骨太の方針２００６でございます。これが当町への影響をどうい

うふうに影響するのかというご質問でございます。この方針では国はこの基本方針に基

づいて３つの優先課題を掲げておるわけでございます。第一には成長力・競争力の強化、

第二には財政の健全化でございます。そして第三に安心安全で柔軟かつ多様な社会の実

現という形になるわけでありまして、そこで健全財政化における歳出改革による地方財

政計画への影響がどうなるかという点でございます。私どももいろいろと心配をし懸念

もしておる状況でございますけれども、国がいわゆる２０１１年度までの国の基礎的財

政収支の黒字化、これはいわゆるプライマリーバランスというふうに呼ばれております

けれども、この均衡をとるための達成するために必要とされるこの額が 16 兆 50,000,000
円というふうにされておるわけでございまして、そのうちの７割を歳出削減で賄うとい

うことが出されております。このことからすれば地方財政への影響も大変大きく影響す

るということが予想をされます。地方交付税制度の改革および地方交付税の削減も必至

であるというふうに思いますけれども、具体的な数値等については今明らかになってお

りませんので、今後順次年末の予算編成等に向けて、その方向が見えてくるかと思いま

すけれども、大変厳しくなるということの方向は覚悟をしておりますけれども、現時点

での当町への具体的な影響については今申し上げる段階資料等はございませんのでご了

解をいただきたいと思います。 
それから昨年度の４区あるいは一部耕地も含めてでございますけれども、要望事項の

実施状況、いろいろと出されております。大きく建設関係と土地改良、農林関係につい

てご報告を申し上げておきたいと思いますけれども、先ず建設関係つきましては道路橋

梁費 110,000,000 円の中で主に堂前線、北上の原線のこの幹線道路改良を実施をしてきた

ところでございますが、道路改良要望７８箇所に対しまして１１箇所を実施して１４．

１％、それから道路の舗装関係の要望では６８箇所に対しまして７箇所を実施して１０．

３％、道路補修要望につきましては、まあ手直し的な部分が主になりますけれども、１

５３箇所に対しまして４９箇所を実施して３２％の実施率というふうに報告を受けてお

ります。また１７年度は自立元年ということで、特に地元とともに協働のまちづくりを

一緒になってやってていただくということのために、特に原材料支給という事業に力を
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入れて、予算の面でもご覧いただいておると思いますけれども、要望に対しては１０

０％これを支給して、住民の地域の皆さんと共に実施をしていただいておりまして、少

ない予算で有効な投資ができておるというふうに認識をいたしております。 
        また町の事業予算以外にもですね直轄等による、飯田国道工事事務所等による伊南バ

イパスの建設事業等あるいはその関連、それから用地補償等について総額で 500,000,000
円という計上をいただきました。更にまた今後も上積みを要望しておるわけでございま

すけれども、そうしたこと。それから河川砂防関係では、天竜川上流の工事事務所の関

係で与田切川・中田切川の砂防林事業を中心に、1,260,000,000 円という計上をいただい

て事業を実施していただいております。既にご覧いただいた第６砂防ダムにつきまして

は、大変まあ大きな効果をもって昨年度終了しておるところでございます。このほかの

国の直轄の治山事業も含めて、あるいはまた県営の伊那建設事務所関係の国県道改良あ

るいは災害復旧事業等でも 1,150,000,000 円というような、町費以外の事業費というもの

を、大変巨額の事業費を町内のインフラ整備に投入をしていただいてきておるところで

ございまして、今後につきましても非常に町の財政厳しい中で、できる限りの対応をし

てまいりたいと思いますけれども、一方で国県関係の事業を一層促進していただくこと

も、安全安心なまちづくりのために大変大きく役割を果たしていくことになりますので、

今後とも積極的に要望活動をしてまいりたいというふうに考えておるところでございま

す。 
それから、一方でまた土地改良事業の問題で、具体的に特に農地・用水路等が多いわ

けでありますけれども、地元の区あるいは耕地も含めますけれども、管理の用水路等の

補修整備の要望につきましては、区長総代会等での事業説明に基づきまして、地元施行

による事業補助あるいは現物支給による事業として、この６月までに５５件の申請を受

付をいたしまして、現地調査等を行いまして、緊急度の高いところから優先的に採択を

することにして、現在は要望箇所に対して９０％に当たる要望の５０箇所について、地

元施行の工事が昨年実施をされて以来、実施をされてきておるところでございます。 
次のご質問でございます、町の明日の姿に関係して、まず中期総合計画に位置付ける

町長の考え方でございます。 
後期の中期総合計画につきましては、２００１年から２０１０年までの第４次町の総

合計画の長期構想に基づいた、この後期５年間のまちづくりの基本政策を体系的に位置

づけておるものでございまして、協働のまちづくり等の一つには人口増活性化対策を最

重点に掲げて位置付けて計画を策定してございます。中期総合計画につきましては、持

続可能な活力あるまちづくり、希望の持てるまちづくりそれから住民主体のまちづくり

を目標に取り組みをしておるわけでございますが、これまで以上に住民参加によるまち

づくりが必要というふうに考えております。この計画の趣旨に基づきまして町民の皆さ

んの理解をいただくと共に、協力を得る中で現在進めております。そのために具体的に

今後まちづくり推進事業の補助金を活用いたしまして、住環境の整備それから緑化・美

化の推進の問題、生涯学習の推進の問題、それから子育て支援、健康づくり推進、安全

安心な地域づくりの推進、地域作り委員会の仕組みづくりあるいはこの設立というまあ

大きく協働のまちづくり事業として進めていく考えでございまして、人口増活性化のも

う一つの柱としては、国土交通省の都市再生整備計画事業の活用によりまして、中期総

合計画で予定しております高齢者等あるいは交通弱者の交通手段の確保、これは具体的
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には巡回バスという事業になるわけでございます。これらの事業。それから防災のまち

づくり、国道 153 号伊南バイパスの流入交通対策の事業、それから地域コミュニティー

活性化を事業化するよう、現在国と協議を進めておる段階でございまして、平成１９年

度から順次着手をしてまいりたいと思います。今後実施計画の策定の中でその年度別・

事業別の計画を明らかにしてまいりたいというふうに考えております。 
       なお、お話にございましたこの中期総合計画、ふるさとづくり計画、これは決してコ

ンクリートされておるものではないわけでございまして、国県の次の政治の状況あるい

はまた経済の全般の状況等を総合的に判断をして、弾力性を持って対処していくことは

当然であるというふうに思っておるところでございます。 
次に、次年度に向かっての事業に対する考察をどういうふうに考えておるかというこ

とでございます。国は地方分権時代に対応した自治体の構築を図るために、行財政基盤

の強化を目指して、いわゆる三位一体の改革などによる一層の自治体への行財政改革を

求めてきております。町では新しい自立する自治体を目指して、身の丈にあった行財政

運営をしていくために、住民との協働のまちづくりということを基本として目指してお

るわけでございますけれども、これからまあ１９年度の予算編成に向いまして、実施計

画の策定あるいは予算編成となるわけでございますけれども、全体の地域総合計画の推

進とともに、集中改革プラン等の基本計画を中心にして、つど見直しを図りながら少子

化社会、高齢化社会等への対応の事業を厳選をして取り組んでまいりたいという基本的

な考え方でございます。 
それから次のご質問でございます、企業誘致の取り組み方、まあ財源確保の問題も含

めてそして活性化のまちづくりも含めてのその進捗状況ということございます。 
お話にございましたように、また再三申し上げておりますように、この企業誘致・導

入、それから企業立地というものは中期総合計画の中で最重要課題の一つとして捉えて

おりまして、いろいろと現在努力を重ねておるところでございまして、ご承知のように、

いろんな市町村、各市町村でそうしたことが今進められておりまして、誘致競争という

ものが一段と激化しておるのが現状でございます。町は町の良いいろんなまあ環境や水

や、まあ一部労働力の問題も検討しながらのこのセールスポイントというものを十分に

配慮して、やはり他の、特に市あたりとの競争性が求められますけれども、そうしたも

のを有利な面をＰＲしながら、できるだけまあ、いかに安い土地価格で提供できるかと

いうようなことで、現在その競争に勝つために最善の努力をしておるところでございま

して、その辺のところが今後の誘致の各町村のポイントになるんではないかというふう

に思っておりますが、懸案でございました久根平の工業団地、県下屈指の醸造工場とし

ての内堀醸造がこの第 1 期工事を終えて、１０月にオープンをして、大いに期待をして

おるところでございます。 
一方でまたお話にございましたように、町内の優良企業の一部が拠点をお隣に移すと

いうようなこともございました。ただまあ今までのいろんなお話合いの中で、だいたい

方向づけをしていただいておるのは、今の施設はそのまま残して継続経営をしてってい

ただくというような方向も出されておりますので、今後更にそのことをお願いして詰め

てまいりますけれども、そうしたような問題。それから更に引き続き、今後とも新たな

企業誘致をするための、現在、用地の確保の検討、それから並行して企業訪問等に向け

て、体制を整備を行っておるところでございますので、今後の推移をひとつ見守ってい
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ただきながら、また必要に応じて情報等提供して、ご理解をいただきたいというふうに

思っておるところでございます。 
       それから次に下水道等における汚泥の処理の現状、これもまあ今後の財政問題と環境

問題とも絡んで大変大きな重要な課題であるという風に捉えております。現在の処理の

状況それからお話にございました新しい汚泥の減量化方式というものを導入して、七久

保の浄化センターで今検討をして、導入を進めて今考えております。これらの内容につ

きましては担当課長の方から補足して申し上げますので、よろしくお願いをしたいと思

います。 
それから、町のいわゆる町表彰、町民に対する表彰の規程とこの実績の問題でござい

ますけれども、ご承知のとおり、町の表彰関係つきましては、地方自治の振興に優れた

功績のあった方々をはじめとして、行政の推進あるいは産業の開発、教育の振興、学

術・芸術・体育その他文化の向上等いろんな面で町の進展のために顕著なご功績をいた

だいた方々に対して、あるいはまた団体に対して表彰する制度があるわけでございまし

て、現在の表彰規則の基本に基づいて実施をしておるわけでございます。基本的には原

則として６５歳以上の個人、または団体での善行・功績に対してより多く広くの方々を

表彰できるようにしておる内容でございます。候補者等の推薦にあたっては各区からも

ご協力をいただきまして、町の表彰審査会において慎重な審査を経て、表彰状あるいは

感謝状の贈呈をもって表彰とすることで、これまでも実施をしてまいりました。現在の

ところ５１年以降この制度発足以来、延べで１８８人の個人・団体に対して表彰を、あ

るいはまた町へ貴重な浄財等をご寄付をいただいた８５の個人・団体に対して、感謝状

というものを交付してまいりました。本年この秋の飯島町発足５０周年の記念式典にあ

たりまして、今年度の表彰を行うよう現在準備を進めておるところでございます。 
最後のご質問であります新規事業、新しい取り組みの中で進めております耕地担当制

度、あるいはいいちゃんポスト、町長への手紙、その他町民の皆さんと直接ふれあう、

一つの行政体制作りということで進めてまいりました。いろいろ評価もあると思いまし、

また私なりにも考えておるところもいろいろありますけれども、まだまだ確かにおっし

ゃるように、町民の皆さん方の受け止め方が浸透をしていないということが多くあると

いうふうには私も思っておりますので、今後更にまた、このことを繰り返し繰り返し住

民の皆さん方に啓発をして、身近な行政として感じていただけるような努力を重ねてい

かなければならないというふうに思っております。それぞれの評価につきましては、い

ろいろ個人的な問題から始まって、町の要望、それから改善、それから、すぐできるも

のできないもの、いろいろ多岐にわたっておるわけでございまして、昨日も三浦議員の

ご質問にもありましたけれども、そうしたことを踏まえて今後更に、こうしたことを重

ねてやっていくことに対しての住民の理解と信頼関係というものが生まれてくるんだろ

うと思います。一層にこのことを啓発と共に努力をして、続けていきたいというふうに

考えておりますのでよろしくご理解いただきたいと思います。 
以上少し長くなりましたけれども、お答えとさせていただきます。 

 
建設水道課長  それでは下水道の汚泥処理の現状でございますけれども、１５年度の汚泥量でござい

ますけれども、公共下水道の飯島処理区につきましては２１９トンでございます。農業

集落排水の３地区につきましては５３トンであります。処理場の維持管理につきまして
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は、汚泥処理費の割合は、公共下水道の飯島処理区で４０％、農業集落排水の３地区で

６４％でありまして、汚泥処理費の削減が処理費の維持管理費の削減になるとこういう

ことでございます。また処理場への流入水も汚泥の発生量に影響しまして、飯島浄化セ

ンターで流入が年々増加しております。つなぎ込み率の状況によりまして、今飯島処理

区につきましては５８％、農業集落排水の３地区では７４％が今「つなぎ込み」になっ

ております。こういう状況の中で発生汚泥量の増加・増大を予想されます。このような

状況でありますので、今後の運営でありますけれども、第一に家庭の適正な下水使用に

心がけてもらうのが、先ず第一でございますけれども。 
       第二に汚泥の発生量の減量ということでございますけれども、この減量化につきまし

ては、今年度から七久保浄化センターにつきまして、汚泥の減量化施設の導入を計画し

ているところでございます。この減量化の施設でございますけれども、今普通でござい

ますけれども汚水が水槽の中に入ってきますけれども、その水槽の中、回流する中で、

バクテリアの死骸が要するにその汚泥となるということでございます。その汚泥を今回

の減量化する施設につきましては、その汚泥をもう一度吸い上げて、その汚泥をバクテ

リアを倍増しまして、元に返して、水槽の中でもう１回、回流することによってその死

骸を少なくすると、こういう施設でございます。そういう施設を今後各施設についても

研究をして導入を考えていきたいと考えておりますのでよろしくお願いしたいと思いま

す。 
 
宮下議員    それでは２回目の質問をいたします。それぞれお答えをいただきましたけれども、ま

ず財政問題でございますが、現状は良、優までいかない良ということでございます。先

程申し上げましたこの借金の比率につきましてですけれども、低いという大変喜ばしい

という表現もいたしましたけれども、この比率は財政の一面を示すものであって、これ

のみで財政状況を計れるものではないということでございます。また一方の見方をすれ

ば、この指標は大きな事業を行ったり、さまざまに精力的に事業を進めた自治体ほど数

値が高くなるということでございます。裏返せば何にもしない自治体は低いというふう

になるわけでございます。それを考えますと、必ずしもこれでいいものか、いうことで

ございます。まあしたがって町でもこれから今まで以上に福祉、教育、子育て支援等々、

今答弁にございましたように、これから事業をやっていかなきゃいかん、そういった中

でですね、財源確保が非常に難しい、重要であるわけでございます。町長は税率の改正

は考えていないと、それから徹底した経費の削減をすると、それから他の税収増を期待

するということでございましたけれども、やはりこの削減という問題はですね、なかな

か限度があると思うんです。まあ１７年度もですね職員削減によって臨時職員が増える

というような状況もございます。そんなことで経費削減それから税収、一般の税収これ

を期待することは非常に今後においては難しい状況であろうというふうに思います。 
そこでどうするかということになってくると思うんですけれども、ある程度はですね、

やはり町民の皆さんの負担、それを考えていかなければならない時期かなというふうに

思いますけれども、町長の考えをお聞きしたいと思います。 
それから中期総合計画の位置づけ、この位置づけという意味合いが、ちょっとまあ質

問が難しいわけでございますけれども、この計画につきましては先程言いましたように、

多くの町民の皆さんと、それから審議会そして各分科会、まあ総意の集大成であるわけ
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でございますので、これは町のこれからの基本的な柱になることは間違いございません。

それゆえに町長はこの計画書どおりに行政を進めていくのかどうかということをお聞き

したいのであります。つまりこの計画書どおり行政するということはですね、いうなれ

ば町長の個人の特徴、まあいうなれば高坂カラーが見えてこない、まあ町長はどうして

もこういうことをやりたいんだということ、あるいはこういう計画であるけれども、こ

ういう方向にもっていきたいんだという、そういった町長自身の計画というか思いをで

すね、打ち出してもらいたいっていうのが多くの町民の皆さんの願いとして聞こえてま

いります。こういった総合計画というのはですね、一種の理想郷でありまして、この計

画通りにすればいいということは分かりますけれども、それは全部は賄いきれない。ま

あそういった中で町長個人がですね、やはり自分として町長としてもう少し何らかの特

徴を出してもらいたい、そんな願いから町長の所感をお聞きしたいと思うわけでござい

ます。 
        企業誘致の関係でございますけれども、この問題を再度取り上げましたのは、今日の

経済動向を見たときにですね、一部以外は地方も含めて全体的に景気が上向き、好景気

の下に、企業の設備投資が今盛んに行われているというふうに聞いております。前年比

１６％増の過去最高の設備投資が行われているということでございまして、今がこの企

業誘致の絶好のチャンスであるというふうに思うわけでございます。特に最近、近隣の

市・町におかれましては、大手○○企業と土地・用地の売買契約が成立したというふう

に報道されることにですね、非常に寂しさを感じるわけでございます。双方とも企業誘

致の担当部署を設置しての取り組みの成果であると強調されております。それについて

は町でも負けないほど真剣にやっておられるというふうには思いますけれども、その中

でそれでは飯島町では他の市・町と比べて何が劣るのか、先程町長いくらか答弁ござい

ましたけれども、まあこの足りないものについて、今まで数多くの企業と折衝されてき

たというふうに思います。そうした中で公表できることがありましたらお答えいただき

たいと思います。 
まあ単純に考えますと飯島町では町であって○○市ではない、また道路状況と併せて

ですねインターが無い、また働き手、人口が少ない、先程町長も言いましたけれども人

口が少ない等々そんな思い当たることは再三言ってまいりました。しかし逆にですね、

それじゃ飯島町の魅力は何かと思ったときに、答弁にもございましたけれども、やはり

気候風土、景観、環境を考えて、もう一つは何といっても水であろうと思うのでありま

す。この、きれいな水、おいしい水、豊かな水、かつては養命酒さんもそうでありまし

た。また今回の内堀醸造さんも水が条件で誘致できたというふうに思います。環境と水、

これは大きなセールスポイントであろうというふうに思いますので、この辺を含めてで

すねこれからの企業誘致に是非ご尽力をいただきたいなというふうに思うわけでござい

ます。町長の考えをもう一度お願いをいたします。 
それから処理場の問題でございますけれども、今答弁にございました。まあ今後にお

いて、他の処理場へもこれを採用するような形で考えているということでございますけ

れども、この費用対効果についてですね、まあいいことはわかりますけれど、この費用

に対する処理費との関係その辺についてはどんな状況になるのかその辺をお答えいただ

きたいと思います。 
それから、それに付随してですね、この処理費がこれからうんと掛かるということで
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ございます。その辺を要するに加入者の負担だけで賄っていけるものか、一般会計から

の繰り出しが増えるのか、その辺についてもお聞きしたいと思います。以上２回目とい

たします。 
 
町  長    再質問をいただきまして、いくつかの点についてお答えをさせていただきたいと思い

ます。今後の行財政、特に財政運営の中で財源確保をしながら、如何に住民要望にこた

えていかなければならないか、こういうことの中で厳しい状況で、どういうふうにこの

ふるさとづくり計画に沿った行政運営ができるのかどうかということに懸かってくるわ

けであります。お話にございましたように、基本的には町の行財政計画の一番の指針で

あります、町民の皆さん方にご理解をいただいた、そして選択をいただいた計画でござ

いますので、これを基本に進めていかなければならないということでありますが、ただ

それにはさっきも申しましたように、いろいろと国の状況経済の状況、勘案しながら、

弾力的な考え方でもって臨まなければならないということでございまして、既にまあ負

担とサービスの問題等につきましても、子育て支援やあるいはまた福祉医療費等の問題

についても、そうした考え方を平成１８年度予算の中では一部、入れさせていただいた

ところであります。したがって税負担以外に、税は何としてもこれは住民の皆さん方の

一番のこれは基本的な財源でございますので、このことを苦しいからといって安易に税

率等改正して引き上げるということは、ここに地域に住む者としての一つの実感として

は避けて通りたい、避けたいというのが第一義でございます。で今後はやはり当然、住

民の皆さん方にいろんな面で負担を、協働のまちづくりの中で、汗をかいていただかな

きゃならんということが、お願いしてまいりますけれども、更にお願いしていかなけれ

ばなりませんけれども、今までの繰り返しになりますけれども、一律的な、ばら蒔き的

な補助なり支援というものは、もう一切やめていきたいというふうに考えております。

そうした方達については是非ひとつ汗と義務を果たしていただいて、真に光を手を当て

て差し伸べていかなければならないところへこの財源充当をしながら、全体として、住

民の負担をお互いにカバーをしていただくと、こういう考え方での住民負担につなげて

いかなければならないというふうに考えておるところでございます。 
それからまあ総合計画にしろ、ふるさとづくり計画にしろ、計画があるのですべてそ

れだけで、ただそのコントロールをしていくだけということでは、これは行財政の運営

というものは成り立ちませんので、常にその動向・情勢というものを判断しながら、ま

あ高坂カラーと申しますか、町長カラーを是非出してということでございますけれども、

やはりこれは、皆で決めて皆で確認をし合った、一つの町の最大の最高の指針でござい

ますから、これに背いた形でそのカラーを出して行くというわけにはまいりません。し

たがってそれぞれの時期折々の経過・動向を見ながら、できるだけ、特にまあ財源の問

題とも絡んでまいりますので、そうした枠の中での精一杯の高坂カラーを出していきた

いというふうに、今後も予算編成、行政運営含めてですね、考えて取り組んでまいりた

いというふうに思っております。 
それから企業誘致、お話のとおりでございまして、今が絶好のタイミングであるから

というような、こんなあの企業側としては短編的なものではないと思います。十分に国

際的な視野も含めた中での長期スタンスの中で、企業というものは立地をしていくこと

になるわけでございますけれども、ただ全体のこの経済の流れとしては、今がやっぱり
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仕込まなきゃならない一番の大切な時期であるということを、昨年一昨年あたりから考

えておりまして、今ひとつずつやって、ひとつずつというか、いろんな複数も含めてや

っておるところでございます。少し先程申し上げた手法に加えて、担当課長の方からお

答えできる範囲内で、今の考え方をちょっと補足してまた今申し上げますけれども、い

ずれにしても競争でございます。その地域地域のいろんなセールスポイント、それから

デメリットというようなものもあるわけでございますけれども、いろいろ今度、移転す

る企業等のお話も、再三まあここ２年間ぐらいに渡って折衝、お願いを重ねてきたとこ

ろで強く感じたのは、やはりこの企業が、特にまあ中堅・大手が進出してくる場合には

この市というイメージ、非常にこれは考え方申し上げ方によっては語弊が出るかもしれ

ませんけれども、この立地のイメージというのは、市というイメージが、いろんなこの、

特に国際感覚の中でやっていく場合には、ものを言う要素であるということを、もう如

実に聞かされた経過もございました。それから当然のことながら道路環境それから住宅

環境等の問題、それから雇用の見込めるのかどうかというような問題、加えて環境問題

とかそれから適地が、特に優良農地を大々的に多くの面積を割くというわけには、それ

ぞれの市町村の立地条件ございますので、いけない部分もあるわけでございまして、そ

うした面で比較的平らな環境に恵まれた林地というようなものもあるところも、やはり

強いのかなというようなことも実感として受け止めておる現状でございますけれども、

やはり飯島は飯島の、今お話にございましたように、環境問題から水から含めての良い

面も多々あると思いますので、必ずやそういう面でのメリットの方を優先していただけ

る企業も、いろいろと今やっておりますけれども、あるというふうに確信しております

ので、今後精一杯努力をして進めてまいりたいと思います。 
       下水の汚泥の費用対効果の問題、当然のことでございまして、その上に立っていろい

ろ検討をしておるわけでございますので、担当課長の方からまた報告して申し上げたい

と思います。 
 
産業振興課長  それでは私の方から企業誘致等に対します現在の状況、また考え方等につきまして補

足をさせていただきたいと思います。議員のご質問のように、本年度から体制の整備と

いう形の中で、企業誘致の事務とそれから土地開発公社ということが、私共、産業振興

課にまいりまして、企業振興に併せて一体的に取り組んでいくということで体制作りが

されたわけでございます。その中で一つ大きな動きといいますか、につきましては、ご

存じのとおり、今までは久根平の工場団地をどういうふうに処分するかという形の中で、

企業に来ていただく用地があったわけでございますけれども、内堀醸造さんの誘致に伴

いまして、久根平の工場団地につきましては、ほぼ完売状態にあるという形になったわ

けでございます。そこで新たに求められることといたしまして、企業を誘致していく上

では、その対象用地の確保というものがされておらなければ、誘致活動に回っていって

も具体化したときに困るという形になってきておるわけでございまして、この点につき

ましては理事者、また土地開発公社の理事長、また理事の皆さんのお考えの中でも出て

おるわけでございますけれども、やはり新たな工場の誘致の対象地をどういうふうにし

ていくかというのが大きい課題であるわけでございます。そこで現在の段階では私共町

内の適地というものをいくつかリストいたしまして、地権者の皆さんの理解をいただく

というところに着手をいたしているところでございます。これは一朝一夕にすぐ結論が
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出るということではないわけですけれども、先ず説明をしてご理解を得るというところ

から始めて、対象地を絞り込みたいということで進めております。まあこれにつきまし

ては、町内、適地を見てみますとですね、町長の方から説明にもありましたけれども、

里山のようなところでですね、の対象地というものは飯島の中には非常にもう絞られて

おりまして、ほとんど無いと、いう形になりますと勢い農地の方に的を絞って進めざる

を得ないという状況にありまして、ここら辺のところにつきましても、ひとつ厳しい状

況ではあるということがあると思います。そんな形の中で今そこのところを進めている

ということでありますけれども、これと併せまして、ここのところ一部は並行しておる

わけですけれども、企業の誘致という活動についても少しずつ進めているということで

すけれども、現在の段階ではどういう内容というところまで報告する段階に至っていな

いということでございます。また更に本年度からこの誘致に対する制度というものを整

備をいたしまして、これにつきましての条件整備ということについて既にご報告をして

あるとおりでございます。ただ厳しいのはですね、環境と水という確かにこの二つが売

りですけれども、議員の挙げられましたその前の課題ですね、ここら辺が企業としては

非常に注目をしているという状況でありますので、そこら辺のところをどう理解を得て

いくかというところに、非常に誘致の中のネックがあるなというふうに考えております。

いずれにいたしましても、今言うところをできるだけ早く詰めてですね、自立のまちづ

くりの最重要課題であります企業誘致、このものに対して積極的に進め、結論を見出し

ていきたいというふうに考えて進めておりますのでよろしくお願いいたします。 
 
建設水道課長  汚泥の費用対効果でございますけれども、この減量施設を設置することによりまして、

汚泥が８０％ぐらい減量をされるということでございます。それで一応いろいろのバイ

オとかそういうことがありますので、５割ぐらい経費が削減されるというように云われ

ております。また経費でございますけれども、今のところ人件費と借り入れの償還、こ

のものを除いては今トコトンの使用料で維持管理ができていると、こういうことに試算

ができておりますので、今後それを管理の運営を良くすれば若干のプラスになっていく

というように考えております。 
 
宮下議員    ここに農業委員会長さんもおられますので、農地の保全・確保についてはですね非常

に言いにくいわけでございますけれども、企業誘致という観点からするとですね、私も、

農地が潰されるのかなというふうには思います。今の答弁によりますと、企業が来るっ

ていっても土地がない、これじゃ話にならないわけでございます。われわれは常に誘致

誘致ということしか言っておりませんでしたけれども、この土地の確保をしてもらわん

ことには話が進まないということは事実でございます。この土地確保の目安、できるだ

け早くしてもらって、正常な企業誘致をしてもらいたい。そういうふうに思います。こ

の見通しについてもう一度答弁をお願いします。 
 
町  長    飯島町のこの土地の町の状況から考えまして、勢い今後の、まあ小さい、ごく小さい

企業のことはまた別にいたしますけれども、中堅から少し規模の大きい町の財政につな

がるような企業導入ということになりますと、勢いこの立地条件からいって農地を一つ

のターゲットにしていかなければならないというふうに私も思っております。そこには
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やはり事前にいろいろそういう考え方を示しながら、いくつかの適地・候補地を挙げて、

その所有者・地域・それから農業団体、まあ農業委員会も含めてですね、農振の補填の

問題も当然出てまいりますので、合意形成の上で、あるいはまた排水の問題も出てまい

りますので、基本的には町の一部の農地を、そこに提供していただくような方向の中で、

企業誘致は進めていかざるを得ないんだということは、もう当然に考えておるのでよろ

しくひとつお願いいたします。 
 
宮下議員    質問を終わります。 
 
議  長    ここで休憩をとります。再開時刻を１１時５分といたします。休憩。 
 
          午前１０時４７分 休憩  
          午前１１時 ５分 再開 
 
議  長    休憩を解き会議を再開します。一般質問を続けます。 
         ５番 森岡一雄 議員 
 
５番 
森岡議員    通告に従いまして一般質問を行います。 

９月は議決決算とも言われております。議員にとっては前年度の会計の決算を審査し、

行政効果を評価し、その結果が次年度の予算編成や行政執行に生かされるよう努力する

場であります。そこで今回の一般質問では何点か課題を提起し、検討と対応を求めたい

と思います。 
さて本年は自立し持続発展可能なまちづくりを目指して、当初の最初の予算が立てら

れ、現在６カ月を経過しようとしております。町長は予算編成にあたり、ふるさとづく

り計画に基づく行財政改革の継続を進める予算として総人件費の削減や、行政経費の削

減、事務事業の見直しを挙げています。ふるさとづくり計画では職員については１３５

人の職員を１０年で１００人体制にするとしています。１６年度を起点といたしまして

本年は３年目であり、９人削減されました。そして財政的効果についても表彰されてお

りこれ評価するものであります。 
さてそこでたまたま昨日出されました補正予算の中で、職員の時間外勤務の実態を垣

間見ました。各課において時間外勤務の実態があります。特に総務・民生・農林費の関

係に多く出ておりました。原因は特殊事情もあるようですが、経常的な恒常的な業務量

によるものが多いとのことでもあります。人員削減の影響と受け止めますがいかがでし

ょうか。削減計画では方策として事務事業の削減や臨職・パートへの移行、外部委託を

挙げておりますが、受け皿なしに簡単に事務事業の削減はできません。また事務事業の

削減は行政機能や住民サービスの低下を招くことが懸念されます。削減による業務への

影響、また削減に伴う諸課題をどのように捉えていますかお伺いをいたします。 
次に子育て支援、少子対策についてお聞きをいたします。 
本年３月に策定された中期総合計画の中で、重点戦略として人口増活性化対策を挙げ、

施策の複合実施と出生や転入による人口増を基本方針として、重点施策のひとつに子育
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て支援を位置づけられております。それを受けて本年度の予算では重点施策として子育

て支援事業が盛り込まれました。保育料の軽減、乳幼児医療費の無料化、小学３年終了

までの拡大、放課後児童クラブの運営日数の増加、不妊治療助成事業の上乗せ補助、児

童手当ての制度改正による小学終了まで支給の拡大など盛り込まれ、子育て支援の意欲

が窺われます。また昨年３月には、従来の子ども健やかプラン、すなわち飯島町児童育

成計画を発展させ、飯島町全体で健やかな次代が育つ環境づくりをさらに推進するため、

次代育成支援対策飯島行動計画が策定されました。内容は健やかに子どもを育むことを

基本理念として、子育て世代への支援と子どもの健やかな成長への支援など、親と子両

面にわたっての支援が、数値目標をもって示されております。私は子育て支援や少子高

齢化対策で重要なことは、施策については総合的また複合的にそしてそれを継続性をも

って実施してこそ効果が上がると考えております。本年度は国の制度改革など施策の進

展もあって、子育て支援のメニューも多く、重要施策として挙げられましたが、子育て

支援は来年以降も重要な課題であります。子育て支援のため内容のある立派な行動計画

が策定されましたが、行動計画の実現に向けどのように考えているか、また厳しい財政

運営の中でどのようにして町の独自性を出すことができるかお伺いをいたします。 
       さて次に、環境に優しいまちづくりといたしまして、環境対策についてお聞きをいた

します。 
飯島町の基本構想で、まちづくりの将来像として、「みんなでつくる自然豊かなふれ

あいの町飯島」とあります。これは飯島町が基本構想として目指す姿を端的に表したも

のであります。すなわち、「みんなでつくる」とは協働のまちづくりであり、「ふれあ

いの町」とは交流・コミュニティーまた福祉などが挙げられると思います。「自然豊か

な」とは自然を守る、大切にする、自然と共生するなどと判断をいたします。このたび

の中期総合計画では、自立のまちづくりを目指す故、この標語の「みんなでつくる」と

「ふれあいの町」が強調され、協働のまちづくりと人口増活性化対策が重点戦略とされ

ました。標語の中央にある「自然豊かな」が取り残された感がしないわけでもありませ

んが、いかがでしょうか。 
さてそのようなわけで基本構想の中では、きちんと位置付けられている環境対策であ

ります。このたびの中期計画の中で、環境対策としては新たに生活環境対策が加えられ

ました。生活様式の変化に伴う生活雑排水による水質の悪化や生活型環境問題も大きく

なっており、時宜を得た施策と考えます。 
さて一方では今年の新規事業として、てんぷら廃油を利用した粉石鹸製造機が導入さ

れ、民間団体で活用され始めました。また農業面においては、１，０００ｈａ自然共生

農場づくりを掲げ、農産物の生産と自然環境保全を一体的にとらえ、環境にやさしい農

業として、ボカシを使った自然共生栽培を進めております。さらに環境衛生自治会の活

動や、大きくとらえれば景観形成基本計画や、さわやか環境保全条例など環境に対する

取り組みが行われているところであります。しかしこれらは個々の取り組みであります。

環境対策は点の活動で開けるものではありません。町民全体の課題として運動の展開を

望むところであります。そこで町民全体の課題として取り組めるよう、先ず、役場庁舎

内の連携調整はできないかお尋ねをいたします。 
最後に住民基本台帳カードの利活用についてお伺いをいたします。 

住民基本台帳のネットワーク化については、賛否両論ありました。特に長野県では前知
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事が消極的でありました。住基ネットの目的はＩＴ社会の急速な進展の中で、住民負担

の軽減や住民サービスの向上と、また国や地方の行政改革のために、平成１１年に住民

基本台帳法の改正が行われ、住民票の記載事項として新たに住民コードが加えられ、こ

の住民コードをもとに行政機関に対する本人確認や市町村を超えた住民基本台帳に関す

る事務処理が行われるよう、全国ネットワークを図った経緯があります。また住民基本

台帳ネットワークシステム第 2 次サービスとして、平成１５年８月１５日から希望者に

は町から住民基本台帳カードが交付されるようになりました。そこで発行状況と利用内

容についてお伺いいたします。以上質問をいたします。 
 
町  長    それでは森岡議員から、当面する行財政運営について、特に４点の課題についてご質

問をいただきましたのでお答えをさせていただきたいと思います。 
先ず職員の削減と業務への影響、特に削減に伴うこの課題を、捉え方をどのように考

えておるかということについてでございます。お話にございましたように飯島町ふるさ

とづくり計画において、平成 27 年度を計画目標にして、正規職員を全職種を合わせて１

００人体制をするということで、ふるさとづくり計画がスタートをしておるわけでござ

います。この削減計画は現職員数の約２５％、この職員数を減ずるものでございまして、

減員と補充を抑制した計画的な職員採用を行いながら、削減実施をしてまいる計画でご

ざいます。この計画は、現在の職員構成が極めて年齢構成等、隔たった偏った構成とな

っておりまして、その是正も兼ねて推進をしていくことによって、財政に占めるこの割

合の大きな人件費というものをできるだけ抑えて、持続可能な財政基盤を確立していく

と、そのためにも是非必要というふうに考えておりまして、現在進めておるわけでござ

いまして、この１０年目標よりも少し早く今この方向が進んでおるという状況でござい

ます。 
そこで、ご質問のございました、この削減計画を実施をしていく上で必要なその方策

といたしまして、当然のことでありますけれども、これは職員が常に意識改革を進める

ことに努めながら、一つとしては職員が各自分の持ち場持ち場、仕事のエリアというも

のに限らず、こだわらず、基本的にはそういうことでありますけれども、必要に応じて

そのそれぞれの業務のエリアというものを越えて、協力体制をとって、そして仕事を支

え合いながら、すなわち、ある特定の人は常に残業をこのしわ寄せがいくというような

こと、また一方の特定な人はいつも定時に退庁というようなことでなくてですね、でき

るだけそうしたことが無いように、仕事の支え合いをしながらしていくということも、

ひとつのこれは職員に協力を求めて今進めておるわけでございますし、当然この前提に

は人事管理というものも当然理事者の責任として公正適正にしていかなければならない

というふうにも考えておるわけでございます。またひとつには職員自らがこの仕事に知

恵と創意工夫を凝らして常に効率の良い能率的な仕事を進めていってほしいということ。

また行政全般の事務の見直し等によって事務事業を削減して、ひとつにはまた外部委託

等も重ねて考えていく必要もあるというようなこと。それからお話にもございましたが、

この一般職員の対応の他に、最小限必要な事務事業はやはり臨時職員やパートの職員と

いうものも置いていかないとこれは仕事というものは回ってまいりません。したがって

補正でも一部お願いしたわけでございます。特殊事情もございますし、突発的な事業も

ございます。全体としては人件費を抑制をしながら、そうした補充のことも考えていく
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必要があるということでございますので、ご理解をいただきたいと思っておりますし、

それからそうしたこの事務事業の見直しに含めて、既に実施を始めておりますけれども、

公共施設の管理等につきましては、今度新しい制度であります指定管理者制度への移行、

外部委託というものも当然考えて、事務をスリム化していかないとやはり限られた職員

の中ではこれが回っていかないということでございますので、今後とも更にそうした観

点の中で進めてまいりたいと思います。 
       そして事務の共同処理、これもまあ広域行政、広域連合、伊南行政含めてそうでござ

いますけれども、この広域行政化を進めていくというような、そうしたことが今この職

員を削減をしていく上での課題として考えられておる部分でございます。当然にこれら

を更に進めるためには、住民の皆さん側の立場に立っていただいても、やはり自助、共

助、公助ということを基本にこの協力、住民の皆さんの協力がどうしても不可欠である

というふうに思っておりまして、より強力な協働のまちづくりを進めるためにも是非ご

理解をいただきたいというふうに思っておるところでございます。 
今大変厳しい社会情勢の中で、人口規模が小さい、税収の少ない当町のような規模の

自治体にとって、この地方分権時代に対応した持続可能なこの自立し得る自治体の構築

を図るために、より多くの皆さん方に主体的に自発的にこの行政参加を切にお願いをし

て、一緒になってまちづくりをしていっていただきたいと、これが協働のまちづくりの

基本でございます。是非ひとつご理解ご協力をいただきたいと思っております。 
次に子育て、少子化対策についての関連しての子育て問題ございまして、支援に対す

る基本的な考え方はどうかということでございますが、子育て支援につきましては、今

年度予算でもいろいろと出来うる対応をしておるところでございますけれども、やはり

子供が豊かな心と主体的に生きていくたくましい力を育み、それぞれの夢に向かって自

立できる環境づくりというものも、行政も一緒になって次世代の育成支援対策、この飯

島町の行動計画に基づいて、住民、地域、それから企業、そして行政もサポートして一

緒になって進めていく必要があるということで、現在もこれからも捉えて進めていく必

要があるということが、これは当然な基本的な考え方であるわけでございますけれども、

そこでご質問のございましたこの次世代育成支援対策の飯島町の行動計画の推進でござ

います。具体的にこの計画はこれまで行ってきたさまざまな少子化対策に加えまして、

地域全体で健全な次代が育つ環境作りというものを更に推進するために、昨年の 3 月に

策定をいたしました。現在この計画の実現に向けて、各種の子育て支援のための施策を

積極的に、できる限りの実施をしておるところでございまして、この中で特に子育て、

地域の子育て支援センター、只今建設中の飯島東部保育園に併設をいたしまして、来年

の４月の開所に向けて作業・準備を進めておるわけでございますけれども、できれば、

と申しますか、そのように指示をしてございますけれども、この年度内１０月以降でも

って仮開所という形の中で、試行を含めた形で一部オープンをしていきたいと、そして

試行をしていろんな問題・課題をそこで捉えて正式な４月発足に向けて人員体制等も含

めてですね今準備をしておりますので、ご理解をいただいて、またいろいろとその中で

お感じになった点等も含めてひとつ議論をしてまいりたいと思っております。そしてこ

の行動計画この進捗状況も点検を常にしたり、それから措置に対する一般の保護者はじ

め住民のその他のご意見、これも是非いただいて、円滑な推進への提言をいただいて、

この地域協議会について全体として所掌事務を掌握して検討をして、次世代育成を住民
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それから関係企業、団体と共同して推進するための、いい形、町に合った形での子育て

支援の拠点として、設置に向けて今検討を進めてまいりますので、是非ひとつご理解と

ご協力をいただきたいというふうに思っておるところでございます。 
       また子育て支援に関連して、この厳しい財政難の中で、町独自のカラーは出せるのか

どうかということでございますけれども、大変まあ厳しい状況にはあるわけでございま

すけれども、予算等でもお願いしてまいりましたけれども、町独自の少子化対策といた

しましては、今年度から福祉医療費の支給対象年齢を小学校３年生まで引き上げたとい

うようなこと。それからまた７月からは第２子以降の保育料につきまして、徴収基準の

３分の１を軽減をしてございます。これもまあ予算編成等を含めていち早くその判断を

して対応をした部分ではあるわけでございますけれども、いずれにいたしましても、今

後とも子育て支援につきましては職員の資質の向上に努めながら、関係者との連携を密

にして保育の相談や指導などのきめ細かい部分に対応をしてまいりたいと思います。で

きるだけまた予算・財政とも十分睨み合わせながら、独自のカラーが出せれるような努

力をしていかなければならないということは当然であると思います。そのことが町の人

口増そして活力のある地域づくりに必ずや、つながっていくというふうに確信をいたし

ておるところでございます。 
それから次のご質問の環境の優しい町づくりということに関連して、この連携の中で

環境問題の連携の中で総合的な機関を持つことを検討したらどうかと、できないかとい

うご質問でございました。 
お話にございましたように、「みんなでつくる自然豊かなふれあいの町飯島町」これ

が町の将来像でございまして、中期総合計画の策定の柱になっておるわけでございます。

特にまあ自然環境の保全につきましては、町の自然環境保全条例に基づく環境基本計画

というものがございます。それに沿ってそれぞれ分野ごとに取り組んでおるところでご

ざいまして、ご質問のこのそうした施策を横の連携において総合的な機関を持って進め

られないかということでございますが、施策の推進及び取り組みを実施してその成果を

得るためには、やはりこれはお話のように連携は非常に重要であるというふうに考えて

おりますし、現在も進めております。ただそれぞれのご承知のように、各課が担当して

おりますいろんなこの政策ごとに必ず環境問題というものが発生をしてまいります。ま

たどうしてもその対応しなければならない個々の問題が環境問題がついて回ってくるわ

けでございまして、そのことを一つに束ねてというようなことも考えられないこともな

いわけでございますけれども、やはりその基となります本体のその基本部分の政策が

個々の別々な問題である、その中から環境問題として出てくる部分が多いというような

こともございますので、現在の私としての考え方は、この各課を越えた連携体制の中で

やっていくことが適しているんではないかというふうに思っておりまして、ご質問のよ

うなこのご提案のような総合的な機関をもってこれを対応していくようなことにつきま

しては、更に今後の検討課題とさせていただきたいというふうに現在のところでは考え

ておる次第でございます。いずれにいたしましても、今後とも地域の自然環境を守って、

次の世代に引き継いでいくことのためにも、これまでの行ってきた以上に一層のそれぞ

れの関係各課で連携を体制をとりながら、その案件に対しても対応していく必要がある

ということは言うまでもない訳でございます。 
最後のご質問でございます、住民カード基本台帳の利活用の問題でございます。その
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発行状況、利活用の状況でございますが、細部はまた課長の方から説明を申し上げます

けれども、飯島町の基本台帳カードの発行につきましては平成１５年度から始まってお

ります。現在３年目に入りました。お話ございましたように、若干当初の目標のような

数字に推移しておらないのが実情でございまして、現在までの発行枚数は８８８枚でご

ざいます。人口に対する普及率は８．７％というような数字でございまして、それから

また一方でこの利用・活用をしておることに関しましては、発行カード枚数に対して３．

５％という非常にまあ予想を下回ることで推移しておりまして、一層のこのせっかくの

こうした施策をもって進めておる内容でございますので、今後の利活用というものを是

非期待をしながら、こちらもその推進を図っていかなきゃならんということでございま

すので、窓口、広報等との ピーアールはもちろんでございますけれども、ひとつには自

動交付機というような設置も、重要な考え方としてはあるわけでありますけれども、や

はりこれは費用対効果の問題もあるわけでございまして、今後実態を見ながらの慎重な

検討課題ということにしてまいりたいというふうに思っております。細部につきまして

は課長の方からお答えをさせていただきたいと思います。以上第１回目のお答えとさせ

ていただきます。 
 
住民福祉課長  それでは住民基本台帳カードの利活用、また発行状況等につきまして細部の説明をさ

せていただきます。当町の発行状況でございますけれども、１５年度が３０枚、１６年

度が３４８枚、１７年度３９５枚、１８年度は７月末で１１５枚ということで、全体で

は８８８枚の発行となっております。人口に対する普及率でございますけれども、これ

は上伊那の平均の７．１ありますけれども、これを上回る８．７％ということになって

おります。また利活用についてでありますけれども、当町の使用人員は３０人というよ

うなことでありまして、発行カードに対しましては３．５％という状況でございます。

また利用件数でございますけれども、１３１ 件ということになっておりまして、１人当

たり０．１５回という非常に低い数字となっております。帳票別でございますけれども、

印鑑証明が５８件、住民票が４７件、戸籍の証明６件、各種税証明が２０件とこういう

状況になっておりますのでお願いをしたいと思います。以上です。 
 
森岡議員    それでは再質問をさせていただきたいと思います。 

まず最初に、職員の削減それから事務事業の問題でありますけれども、自立を進めて

いく中で行政改革のこの推進は避けて通れないものであります。しかし人員の削減や人

件費のことは特に大きな課題でございます。しかしながら職員の削減、事務事業や住民

サービス、要するに職員の削減は事務事業や住民サービスひいては行政機能にまで影響

するとこのように私は考えます。町長はそれに対してこのような人事管理あるいは意識

改革によって、とうとうと進めていくというようなお答えでございましたけど、私はこ

れ、取越苦労か知りませんが、非常にこのことは大変だなと、口で言うよりは実際のこ

とは大変だなとこのように思っております。人員を削減するのか人件費を削減するのか

ということだと、人がどんどん減っていくということは、急速に減っていくということ

は、非常にそこに事業に支障をきたすということはもう明らかであります。その辺をど

うフォローするかということが一番心配してお聞きをしたわけでございます。 
言葉をかえて、こういう格言というか、ちょっと思うんですけれども、「角を矯めて
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牛を殺す」という格言があるわけです。少しばかり曲がっている牛の角をまっすぐにし

ようと一生懸命になっているうちに肝心な牛を殺してしまったと。部分間あるいはそれ

にしておるうちに大事な行政機能を失ってしまったということがあってはならないなと。

人員削減、経費削減は当然のことですが、それは結構ですけれど、それを推し進めるあ

まりに行政機能を失っていっては大変だということを心配するわけであります。その中

でこの２つの問題を、行政改革とそれから職場の機能を保っていくということは、２つ

のことを進めていくということは非常に至難な業であるわけですけれども、それをこれ

からはやっていかなければならないということで、先程町長もお話がありましたが、そ

の中ではどうしても人員削減に伴って並行して進めていく、なければならない仕事・作

業、それは先程町長も言っておりましたけれども、先ず人事管理ではないか、まちづく

り委員会のふるさとづくり計画の中にもそのことは挙げられておりますが、人事革命、

言ってみれば今が大事であると。人事に関する課題というものは当然あり、また外部か

らの不信あるいは内部の不満というものも当然あるわけで、それらのものを解決してい

く中にまた機能が達成されていくと。人事改革、言ってみればその中では人事評価制度

あるいは人事管理の基準の策定、給与の改革、意識改革等含まれてくるわけですが、そ

れらのことにつきまして、人事改革についての町長の意識っていいますか決意をお聞き

いたしたいと思います。 
       次に子育て支援でございます。行動計画の中では庁舎内において保健福祉課を中心に

継続的な取り組み、また外部にあっては住民や関係団体との共同の態勢で推進するとあ

りました。その中で、住民と関係団体で構成する地域協議会を組織し推進するとありま

すが、地域協議会とはどういうものでしょうか。先程は設置に向けて検討しているとい

う答弁でございました。もう少し詳しくお聞かせください。 
さて、子育て支援をするお母さん方から、またアンケートによる子育て支援の要望が

私のところへも出された経緯があります。保育料・医療費・児童手当て・教育費・虐待

問題・子育てしながら働ける環境づくり・児童相談など多種多様にわたった悩みや要望

が出されております。対応についても国でなければできないこと、町でもできることそ

れぞれありました。そこでひとつお聞きしたいのですが、先般、公明党の推進で、出産

育児一時金の支給額が今年１０月から 350,000 円に引き上げられることになりました。こ

の一時金の支払い方法についてですが、保険者つまり国保であれば国から直接医療機関

に分娩費を支給する改善を厚生労働省はまとめたわけであります。この改善策は１０月

以降に厚生労働省からの通知を受け、保険者と医療機関が同意したところから実施する

ことになっております。これは自治体が直接病院等へ出産一時金を支払う、受領委任支

払い方式でありますが、自治体が動かなければこれはできません。そこで当町では、こ

のことについてどのように対応されるかお伺いをいたします。 
さて第３点の環境問題であります。このことについて少し立ち入った部分についてお

聞きをいたします。総合計画書の中に新たに生活環境対策、そうした項目が加えられま

した。その文面、政策の内容を見ますと、ＩＳＯを取得した場合と同等の成果が上がる

よう、独自の方法で環境負荷の低減に自主的に取り組みますと、まあこのように一行書

いてありますが、独自の方法とは何か。主体的に取り組む、だれが取り組むのか非常に

分かりにくい表現で理解し難いところであります。家庭生活環境対策という部門であり

ますので、一般家庭を含めた具体的な施策を求めたいと思いますがいかがでしょうか。
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以上について再質問をいたします。 
 
町  長    先ず最初の人員削減、人件費削減というふうにもいえるわけでございますけれども、

これに対しての人事管理等の基本的な考え方をどう思っているかということであります。

今お話ございましたように、この厳しい行財政運営の中で、いろんな面を見直して、行

財政改革を進めていかなければならないわけでありますけれども、決して行政というも

のの果たす役割、行政目的というものが間違ってはならないというふうに、それはもう

一番の基本でございます。それが即、住民サービスであり、住民の皆さん方の幸せな地

域生活をやっていただくのが、ひとつの源になるわけでありますから、そこのところは

理事者としては間違ってはいけないし、職員もそうした目で日々仕事をしていかなきゃ

ならんということは当然でございます。人件費の削減、職員の計画的な削減これは一つ

のそれに向かっていく手法というふうに捉えておるわけでありまして、決して人件費削

減・職員削減が目的ではないというふうにご理解をいただきたいと思います。いろんな

手法の中の一つであるというふうに、厳しくともそういうふうに考えていかざるを得な

いということでございまして、そこで人事管理、適正な人事管理というものが限られた

職員の維持の中で大変まあ重要になっているということは、私ども肝に銘じてやってお

りますけれども、一つには前々からお話を申し上げてきておりますこの人事評価制度、

平成１８年度中には試行として立ち上げたいというようなことで今進めておりまして、

年度内、今それに向けて準備を進めておるところでございます。これも一つの適正な人

事評価制度に基づいた人事管理の大きな一環であるというふうに思っております。その

他当然のことながら適正な人事配置、適材適所等も含めて、それから各課の仕事の量に

合ったこの配置バランスというものも含めて、人事管理というものを精一杯やっていか

なきゃならんということで考えておるところでございます。 
それから次の子育て支援の地域の協議会のあり方、これも今いろいろと準備をしてお

りますけれども、この問題。それから出産育児金の支払い方法、町の対応の問題。それ

からＩＳＯに匹敵する環境問題にかかるひとつの生活環境の問題つきましては、所管の

課長の方から具体的にお答えをさせていただきたいと思います。 
 
住民福祉課長  それでは３点になりますけれどもお答えをさせていただきます。 

まず初めに、地域協議会のまあどういうものかと、どうするかっていうお話でござい

ますけれども、この地域協議会は、簡単に言えば、住民とかまた各関係の団体、こうい

ったものが共同の態勢で子育てを進めていくとこういうものでございます。この中で特

に住民とか関係団体の参画は当然そういうことでありますので必須でございます。そう

いった中でこの協議会を組織を現在考えておるわけでございますけれども、具体的には

計画の推進の状況とか、またその状況の情報こういったものを共有化していくとこれが

第一でございます。また施策とか事業の評価、円滑な事業実施とこういったものを提言

をいただくと、いったことでこの提言について尊重しながら住民・関係団体が共同して

子育てを進めていくとこういうものでございます。この団体につきまして現在研究中と

いう段階でございますので、もう少し時間をいただきたいと思っておりますのでお願い

をしたいと思います。 
２点目の関係でございまして、出産一時金の関係でございまして、300,000 円から
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350,000 円に１０月１日から改正とこういうことございます。これと併せまして先程議員

がおっしゃいましたように、医療機関へこの 350,000 円を直接お支払い、保険者が支払う

と、こういう制度が制度化というかこういうことが可能になったわけでございます。し

たがってこれはまあ受領委任の方式といますけれども、この方式につきましては、上伊

那郡内の市町村で統一をして実施をしていくと、そうしないと個々の町村がそれぞれの

医療機関へ交渉していくっていうことは非常に手続き上難しい面がございますもんです

から、上伊那の郡内が関係する医療機関と協調して、協調っていうか調整をして１０月

１日から実施できるような方法で現在作業を進めておりますので、ご承知おきをいただ

きたいと思っております。 
       次に環境の問題でございまして、ＩＳＯの関係でございますけど、このこれと取得し

た場合と同等の効果が上がるような独自の方法を考えていくと、実施していくと、こう

いう内容はどうかっていう話でありますけれども、特にこのＩＳＯの１４００１とかま

たエコアクションという制度ができまして、これは環境省のエコアクション２１という

ものでございますけれども、それぞれ非常にまあＩＳＯもエコアクションも登録とかの

費用、こういったものが非常にかかるわけでございまして、以降もその継承をしていく

ために、まあ維持のための費用が非常に多額の費用がかかっていくと、こういうわけで

ございまして、なかなか自治体としてもこれを続けていくっていうのは難しい状況にな

っておるというようなことを聞いております。そういった中でこの内容等を精査いたし

まして、これに、こういったものに準じたような形で、いわゆる町独自の基準・方策こ

ういったものを策定いたしまして、これに沿った形で環境行政を進めていくと、こうい

う考え方でありますので、よろしくお願いをしたいと思います。以上でございます。 
 
森岡議員    お答えをいただきましたが、なかなかちょっと難しい、理解のし難い答弁でもありま

したが、おおよそは理解をいたしました。 
出産一時金の件についてはそうしたことでいい制度ができましたので、郡内統一でも

確実に進めていっていただきたいなと希望するところであります。 
それからその環境問題の「自然にやさしいまちづくり」というような表題でしたわけ

ですけれども、町民全体がそういうことに意識を啓発していくというところが大事じゃ

ないかなと思うわけです。まあ他のことで言えば要するに健康づくり大会とかなんとか

いうこう、みんなで盛り上がるっていうような、そういう雰囲気っていうものも作って

いかなければ、どこの課へ何か作ってそこが専門的にやるっていう意味じゃないんです

けれども、町全体がそういう町民全体がそういう機運に盛り上がるようなことも考えて

いかなきゃ、個々にはそれは個々の課で進めていきますけど、全体を盛り上げてくよう

な雰囲気づくりいっていうか、そういうことは必要じゃないかな、まあそんなところで

提案したわけでございます。 
それからもうひとつ子育て支援は先程から申し上げておりますように、継続が大事だ

ということであります。それでまあ町民にもそのことを知ってもらい、特に言われるの

がお母さん方、子育てのお母さん方が働けるような場も欲しいというようなことがあり

ます。そうすると企業の協力というものも非常に必要になってくるわけです。ただ今地

域協議会についての説明もありましたが、私はこの地域協議会を生かすことによって、

活用することによって更に地域への子育て支援のこの行動計画を推進していく、その母
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体に使っていくと、活用していくというような積極的な考え方で、ご意見をいただく程

度の協議会じゃなくて、これを活用してこの行動計画を推進していくような場にもって

いっていただきたい。これから作るということであれば、そうしたことも加味していく

べきではないか、いってほしい、そんなようなことも思うわけであります。 
       それからひとつこれは、もう一度戻りますが、よその市町村を引き合いに出してもど

うかと思いますけれども、先ほど課長答弁の中で、ＩＳＯの取得、エコアクションの取

得は非常に難しいというような話で、飯島は飯島独自のことを考えたいというようなお

答えもありましたけれども、近いところではこの度まあ箕輪町で、これは県下でも初め

て、全国でも町としては一・二の例ですが、エコアクション２１を認証取得したわけで

あります。その内容若干聞いてみますと、簡便型であり国際規格でいうＩＳＯと同等の

環境マネジメントシステムであるということで、人と自然の共生をめざして、環境活動

としてエコアクション２１取得のキックオフ大会を１７年の１月に実施して進めてきた

と。まあ中いろいろと苦労したわけですけれども、１８年の３月、今年３月認証取得を

したというような経緯があります。取り組みの理由としてはＩＳＯより費用が安かった

と、取り組みやすいと、また環境負荷削減でコスト削減にもつながり、外部からの信頼

も高まっていると、安心安全のまちづくりに寄与し、住みよい町づくりへと進んでいる

と、こんなような内容であります。またその取り扱った種目ですが、これは必須になっ

ております、ＩＳＯと必須になっておりますけれど、二酸化炭素の削減、廃棄物の削減、

排水量の削減、印刷用紙の削減とこういうことが基本になって進めたそうですが、その

成果として電気料の１０％削減、水道使用料の５％削減、これだけではなくここから波

及する工事、請負工事とかあるいは農業面そうした面にも非常にこの意識が広まってい

っておると、高まっていっておるというようなこともお聞きいたしております。難しい

でダメよとか、自分なりは自分だけでやるんだと、まあ決意と同じで、人に公表しなし

自分だけでやると何時か崩れていってしまいますし、そのへんが非常に大事なことでは

ないかとこんなふうに思います。簡単にあきらめないように、ひとつ検討等していただ

きたいと思いますが、そうしたことへの３点について、お答えいただければお聞きした

いと思います。 
 
町  長    それぞれのいただきました内容につきましては、ひとつの提言として受け止めさせて

いただきたいと思いますけれども、まずこの環境問題、非常にまあこれは現在も各環境

衛生自治会長さん等通じて啓発なり、また、それぞれ毎年交代していただくというよう

な立場から現状視察等もいろんな施設も含めてやっていただいておりまして、精一杯普

及、思想の普及に努めておるところでございますけれども、確かにまあ町全体の盛り上

がりというか、その共有のひとつの意思というものを持っていかなければ環境問題は進

んでまいりませんので、今ひとつにはお話にございましたような健康づくり大会という

のを近くやりますけれども、これは健康づくりはまさに環境の問題から連携しておりま

す。 
例えば環境と健康づくりというものを一つにしたような町民大会も考えられないこと

もないだろうというふうにも思いますので、検討課題とさせていただきたいと思ってお

りますし、それから子育て支援の地域審議会の位置づけ、これも大変まあ地域の皆さん

方の声を反映していくという、地域で子供を育てていくという一つの大きなテーマがご
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ざいますので、今後検討を進めていく中で、そのことも含めて検討をさせていただきた

いように思いますので。それからエコアクションの問題につきましてもご提言をいただ

きました。十分また内部で検討さしていただきたいと思っております。 
 
森岡議員    以上で質問を終わります。 
 
議  長    ここで昼食のため休憩をとります。再開時刻を午後１時３０分といたします。休憩。 
 
         午前１１時５７分 休憩 
         午後 １時３０分 再開 
 
議  長    会議を再開します。休憩前に引き続き一般質問を行います。 
         ７番 竹沢秀幸 議員 
 
７番 
竹沢議員    去る６月の定例議会の時に私一般質問をいたしましたところ、交通安全施設につきま

して早期に実行していただきました。町民の皆さんと共に感謝申し上げるところであり

ます。 
本日この傍聴の方もいらっしゃいますので、明快な答弁いただければ幸いかなという

ふうに思います。通告に基づきまして、一般質問を始めたいと思います。 
第１に、まちづくり交付金と都市再生整備計画策定についてであります。飯島町は都

市再生整備計画を策定し、大目標として、誰もが安心して住むことができるまちづくり

の推進を掲げ、国土交通省のまちづくり交付金という財政支援を受け、平成１９年度か

ら９億３，４００万の事業費で行う、まちづくり交付金事業について、その事業内容及

び関連の事業の概要について改めてお尋ねをいたします。 
加えて先に３回にわたりまして行われました、都市再生整備計画策定のためのワーク

ショップでございますけれども、これにつきましては区会の皆さん、耕地総代会、商工

会、小中ＰＴＡの皆さん、高齢者代表、社協、各種団体の皆さん、公募委員、役場職員

及びコンサルタントの業者、総勢４２名のメンバーで開催されたわけでありまして、安

心安全のまちづくり、それから町内循環バス、町道堂前線整備などにつきまして、いろ

いろ意見が出されたわけでありますが、主な意見についてどのような意見が出たかを改

めてお伺いをいたします。 
２つ目の質問ですけれども、人口増、耕地加入、子育て支援などの活性化対策につい

てであります。 
人口増のために、例えば七久保の、最近、柏木ですとか荒田耕地などの地籍に民間企

業が宅地造成ですとかあるいはアパート建設などを行っておるわけですけれども、町と

しての今後の若者定住の住宅政策の計画について、賃貸住宅等の計画もあると思います

が、改めてお尋ねをいたします。 
加えて土地開発公社も赤坂分譲住宅地など未販売の分譲宅地があることは承知をして

おりますけれども、新たな宅地開発計画があるのかどうか。仮にあるとすればその場所

はどこを想定しておるのかお尋ねをいたします。 
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       次に、住居を構える転入者で耕地未加入者がいるわけですけれども、町としての耕地

加入促進対策は具体的にあるのかどうかについてお尋ねをいたします。現実は各耕地の

総代を中心にいたしまして加入促進をしているのが実態でありますけれども、町として

の対策があるのかどうかお尋ねをいたします。 
最後に子育て支援政策についてであります。飯島町は平成１８年度予算にあたりまし

て、乳幼児医療の支給対象年齢の引き上げ、あるいは保育料の第２子以降の軽減措置や

学童クラブの充実など、他の市町村に劣らぬ子育て支援策を行っていることは、先ず評

価を申し上げるところでありますけれども、更にこの飯島町へ若い夫婦に住んでいただ

くため、また安心して幾人ものお子さんを出産、子育てができる環境づくりというもの

が必要であるというふうに思うわけでありますけれども、飯島町として他の市町村に秀

でるような子育て支援策というようなものを、行おうとする考えはあるのかどうかにつ

いて、お尋ねをいたします。とりあえず１回目の質問は以上でございます。 
 
町  長    それでは竹沢議員からいただきました二つの質問であります。一つはまちづくり交付

金と都市再生整備計画の策定の問題。二つには人口増、耕地加入あるいは子育て支援な

どの町の活性化対策についてのご質問、それぞれお答えをしてまいりたいと思います。 
先ず、このまちづくり交付金関連の整備計画でございますが、お話にございましたよ

うに、国土交通省の財政支援を受けるという施策の中で、飯島町が１９年度から向こう

５カ年間で計画をしております、総額で約９億３，０００万、この事業で行う、まちづ

くり交付金事業との関連のご質問でございます。 
国の国土交通省からの交付金制度を活用いたしまして、中期総合計画に基づきます地

域の居住環境の向上と人口増活性化対策を図るために、国の都市再生基本方針に基づき

まして平成１９年度から平成２３年度までの５カ年間の事業として、現在、飯島町都市

再生整備計画を策定中でございます。この都市再生整備計画による、まちづくり交付金

は、４割の交付率ということになってございまして、従来までには補助対象でなかった

事業についても交付をされる道が開けておるわけでございます。 
具体的な事業の内容といたしましては、高齢者などの交通弱者、この交通手段の確保

という観点から循環バスの社会実験、またこの循環バスの購入と停留所の整備、そして

防災のまちづくりとして防災無線の移動系のデジタル化の問題、それから田切・本郷の

公民館の耐震化の問題、それから老朽化した町営住宅の解体・整地・駐車場整備等の問

題、更には国道１５３号伊南バイパスへの流入交通処置としてアクセス道路予定の堂前

線このＪＲの東側の改良、更には地域コミュニティーの活性化の目的として地域交流セ

ンター、いわゆる耕地の集会施設等の整備、ここらの事業を平成１９年度から順次事業

化していくように計画を進めておるところございます。非常にまあ大きなプロジェクト

になるわけでございますけれども、このことの実現が中期総合整備計画、総合計画の実

現の前提となるという形でなっておりますので、何としても鋭意進めてまいりたいとい

うふうに考えております。 
また、この整備計画の関連事業といたしまして、町道の計画しております堂前線のＪ

Ｒの今度は西側の改良、更には防災無線の固定系のデジタル化の問題、それから２カ所

現在構想を描いております若者の定住促進住宅の整備、更には既存の町営住宅の修繕等、

国県の有利な事業を考慮しながら、連携して計画的に進めていくように現在検討中でご
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ざいます。いずれにいたしましても、このまちづくり交付金事業それから関連事業、い

ずれも地域総合計画の人口増活性化対策に基づく根幹的な事業として実施をしてまいる

予定でございます。 
       それから次のご質問でございます、この再生整備計画策定のワークショップ、この中

で出された意見とはどういうようなものがあったのかということでございます。この都

市再生整備計画を策定をして、まちづくり交付金を活用しての、より効果のある計画を

するために、住民の皆さんの意見やアイデアをいただく目的でもって、自治組織や各種

団体の代表の方に、あるいはまた一般公募による方にも応募いただいて、それぞれ編成

をいただきまして、ワークショップというものを３回にわたり開催をしてまいりました。

竹沢議員にも全体の耕地総代会長という立場、それから各地区の耕地総代の皆さんにも

加わって、メンバーに加わっていただいて、ワークショップを都合３回にわたって開催

をしていただきました。   
１回目におきましては、誰もが安心して住むことができる町、というものがどのよう

な町なのかというようなこと、そしてその目的をもって意見の概要といたしまして、地

震などの災害に対しての備え、災害に強いまちづくり、それから施設の充実、子供が安

心して通学などができる町、更には防災無線の利用方法、高齢者や子供が安心できる地

域づくり、更には犯罪に対する町ぐるみの取り組み、というように、防災と防犯に対す

る身近なところからの日ごろの実感として、感じておられる、捉えておられる意見が多

く出されたというふうに報告を受けております。また一方で、道路施設の整備やカーブ

ミラー・ガードレールなどの交通安全施設の整備の問題、更には公園・住宅整備、子育

て支援がある町、それから家族のコミュニケーションや隣近所の付き合いが大切である

というような、一つのご意見もあったというふうになっております。 
続いて２回目では、現在町が計画をしております町内の循環バスの利用の仕方、より

有効にこの循環バスを運行させるためのいろんなご意見というようなテーマでもって、

出していただきました。高齢者、子供、障害のある人など、自分の運転が困難な方の利

用としての交通弱者の足の確保、この対策としての意見が多く出されました。更には一

般の方、学生等の通勤通学に利用したいというようなこと、それから町内外含めて大き

な病院等に行くときに利用したいという希望、それから買い物に利用したいというよう

な日常の生活上のいろんな観点の中から、広く意見を出していただいたというふうに報

告を受けております。またイベント時の客の送迎や、夜間も運行していってほしいとい

うようなご意見、それから防犯パトロールを兼ねた運行との意見もありまして、広くま

あ利用の方法というご提案もございました。 
続いて第３回目でございますけれども、ここでは伊南バイパスのアクセス道路として

の整備計画を中心に、やっていただいたわけでありますが、特にこの堂前線、新しく整

備いたしますこの堂前線の周辺の景観について、あるいはまた土地利用について、これ

をテーマといたしました。伊南バイパスの周辺を含めて大半の意見は、今の景観を保全

をしつつ、この公園的な整備、それから伊南バイパス交差点付近に道の駅としての整備

をしていくというような提案、それから近くの果樹園地帯がございますので果樹園を活

用しての観光利用、コスモスまつりの実施、企業導入、住宅地と商業集積地を一体的に

捉えた面的な整備、それから人口増や活性化につなげていったらどうかということの意

見や提案が多く出されたようになっております。今後のワークショップでございますの

 - 34 - 

で、いろんな意見が出されたわけでございますけれども、こうして出されたご意見につ

きましては、現在最終の取りまとめをしておるところでございますけれども、内容的に

は広報いいじま等あるいはテレビ等も通じて住民の皆さんに報告をするとともに、今後

具体的に年次別・目的別の事業計画を編成をしてまいります。そこでもって地域総合計

画、活力のある町につながるような施策の位置づけとして、具体的に取り組んで計画を

策定して、できるだけこのご意見も反映した上でひとつやってまいりたいということで

計画をしておりますので、是非またご理解ご協力をいただきたいと思っております。 
       次のご質問でございます、人口増、耕地加入、子育て支援等の活性化対策でございま

して、特にまあ民間企業が宅地造成・アパートの建設と並行して、町としての今後の若

者定住対策・宅地開発計画をどのように考え、また具体的な場所があるのかないのかと

いうようなご質問でございます。 
若者定住に向けての住宅対策といたしましては、この町の恵まれた豊かな自然環境の

下で、若者のライフスタイルを基調にしながら、飯島町に合った快適な居住環境という

ものを整備して、提供をしてまいりたいというふうに思っております。そのことが若者

の定住する活力あるまちづくりに必ずつながるという考え方でございますので、またこ

の事業の推進にあたりましては、民間事業者のご理解をいただきながら連携をやはり密

にしていく必要もある。これからの社会経済の状況の中から、民活の活用というものも

並行してどうしても重要に考えていく必要があるということで、いろいろ考えておるわ

けでございます。 
そこでまあ当面の第 1 期事業といたしまして、平成１９年度から若者定住の促進住宅、

これを現在の東部保育園の位置に建設をしてまいるというふうに、今、具体的に計画に

着手をしておるところでございます。この住宅は、中堅所得者の若者等に居住環境が良

好な賃貸住宅というものを、比較的安い家賃で提供できるように、特定公共賃貸住宅と

いう国の補助制度に乗っかって整備するものでございますけれども、このまあ入居対象

者の条件がありますけれども、近い将来において町内に持ち家を建設することを前提と

する、こうした定住の関係。あるいはまたＵターンやＩターン者を優先するというよう

な、そしてそのことが人口増につながるという設定条件があるわけでございますけれど

も、是非そうしたことに目を向けて、精力的にひとつ積極的に進めていきたいというふ

うに現在計画しております。それからご質問にもございましたがこの宅地開発、いわゆ

る分譲宅地の問題でございますけれども、昭和５０年頃から、町の土地開発公社で計画

的に分譲宅地の造成販売を行って、ひとつの時代の定住促進・人口増対策を推進してま

いりました。かなり大きな成果を上げてきたというふうに思っております。竹沢議員も、

かつて、そのことに大変まあ心血を注いでいただいた経過もあるわけでありますけれど

も、そうした姿であるわけです。でまあ今後はですね、先程も申し上げましたように、

民間事業者との連携を図りながら、土地開発公社としては、この部分の事業としては、

ごく限定的な対応に限って手掛けていくというようなことの中で、どうしてもこの辺に

ついては民間の持っておるノウハウというものを最大限にお願いして、民活を中心にし

た宅地開発を進めていくことがいいのではないかというふうに、過去のいろんな反省を

含めて、そういうふうに考えておりますので、是非そのような考え方で進んでまいりた

いというふうに思っております。 
それから次に、耕地の未加入の対応の問題でございます。町には現在自治組織の未加
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入世帯というものが３００世帯近くあるわけでありまして、これに短期の滞在の外国人

の世帯も含めると７００世帯を超えるという、ひとつの数字を把握しておるわけでござ

います。この問題、町といたしましても大変古くて新しい問題であるわけでございまし

て、各市町村ともこの問題で同じ悩みを抱えておるわけでございますし、また竹沢議員

自身も、地元の一耕地総代さんとして、大変まあご苦労をいただいておるというふうに

も伺っておるわけでございますけれども、町も今までにも窓口での自治組織加入という

ものを推奨して、そのことを啓蒙をして、毎月総代さんを通じたり、承諾をいただいた

転入世帯へのお知らせをしながら、いろいろとでき得る精一杯の努力をしてきたところ

でございますけれども、なかなかこの本人の意向等さまざまな理由から、自治組織に加

入をしていただけない世帯が増加傾向にあるということでございまして、本当にまあ対

策に苦慮をしておるというのが現状でございます。この問題につきましては、単に行政

だけで加入促進が図られるというわけにもまいりませんし、地域にとっても難しい問題

であると思われますので、今後、更に耕地あるいは区との横の連携を図る中で、耕地の

例えば所有財産の問題やら、加入金の問題、それから耕地単位で行っておる道水路の改

修や防犯灯の設置の問題、除雪等の耕地の作業の問題、それからごみ収集等の問題の実

態というものをできるだけ把握をして、どういう対策をもって講じるのが得策なのか有

効なのかということも含めて、耕地の加入というものを一層促進をして、取り組んでい

かなきゃならないというふうに思っておるわけでございますけれども、なかなか住んで

いいただく方との考え方の違いもございまして、苦慮しておるところでございます。今

後におきましても、区長さんや耕地総代さんをはじめ、関係者と相談をしながら、未加

入者の皆さんが少しでも加入していただくように連携を密にして、少しでもその効果を

上げていくように、精一杯努力をしていかなきゃならないというふうに思っておるとこ

ろでございます。 
       最後になりますけれども、この子育て支援の中で、近隣の他の町村より秀でた施策を

行う考えはあるのかということでございますけれども、まあ私自身も是非そうした姿勢

と考え方は山々でありますけれども、なかなかそうもいかない面もございます。例えば

現在町の行っております第２子以降の保育料の軽減措置のように、これはまあ他の市町

村にない町の独自の取り組みということで立ち上げました。こうしたことも支援策とし

て行っておるわけでございますけれども、更にこうした内容のものを、嵩上げをしてい

くというには、やはり更なる財源の確保が必要であるということは当然でございまして、

今後もそうした独自事業を行うにあたりまして、町の行財政全体の面から総合的に判断

をして、できるだけの努力をしてまいりたいというふうに思っておりますけれども、い

ずれ新年度予算編成と相まって、知恵を出していかなければならないというふうに、今

現在のところでは考えておるところでございます。以上第１回の質問に対するお答えと

させていただきます。 
 
竹沢議員    それぞれご答弁をいただいたところでありますが、答弁などを踏まえまして、いくつ

かの課題についてご提案申し上げ、見解をまた求めたいというふうに思っております。 
最初に、町道堂前線の整備についてでありますけれども、これにかかわりまして踏み

切りの拡幅ということが必要になりまして、既存の利用者の少ない踏み切りの廃止につ

きまして、赤坂の耕地総代さんはじめ関係地権者のご理解とご協力をいただきまして、
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このことができたわけでありまして、この場をお借りして関係者にも御礼を申し上げた

いというふうに思うわけであります。さてそこで国道１５３バイパスの郷沢川まで開通

が、平成２３年だとしますと、それまでにアクセス道路を、町道堂前線を整備しなけれ

ばいけないと、こういうタイムスケジュールになるわけでありまして、この堂前線が開

通いたしますと交通量の予測では 1日７，０００台くらいの交通量が、堂前線、想定さ

れるということになっておるようでございます。しかしこれがまたもうちょっと先の平

成２３年以降にですね、田切地区の高架橋を含みますところの国道バイパスが全線開通

いたしますと、その時点では堂前線の利用が減ってしまうということになるわけです。

そこで先日のワークショップでも意見がありましたけれども、せっかくの多額の費用を

投じて作りますこの堂前線の整備につきまして、将来にわたってですね、この道路を整

備したことによって、地域の皆さんがよかったなと、いうふうになるような道路にしな

ければいけないっていうことが、一番の目標じゃないかなというふうに思うわけであり

ます。 
       そこでいくつかの提案をいたしたいと思います。 

堂前線の道路設計につきましては、車道幅７．５ｍ、歩道２．５ｍで歩道は北側に付

く予定でありまして、道路延長は１，５４５ｍというふうに伺っております。でこの堂

前線ですけれども地形上から見ますと西の方から東へ傾斜した全体的には道路というふ

うになると思うわけであります。そうしますと国道バイパスから西側へ向かって自動車

を運転してまいりますと、中央アルプスが正面に見えてですね、素晴らしい景観の道路

になるということがイメージできるわけであります。そこでですね先般の中の意見が出

ましたが、ひとつこの道路の名称を公募したらどうかというご意見がありまして、例え

ば、あそこにコスモがありますので、２１か、コスモ街道にするとか、あるいはコスモ

スを植えてコスモス街道にするとか、後ほど申し上げるようなシャクナゲ街道にすると

か、まあいろいろ名前があると思います。そういうことを公募してね、愛称としてまた

そこの環境整備もして、ふさわしい道路にするということが必要じゃないかということ

がまず思います。 
２つ目、そういうことからいいまして、法面をですね利用して、例えば町の町歌であ

りますシャクナゲにちなんで、西洋シャクナゲを植えるとかですね、それからいくつか

堂前線と交差する交差点ができるわけですけれども、そこへイチイを植えてですね、前

回一般質問の時に見通しのいい交差点で事故が起きるっちゅうことを申し上げましたが、

よくよく考えてみますとですね、見通しの悪い方が気をつけて行きますので事故は起き

ないとこういうことになりますので、そういう意味で交差点のとこへイチイを植えたり

するのもどうかなということをちょっと申し上げたわけであります。であの、まだ地元

の石曽根とか赤坂とかそういうとこの皆さんに何も私はお話してあるわけではありませ

んが、堂前線のですね法面に例えば沿線の石曽根耕地さん赤坂、それから上の方の岩間

も協力いただいて、例えばそのコスモスを全部植ちゃうとコスモス街道になるわけです

けれども、そうした協働のまちづくりを含めた環境の整備というのをやったらどうかな

ということをご提案申し上げるわけであります。 
それから中心市街地活性化という課題で、特にあそこの踏み切りより西側になります

けれども、コスモ２１への参入の店舗も最近減少し、また集客数も減っておるという現

状がございます。この対策として商工会が対応されていると思いますけれども、町が指
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導性を発揮して、コスモ及びアイタウンが堂前線の開通、５年後に開通するわけですの

で、それに合わせて活性化ということを考えて、あすこら辺の商店街が元気になるよう

な、そういうことを今から取り組んでいく必要があるのではないかというふうに思いま

す。それから堂前線沿線ですけれども、石曽根ですとか鳥居原は飯島町を代表する穀倉

地帯ということで、お米の種籾も含めまして有数の穀倉地帯でございますし、また果樹、

梨からリンゴからいろいろございますし、野菜もキュウリにトマトにスイカ等々いろい

ろありまして、また花の花卉の栽培も盛んであるわけであります。また竜東の日曽利の

方ではコンニャクがございますし、また秋のマツタケ、また一年中豊富な山菜等々もあ

るわけでありまして、日曽利地区の棚田風景もまた魅力があるわけであります。こうし

たことでこの沿線のですね特産物を生かした、ので、例えば石曽根耕地の集会所あたり

でですね、堂前線のミニの道の駅みたいにして地場産の販売センターみたいなふうにこ

の整備できたらいいんじゃないかなというふうに思うんですが、そこらへんについてご

提案申し上げます。以上が堂前線関係であります。 
       続いて循環バスの関係でございますけれども、町長答弁にありましたように、高齢者

を含む交通手段の確保としての循環バスでございまして、特にあの昭和伊南総合病院へ

の乗り込み、などのルートにつきましても平成１９年度から社会実験を行っていただき

まして、住民要望を踏まえた路線確立を是非進めていただきたいというふうに思います

ので、そこらの見解がありましたらご答弁をいただきたいと思います。 
それから加えましてですね、この際ですので町で運行しとるバス、それから大都市と

か民間へ委託しとるバス運行もありますし、それから社会福祉協議会で持っているバス

の運行とか、広い意味での行政にかかわっているバスの運行がいくつかあるわけですけ

れども、これはそこに働く労働者もおるわけですけれども、この際ですので循環バスの

導入に合わせましてですね、行政関連のバスの運行についてそれを統合してですね、民

間参入というようなことによる経費節減ということも、ひとつ検討していただいたらど

うかなということで、ご提案を申し上げます。 
続いて耕地未加入対策についてですが、私の実際取り組んできたことも含めまして、

若干感じたことというかそういうことを含めまして述べたいと思います。 
耕地の未加入対策でありますけれども、柏木はお陰様で私が総代になってから３世帯

今年度加入をいただきまして、あともう３世帯未加入でありまして、あのもう３世帯の

うち 1 世帯は時間の問題でだいたいご了解いただいてますけど、あと２世帯ちょっと難

しいかなという実情でありまして、そういう現状ですけれども、要するにですね、通り

一遍で耕地の役員の方が耕地へ入ってくださいって言ってもね、なかなかだめだと思う

んですね。私考えまして、なんで耕地だとか自治会へ入らにゃいけないかというマニュ

アルを今度、今回作りまして、役場の方へお出ししてありますけれども、そういうのを

見ていただいて、耕地ちゅうのはどういう事業をやるんだとか、費用負担はどうなっと

るんだとか、そういう事業計画から予算からね、そういうものを一切含めて、また地区、

区ではどういうことをやっとるかちゅうことを含めてね、示してやることによってある

程度ご理解していただけるんかなというふうに思いまして、今年の８月、耕地としての

加入促進キャンペーンということで、隣組の組長さんですとか耕地の役員、共々に何回

も未加入のお家へお邪魔しまして、いろいろ話し込む中で、そうした実績を得たところ

であります。一番大事なのはね、一番最初、男女関係もそうなんですけども、最初の第
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一印象ちゅうものはね、その人の相手に対する感情ちゅうかね、そういうものを与えち

ゃうもんで、とりあえずこのやっぱしね、転入者が役場へいらっしゃってね、住民課の

窓口でどういうふうに接するかちゅうところがね、大事なことだと思います。また耕地

からいうと耕地の役員がお邪魔したときにね、耕地入ってくれっちゅうお話をするんで

すけど、そういうふうになんかその、入って欲しいんだけど気持ち的には入っていくに

は相手の人もいろいろ事情があるじゃんね、そうするとちょっといやだとかちょっと抵

抗があった場合に、ちょっとなんて言いますかね、わかりやすく言うとイヤミを言っち

ゃうとかね、そういうことによって相手にその感情を害すというようなことは現実にま

まあるようでありまして、実際にそういうことを実際私たち歩いていますとそういうこ

とを感じました。ですから役場もそうですし、耕地の役員の方もそうだと思うけど、最

初のね、最初に会ったときにどういうお話をして入ってもらうことをお願いするかっち

ゅぅことを、やっぱしその飯島の町へ住んでくれたっちゅぅことをね、心から歓迎をし

て、心を広く迎え入れてやるみたいなそういう対応が必要じゃないかなちゅうことを、

今回つくづく感じたわけであります。それでやっぱしいろいろお話を聞いてみますとで

すね、やっぱしそのネックとなるのは、金銭的な問題ではやっぱしその区費や耕地費で

すとかの税外公共料金、この負担が、あるいは耕地加入金ですとか、それから隣組のお

付き合いだとか、耕地の事業に出にゃいかんとか、そういうことがやっぱしネックにな

るわけで、現場、都会に住んでる方が結構飯島へ住んでいますので、そういう意味でい

うと、都会の生活っちゅうのは、隣近所のお付き合いもあまり必要ございませんし、ま

たごみ処理も分別して近所へ出しておけば全部片付けてくれて、それは市の税金とかで

やってくれると、いうことでありますので、そういう違いというものをね、理解しても

らわなきゃいけないと思うわけであります。で逆に、わが町では行政コストを抑えるた

めに３カ月に１回ね、耕地の役員が中心になって、段ボール、布、新聞紙、広告、雑誌

など分別収集したものを処理をしておりますし、また月に１回資源ごみについては空缶

等を含めましてですね、リサイクルを毎月やっておるわけであります。こうした身近な

ゴミの問題も、やっぱ聞いてみるとね、それじゃ実際ゴミをどこへ捨てるんですかって

言ったら極端な話、横浜へ今まで持っていってね、片付けているという人もいました。

ですから要するに身近なそういう生活のことを相談かけてやるちゅうことが私は大事か

なというふうに思ったわけであります。そんなことで耕地加入ちゅうのも、なかなか総

代さんたちの仕事としても大変なことだと思いますけど、ひとつですね今回の加入促進

にあたって、七久保区にもね、こういうことを協力してやってほしいということをお願

いをして、当日はちょっと防災訓練でちょっと突拍子もないことが起きちゃったもんで、

一緒には行動していただけませんでしたけれど、区との連携ね、それからもう一つは、

午前中の質問にもありましたが、耕地担当職員さんね、この方もね、ご一緒にやってい

ただけたらいいんじゃないかなと思いますので、そこら辺もちょっとご検討いただけれ

ばというふうに思います。 
       ３番目に子育て支援の関係で、ちょっと細かいようなことも含めまして申し上げます

けれども、ご検討いただいて次年度予算編成等に反映できたらということで、いくつか

申し上げたいわけでありますけれども、午前中の同僚議員の質問に関連して答弁いただ

いた子育て支援センター、これにつきましては今年の秋から仮開所を行ってやっていく

とこういうことで、せっかくできる子育て支援センターでありますので、これが住民要
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望を踏まえた中での事業を展開できるような、そういうことを期待をするわけでありま

す。町では３才児を対象とした子育て未来飛行とか、そんなような行事をやっておりま

して、町長さんもお母さん方と定期的に懇談をしておると思いますが、その中で出され

ている意見とかを調べましたところですね、飯島町へお嫁に来る方で、飯田・下伊那か

らね、お嫁に来る方がいまして、こういう子育て支援策でいうと、実は上伊那全体は先

程もそうですが、いいことは上伊那全市町村でね、統一してやっとることがあって、下

伊那の場合はそうじゃないということの差違によるサービスの違いというのがあるわけ

です。例えば予防接種ですけれども、上伊那では上伊那医師会との協議の中で集団接種

というふうになっておるわけですけれども、下伊那では個別接種ということでありまし

て、お母さん方から聞くと、赤ちゃんが一番眠い時間に保健センターかそういうとこへ

行って注射を受けにゃいかんもんで、あれなんですけど、個別接種にできないかという

要望があるようです。でもこれは上伊那医師会っちゅうか、そちらの方との医療懇です

か、そちらとの懇談も必要なので早々に結論が出ることではないかと思いますが、そう

いう現実もあります。 
       それから与田切公園の遊具なんですけれども、これが、いわゆるね、３歳以上ちゅう

か、保育園以上の子供なら遊べるような遊具はあるんですけど、もうちょっと低年齢の、

３歳未満ですかね、の方々が遊べるような遊具というものは、ほしいというお母さん方

のご意見がございます。これも多額の費用はかからないと思いますので、できれば新年

度予算編成の中で検討していただければどうかなというふうに思います。 
それから次に、「布おむつ」のことについて提言をいたしたいと思います。 
これはなかなか現実的にお母さん方にご理解を得られるかどうかわかりませんが、わ

が家でも孫については「布おむつ」で子育てをしているところでございます。現実はで

すね、赤ちゃんが医療機関で誕生したときから、医療機関で既に「紙おむつ」を使用し

て、そこからスタートしてしまいます。現在は「おむつ」もですね長時間使用のような

そういう商品もございまして、現実的には便利で使い捨てて、洗濯する必要はございま

せんので、そういう部分はお母さんにとって魅力なのかもしれません。逆に半面考えま

すとこれは一つのゴミでありまして、実に燃えにくいものでございまして、環境問題を

含めまして、実際は税金がかかっておるという、ごみの処理費用にね、かかっておる、

そういうことが逆に考えられるわけであります。実際その赤ちゃんが生まれて、最初の

ころは「おむつ」は幾つ位いるかと言いますと、1 日に２０枚くらいいるんですよね。洗

濯しにゃいかんもんで、そうすると４０枚あればだんだんと子育てができるんですけど

も、これは「紙おむつ」に比較した場合にね、しょっちゅう換えにゃいかんということ

で、赤ちゃんのお尻とか皮膚の状態だとか、そういうのをお母さんと赤ちゃんとでね、

このコミュニケーションが取れて、その子供の発育状態がよくわかるということで、赤

ちゃんが母親の愛情を受けながら育てることができるというところに、手間がかかって

洗濯しにゃいけませんけども、「布おむつ」の良い点があるんじゃないかなと私は思う

わけであります。 
そこで今の世の中、便利性ですとか楽をするとかいった風潮の中でありますけれども、

子育てするお母さん方にご理解を得られないかもしれませんが、例えばね、この飯島町

内の子育てサークルだとか婦人団体に呼びかけて、一人２枚くらいの「布おむつ」をね、

多くの女性に作ってもらって、協働のまちづくりとしてね、それは出生届に来たときに
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親にね、４０枚くらい渡して、それを使ってもらうというようなことを進めていったら

どうかということを提案するわけです。これは受け入れられるかどうかっちゅうことは

私もわかりませんけれども、一応案ということで申し上げます。そうすると大体２，０

００枚くらいあればいけるのかなということでございます。 
       このほかにですね、子育ての支援策で、なかなかこの全国的に私も調べてみましたけ

ど、要するに医療費の問題保育園の問題ね、保育料の問題とか学童クラブだとか、そう

いうのはだいたい全国的にやっていますけど、なかなか個性的な子育て支援ちゅうのは

あんまり難しいようなんですけれども、今後においてですね、訪問一時保育というのが、

要するに子育てしとるお母さんが義理があるとかね、そういうときにそのお家へ保育士

が来てもらって保育するという、そういうのがね、制度としてありまして、これがこれ

からの時代、田舎でも必要になってくるのかなということでありまして、こういうのも

ちょっと検討課題として考えていただければというふうに思います。 
それから先日私の孫も１歳の誕生を過ぎましたが、ある市町村では誕生日にね、１歳

の誕生の時に絵本を贈呈するとこういう市町村もございますので一応参考までに申し上

げておきます。 
ということでいくつか申し上げましたけれども、飯島町が自立して個性豊かな子育て

支援を行っていくということについては、なんかの工夫・知恵がないとお金をね、使う

ばっかじゃなくての支援策というのも、皆で知恵を出して作っていかにゃいかんのじゃ

ないかなということを申し上げまして、いくつかの課題についてご答弁いただければと

思います。 
 
町  長    いろんな提案も含めて竹沢議員から２回目の質問をいただきました。 

私なりにお答えをしたいと思いますけれども、先ずこの交付金事業で現在計画をして

おります堂前線の伊南バイパスアクセス道路の問題であります。確かにこれは全線開通

するまでは非常に、この開通をいたしますと、堂前線開通しますと、非常に交通量が多

くなるということはもう目に見えて分かっておるわけでありますが、ただこの堂前線の

位置づけにつきましては、単なる全線開通までのひとつの仮設的なアクセスではないと

いうことだけは申し上げておきたいと思います。これは、ひとつには、町全体の幹線道

路網としてのこの巡回的な幹線道路網の整備、日曽利線もありますし、その他鳥居原線

も変則ではありますけれども、その、抜けるようにはなりますけれども、やはりこれは、

町内のいろいろ危機管理の問題も含めての幹線道路網の最重要な路線になる位置づけと

いうことでございますので、全線開通するまでの問題だとか、開通後の問題とかいうこ

とでもなく、では決してないという位置づけでお願いしたいと思いますし、それからま

た全線開通をいたしましても、駒ケ根の方へ田切を通って開通いたしましても、これは

ひとつには駒ケ根のインターチェンジ、それから松川のインターチェンジを結ぶ上のこ

の広域農道を中心にした一つの西部幹線との連携というものが非常に強くなってまいり

ました。で、そのことが飯島へ、ふるさと農道を含めて下りてくるこの幹線網にあると、

こういう位置づけでもありますので非常に全線開通したから交通量がぱたっと途絶える

というようなことでは決してないと思いますけど、まあ影響はいろいろ出ると思います

けど、そういう考え方に立って今その整備進めておるわけでございまして、で、当然の

ことながらこれはその周辺整備環境の問題、土地利用の問題、地域の活性化の問題、総
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合的に考えていかなきゃならないというふうに思っております。現在そうしたことも含

めてこの開通計画・整備計画に合わせてそのことを並行してやっていくと、いずれまた

そうしたことについてのご提案も申し上げる機会も来ようかと思いますけれども、是非

ひとつご理解をいただきたいと思いますし、それからいろいろ細かい点についてのご提

案もございました。道路についての愛称募集のような問題も当然必要かと思いますし、

コスモ・アイタウンの既存の商業集積の更なる活性化の問題も大変で進めていかにゃな

りませんし、それから本線自体も含めて景観協定の部分もあるわけでございますけれど

も、そうしたこととのマッチした連携も含めて、いろんなやはり通過交通だけあるいは

堂前線のアクセスだけの役割では困りますもんですから、そうした面に広くいろいろと

方法を巡らせて、検討をしていかなければならないというふうに思っておりますのでよ

ろしくお願いしたいと思います。 
       それから循環バスの問題でございまして、それぞれワークショップ等でも意見が出さ

れておりますように、ひとつには私共の共同出資経営による基幹病院である昭和病院、

これへのバスの路線導入というものは当然考えていかなきゃならんというふうに今現在

でも思っております。どういう時間帯でどういうふうなということはこれからの問題で

ありますけれども、今、福祉バスの問題とか、それからいろいろボランティアで送迎を

しとる部分もあるかと思いますし、いろんな形で、タクシー券というようなことも併せ

て、交通弱者といわれる方々への交通手段の支援策もあるわけでございますけれども、1
度、白紙的に戻ってですね、もう一遍見直して、それで廃止できるものは廃止していか

なきゃならないし、それからどうしても存続する制度ものは存続していかなきゃならな

いというようなことを、ひとつもう一遍原点から、この循環バス導入後の段階でもって

想定をして、ひとつ組み立て直したいというふうに考えておりますので、もう少しこれ

もひとつ時間をいただきたいと思っております。 
それからこの未加入者対策の問題、非常にまあおっしゃるように頭の痛い問題でござ

います。ただ人口が増えて世帯も増えて、そして、活力のあるというような口癖のよう

に言うわけでありますけれども、やはり、ここに飯島地の土地を求めて、気に入ってい

ただいて、住んでいただく方達でございますので、大変ありがたく歓迎をしていかなき

ゃならないということは当然でございますけれども、ここの住民としてなっていただく

以上はやはり住民、飯島町民としての責務と申しますか、義務と権利ばっかでなくて、

その地域に合ったひとつの生活もしていっていただきたいというふうに思うわけであり

まして、決してこの腫れ物に触るような考え方だけではどうも、この地域として成り立

たないというふうに思いますので、その辺のところが非常にまあおっしゃる様に難しい

わけでありますけれども、いろいろマニュアルのご提案もいただいておるわけでござい

ますけれども、きめ細かくまた印象も良くしながら、是非ひとつそうしたことにも実際

にご理解をいただくような努力をしていかなきゃならんと。それぞれの耕地担当もおり

ますので、その地域地域の実情に合った、区なりそれから耕地総代さんとの連携の中で、

また職員も一緒になってまたやっていかなきゃならないというふうに思っております。 
また子育て支援の問題でいろいろ現場を体験されたかどうかわかりませんけれども、

非常に現実的に即応した形での体験の中から、ご意見をいただいておるわけでございま

す。 
こうした問題については、お話にもございましたけれども、二月に１回３歳児の乳幼
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児健診の機会に合わせて、子供の子育て未来飛行というのを保健センターでやって、私

も都度、虫歯の表彰も含めてお母さん方と、小（こ）1 時間、意見を聞く懇談会をしてお

るわけでありますけれども、いろんな今出されたようなご意見が出ております。確かに

上伊那の風土、因習的には統一した面があるわけでありますけれども、下伊那の例も出

されましたけれども、広く県外から来た方たちは非常に違和感ももっておるのは事実で

ありまして、いろんな生活の中で、なかなか思ったような、こう意外だったというよう

な意見もいろいろ出ておりますけれども、やはりこれも地域に馴染んでいただくという

ことが前提になるわけであります。ひとつには予防接種の問題ありましたが、これは確

かに出ました。そこでちょっと課長の方からまた申し上げますけれども、医師会等との

問題があって、はいわかりましたそうします、というわけにはちょっといかない面もあ

るわけでありまして、よく説明をさせていただきたいと思っとりますし、また「紙おむ

つ」の問題も、前に出された課題だったかと思います。非常にこの使い捨ての「紙おむ

つ」でなくて、昔からのこの木綿の温かい温もりの「布おむつ」というものの価値とい

うものをもう一遍、私もそう思うわけでありますけれども、今、粉石鹸の皆さんが取り

組んでいただいたような感度でもって、やはりもう一遍これは原点からこうしたものを、

ひとつ環境問題も含めて考え直すべき必要があると、やはりそこには「ずく」を出して

いただかないと困るなというふうに思いますので、そうしたことも含めて、いろいろま

たいろんなことをお話し合いをする若い奥さんや、また女性層の場面もあるかと思いま

すので、ひとつ提案なりご意見なりを聞いてやってみたいというふうに思っております。 
       絵本を配ったらどうかというのは、ご承知でなかったかとも思いますけれども、毎回

のこの子育て未来センターの中で、ピカピカ賞と同時に絵本を贈ってお母さんが絵で見

る一つの教育にやっていただいておるということで既に実施をしておりますので、ひと

つご理解をいただきたいと思っとります。以上答えになりましたかどうかお答えといた

します。 
 
住民福祉課長  予防接種の関係でございます。個別接種について検討できないかとこういうお話でご

ざいますけれども、これにつきましては特に上伊那の場合、当町もそうですけれども、

長い歴史で集団接種を実施してきたとこういうような事実でございます。これはやはり

料金というかですね、コスト的な面もございます。そういった中でありますけれども、

すべて集団接種ということでなくて、麻疹とか風疹こういったものについては個別接種

に移行をしつつあるとこれも事実でございます。こういう希望もあるっていう声を聞き

ながら、今後に向けて検討を進めていくと、研究していきたいと、こういうことであり

ますのでよろしくお願いをしたいと思います。 
 
竹沢議員    それぞれご答弁をいただきまして、今後の活動に期待を申し上げるところであります

が、まちづくり交付金でございますけれども、総額９億３，４００万、これに関連の事

業債ですとか地域住宅交付金を合わせますと約１８億８，０００万ほどの費用の事業プ

ロジェクトが、１９年度から５カ年間にわたって行われるということ、それによりまし

て、安心安全のまた誰もが安心して住むことができる飯島町の推進ということの事業が

推進されるわけであります。そういう意味で国土交通省の支援も大変ありがたいわけで

すけれども、本事業がいくつものメニューがございますけれども、これを行うことによ
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って、町民の皆さんに実施してよかったというふうに、事業評価されるような取り組み

をお願いしたいと思うわけでありまして、そのためには町長以下全職員が担当の枠を超

えて、横断的なプロジェクトに今回なるように思いますので、そういう意味では部所を

超えた中で、お互いにこの事業の必要性とかそういうことの共通認識の上に立って事業

推進をしてほしいというふうに思いますので、職員の周知等よろしくお願いをいたした

いというふうに思います。 
       それから子育て支援についてもいくつか、その案を申し上げましたけれども、今後平

成１９年度予算編成が１２月には、冒頭、町長の予算編成示達方針から始まって作業が

始まっていくと思いますけれども、協働のまちづくりを進めていくわが町といたしまし

ては、ひとつは予算を伴う政策を進めていくと、もう一つはお金をかけなんでもできる

ような部分を職員の皆さんにも知恵を出してもらうし、町民の皆さんからもアイデアを

求めてやっていくと、そういう組み立てがこれからのまちづくりに必要じゃないかとい

うふうに思うわけであります。そういう意味で私も常にいつも申し上げておりますけれ

ども、キラリ輝く飯島町というのは、やはりその、どこの市町村でもやっているような

お金をね、十分使ってやる事業なんちゅうのは、ある意味、誰でもできると思うんです

けれども、そういうことでないところで、皆で知恵を出してやるところに個性豊かなま

ちづくりちゅうのはあるんじゃないかなというふうに思うわけでありまして、そういう

ことを含めて、今後の町政運営を含めまして総括的に町長の今後に対する決意を述べて

いただいて私の質問を終わりたいと思います。 
 
町  長    今後の行政運営いろいろと厳しい面もあるわけでございますけれども、その上に立っ

てこのこれからのひとつの地域づくりの根幹であります「まちづくり交付金事業」、一

部にはこれは町全体では道路改良等の大型のものも要望として出されておるわけであり

ますけれども、やはりこうした根幹的な部分を整備していくという前提に立って若干先

送り、まあ若干と申しますか、ふるさとづくり計画では限りなく先送りするこの、犠牲

といってはなんですけれども、そういった部分もあるわけでありますので、そうしたこ

とも含めてこの交付金事業、大変まあ多くの予算を投入していかなきゃならないわけで

ございますが、これが町全体に評価として潤うような形に、見えるような形で進めてい

かなきゃならないというふうに思っておりまして、当然のことながら全職場挙げて、ワ

ークショップの中でも関係課それぞれ立場で出席して連携とっておると思います、意見

も聞いておると思いますので、これからの具体的な施策づくりに連携をとってやってま

いりたいというふうに思っております。決してあの予算だけを付けることが行政運営で

はございません。そうした面も含めてやはりソフト的な精神面的なことも含めて明るい

まちづくりのため今後一層努力をしていきたいと考えております。よろしくお願いいた

します。 
 
竹沢議員    以上で終わります。 
 
議  長    暫時休憩といたします。そのままお待ちください。 
 

（暫時休憩） 
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議  長    会議を再開します。一般質問を続けます。 
         ６番 三浦寿美子 議員 
６番 
三浦議員    それでは通告をいたしました、これからのまちづくりの課題について、質問をしてい

きたいと思います。 
先ず、最近、特に貧富の拡大が問題視をされております。都留文科大学の後藤道夫教

授は、生活保護基準以下の貧困層が拡大している今日の減少を指して、絶対的貧困が問

題なのだと言っておられます。介護保険制度は働いているとほとんど対象にはならない

ので、生活保護基準額以下の収入の勤労者世帯が急増していると指摘をしております。

暮す上での各種の控除や税負担などを考慮した計算で表しますと、２００２年の調査で

は若い勤労夫婦、子供がある世帯で、妻が３０歳から４４歳の６００万世帯で見ると、

３０％以上が生活保護基準額に満たない世帯であると報じております。母子世帯は極め

て深刻な状況であるとも言っておられます。２００２年の就業構造基本調査の賃金給料

を主な収入とする世帯は 30,350,000 世帯で、生活保護基準額以下の収入の世帯が１９９

７年と比べると、５年間で 1,150,000 世帯増えているといわれ、5,380,000 世帯になってい

るそうです。高齢者世帯でも生活保護基準の２級地一で見ますと、年金・恩給が主な収

入の７０歳以上の２人世帯、年収が 1,880,000 円が１５％、単身者世帯で 1,290,000 円が３

３％で、生活保護基準を下回っているとのことです。２５歳から３４歳の男性の配偶者

の有無の率は、年収が少ないほど低いとの結果も先の就業構造基本調査で出ておりまし

て、生活保護基準以下の収入の若者世帯も増えているという結果が出ているとのことで

す。現在派遣などの非正規雇用の若者が３人に１人と云われております。現状と大きな

関連があるように私には思われてなりません。そこには結婚ができない、そういう実態

もあると思われます。高齢化社会が財政を圧迫しているという以上に、若者世代を取り

巻く環境の方が深刻であるというふうにも感じるわけであります。そうした深刻な社会

問題が拡大している中で、更に公的年金の控除の縮小や、老年者控除の廃止、定率減税

の縮小が追い打ちをかけるように行われました。収入が増えていないのに結果的に所得

が増えたことになって、所得税や住民税の負担増、また連動をしまして国保税や介護保

険料、保育料や所得制限のある町単独の福祉施策などにも影響があるんではないかと思

っております。住民生活への影響や町政への影響について、どのように捉えておられる

のかお聞きをしたいと思います。 
６月の議会でも一般質問をいたしましたので、細かいことはあまり述べませんが、介

護保険制度や障害者支援法、医療制度の改正による住民への影響については、最近では

テレビでもドキュメントとして取り上げられるなど、制度改正の不備や矛盾もでてきて

おります。住民への影響の把握や対策を講じる必要があると考えられますがいかがでし

ょうか。 
まちづくりの重要な課題のひとつに、健康づくりがあります。今までも大変に努力を

して健康づくりに努めてきた飯島町ですけれども、更なる推進をするための方策が必要

ではないかと私は感じておりますが、方策はおありでしょうか。また２００８年から、

検診についての国の方針が大きく変わると言われております。対応するための準備をど

のように今後進めていかれるのか、お聞きをしたいと思います。 
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町の活性化や財政の確保のために、これからこれらの問題について対応していくため

には、必要な部分であるというふうに見ております。今後の財政確保のための改善や、

導入が見込めるような施策や事業についてのお考えがおありのようでしたらお答えをい

ただきたいと思います。前段に皆さん質問されておりますので、重複する部分がありま

したら省略をしていただいて、ご答弁をお願いしたいと思います。 
 
町  長    それでは三浦議員から、これからのまちづくりの課題について、いろんな点について

のご質問をいただきました。 
先ず、税制等各種控除の廃止に伴う、税の負担増による住民生活の影響、また町政・

町の財政への影響についてでありますけれども、触れてお話ございましたように、平成

１８年度の税制改正では老年者控除の廃止、それから年金所得控除の減額、老年者の非

課税措置の廃止、生計の同一妻への均等割の賦課、定率控除の縮減等が行われたところ

でございます。このうち主な実施内容につきましては、平成１６年度において、平成１

３年の１２月に閣議決定された、いわゆるこれからの高齢社会対策、この大綱というも

のが基本になっておるわけでございまして、ここから派生をして、６５歳以上で合計所

得金額が 10,000,000 円以下のものについて、老年者控除 480,000 円、これは所得税では

500,000 円でございますけれども、この控除の廃止と６５歳以上の年金受給者の公的年金

控除が 1,400,000 から 1,200,000 になったと、こういう改正が行われております。で、これ

ら２点の改正に伴う当町の影響額についてでございますけれども、対象人員で約４，８

００人おられるわけでありまして、影響額につきましては、老年者控除の廃止分が約

5,800,000 円、それから年金所得控除の額の改定分が 3,000,000 円、合わせて 8,800,000 と

いう税収に直結する影響額というふうになっておるわけでございます。また併せて今回

の改正に伴って、介護保険料や国民健康保険料、それから各種の医療費、障害者・母子

家庭等の各種の福祉制度に住民負担の増加、給付の引き上げ等による連動的な影響が出

てきておりまして、心配をしておるところでございますけれども、いずれにいたしまし

ても国・地方の厳しい財政状況の中で、時間をかけて国の税制調査会等で十分議論した

上での税制改正でありまして、私ども自治体の立場としては、やむを得ないというふう

に考えております。 
なおまた、一方的な減額のみでなくてですね、本人や家族の負担額は全国民・町民、

一律ということではございません。本人・家族の所得の状況に応じてこの保険料や施設

等のサービス料は、減額または免除措置が制度として講じられておるということを、ひ

とつ、お含みいただいてご理解いただきたいと思います。 
それから次は、介護保険や障害者支援、医療制度の改正による同じような住民影響の

問題と、それからどのように把握と対策を講じるかという問題でございます。介護保険

制度につきましては平成１７年の１０月に施設利用において給付の見直しがございまし

た。食費と居住費が利用者負担となりましたことはご承知のとおりでございます。この

影響につきましては、居住介護支援事業所を通じて調査をいたしました。利用者負担に

応じて利用日数を調整して、利用されている状況を把握をいたしました。日数が調整さ

れたことによる苦情等は現在のところございませんけれども、利用者負担額が高額にな

ったり、高額サービス費の給付の該当になった方には、お知らせをして償還払いによっ

て給付をしておるところでございます。そこで１８年今年の４月の改正につきましては、
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事業計画の見直しによりまして、介護保険料を改定をしたところでございます。昨年度

より少ない額の保険料額となる所得階層第２の段階の方は、２５０名の方が該当になっ

たわけであります。それから税制改正によって所得段階が上がった方については、１８、

１９年度の２年間にわたって、この激変緩和措置によって保険料が軽減をされてまいり

ます。更にまた障害者自立支援法が４月より施行されまして、サービスの利用にかかる

利用者負担額が原則１割となりました。利用者の属する世帯の所得状況によりまして、

利用者負担の上限額がゼロから 37,200 円があるわけでございますけれども、この額を超

えて利用者に請求されることは決してないということございまして、利用者の上限額を

超えられる利用者は月、町内の場合では、３名程度というふうに考えております。 
       それから現在の医療制度は、住民の安心を確保するための国民皆保険制度でございま

して、この制度を維持持続するための医療制度の改革が行われまして、昨日も条例等で

お願いしたところでございますけれども、この１０月からは高齢者の現役並みの所得の

負担が、自己負担が２割から３割に変わるということ、ただしこれは負担限度額がやは

りございまして、実際の外来支払い額の限度額は３割になった方で、一月多くても 4,200
円までの増加が見込まれるということになってございます。そこで飯島町では３割にな

る該当の方は１３０人前後というふうに踏んでおります。一方で一般高齢者や外来低所

得者には変更はございません。そうしたことが２つ目の質問のこの医療制度の改正によ

る影響額という捉え方をしておるわけでございます。 
それから、健康づくりのための更なる推進のための方策、特にまあ２００８年から国

の新検診の改正に対応する準備等についてでございます。従来実施をしてまいりました

老人保健法に代わる検診の制度として、２００８年から医療保険者に検診・保健指導が

義務付けられてまいります。市町村といたしましては、国保保険者に対する検診・保健

指導を実施をして、健康度の改善効果とレセプトというものを突合をして、データの分

析を行うことによりまして、健康増進計画の作成及び予防事業の効果を評価をしていく

と、こういう作業が入ってまいります。また検診と並んで、食育の問題それから特に禁

煙等の普及啓発に努めることも今まで以上に義務として求められてくるということでご

ざいまして、如何にしてこの予防保健、保健予防という観点でこれからの医療費という

ものの考え方をしていかなきゃならないかということで大変重要なテーマになってくる

わけでございます。これらによりまして糖尿病等の生活習慣病、この、有病者、予備軍

も含めて全体で２５％を国として削減することが目標でございますので、我々それぞれ

の自治体においても真剣に取り組んでいかなきゃならないと、予防の医療の考え方であ

るというふう に考えております。 
そこでご質問の、これに対応する準備といたしまして、国保医療費の適正化を図って、

生活習慣病のできるだけ重症化、進むことのないように予防する視点で、保険者のレセ

プトを重点的に分析を現在始めました。これを増進推進計画に反映をして、２００８年

度から保険者に義務化される特定保健指導を、効果的に実施をしてまいりたいというふ

うに考えております。なおまた働き盛りの住民の皆さんの健康管理としては、今年度か

らは一つの試みとして、各消防団の分団に出向きまして健康づくりの教室を実施してご

ざいますし、このことは生活習慣病の重症化予防はやはり２０から３０代から始まって

いくと、いかなければ将来に対しての効果につながっていかないという観点の中から、

こうしたことも捉えて実施を始めたところでございます。 
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それから最後に、町の活性化や財源確保、導入が見込める施策等いろいろご質問ござ

いましたけれども、既に午前中からいろいろな質問の方に対しての考え方を申し上げて

まいりますので、詳しくは申し上げませんけれども、いずれにしましても国の三位一体

の改革等によりまして、厳しい市町村の限られた財源の中で如何に効率的な活力ある地

域づくりを目指していくか、という非常にまあ知恵を絞った難しい問題であるわけでご

ざいますけれども、やはり基本となるこの地域総合計画とふるさとづくり計画に示され

ておりますように、身の丈に合った歳入を見て、そしてできるだけ身の丈に合った財政

運営を務めながらも、財源対策、財源確保対策というものにはどうしても力を入れてい

きたいと、そのことが人口増活性化対策であり、それからまた協働のまちづくりの活力

あるまちづくりということにつながっていくわけでございますので、若者定住圏計画あ

るいはまた企業導入計画構想というものを、相まって複合的に組み合わせて精一杯努力

をしていくというふうに考えておるところでございます。以上１回目の質問に対するお

答えといたします。 
 
三浦議員    それでは２回目の質問をいたします。ただ今、私、非常に今社会的な貧富の格差が拡

大しているというふうに最初にお話をしながら、税の負担増などについても、どのよう

な状況にあるかということについてお聞きしたわけですが、そういう中で、現実に例え

ば私の知っているお年寄りは、今回の税制改革によりまして、年金、年金は皆さん年金

受けている方は、減っているというふうに皆さん言っておいでですけれども、収入が、

年金生活者の皆さんは収入が減っているというのが現状でございます。そういう中で、

介護保険料は所得が今まで非課税だった方が課税者になるというような中で、保険料が

増えているというようなことも言っておられて、ある方は年間で 70,000 円ほど、さまざ

まな今までの保険、税金などを比較してみますと、70,000 円ほど税が増えたと言われて

おります。70,000 円の負担が増えた方というのは、結構な年金をいただいている方かな

とも思いますけれども、そういう中で 70,000 円といえば、生活保護基準で、本当にこの

界隈では独り暮らしをされている方がそれに足りるか足りないかということで生活をし

ていらっしゃるわけですので、大きな金額というふうに私は捉えております。   
またそういう中で、若者の子育て、例えば保育料ですけれども、せっかく軽減策も盛

られまして、先だっての８月の「広報いいじま」では保険料が７月からも据え置きにな

り、第２子以降は３分の１の減額とこのように伝えられております。しかし例えば非課

税でC ２の世帯が課税になった場合には、約、３歳児未満ですと未満児ですと 4,800 円、

３歳児だと 5,000 円、４歳児ですと 5,100 円月々の保育料が増額になるというふうに見ら

れるわけでして、ほんとに大きな出費にこれがつながっていくと、パートで働いている

お母さんですと、ほんとに一生懸命働いてきたその日の分が、保育料に新たな増、この

増えていない収入に対しての税の増額によって失われていくというか、そちらの方に持

っていかれるというような状況が生まれてしまって、せっかくのこの軽減策が何であっ

たのかと、いうふうなことにもなりかねないということを私は大変に心配をしています。 
そういう中ですので、是非検討をしていただいて、この非課税から所得は増えていな

いが課税になった世帯についてのこれからの対応、減免というような対応策が求められ

てくると、そういう支援が必要になってくるのではないかというふうに私は思っている

ところです。 
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また、私の知ってる方では、今まで非課税であったけれども、収入が増えていないの

に課税になってしまったので、もう生活を切り詰めてやっていくしかないけれども、何

を切り詰めるのかと言っておられました。その方は、医療費を、まあ今まで血圧のため

にお医者さんに行ったり、足腰痛いのでそちらの方もお医者さんに行ったりと、いくつ

かお医者さんに行ってましたけれど、血圧の薬はどうしても飲まにゃならんで、ひざの

方の痛いのは我慢するかというようなことや、今まで少しお魚も食べておったけれど食

べる回数を減らそうかとか、そんなことも口から出ておりますので、やはり非常に精神

的にもまた生活の中でも大きな負担になっているというふうに感じておるところです。 
       そういうことを考えますと、やはり収入が増えてないけれども課税になってしまって

非常に生活の苦しい、そういう方に対しての減免の措置というものが、私は、考えてい

かなければならないというふうに思うわけです。今の減免の制度では対象となるのは非

課税の世帯ではないでしょうか。課税になった世帯に対して減免の措置はできないので

はないかというふうに、私は捉えているんですけれども、いかがでしょうか。 
それから、医療の問題につきましても、医療と介護を兼ねていると思うんですけれど

も、療養病床型のベッドが削減されるということで、すでに療養病床型のベッドを持っ

ているところが、その部分については閉鎖をしてしまうというようなことも起きている

というふうに聞いております。介護保険というのは介護者が在宅で、また気楽に負担が

少なくなるようにということも含めての導入であったといういうふうに、そんなふうに

捉えているところなんですけれども、実際には家ではとてもそういう、病院から家に帰

ってきて、本当は医療も必要なそういう家族を看るということは大きな負担であって、

逆の方向に後退をしてしまうというふうな感があるわけです。介護保険料は今までの非

課税から課税になれば、いくら緩和措置があるといえども数年後には普通に、また、そ

れだけの保険料が必要となるわけですので、やはりそれでよいのかということになれば、

そこに課税者であっても減免の制度が必要になってくるというふうにも思われます。生

活そのものが変わったわけでも、収入が増えたわけでもないわけですので、当然今まで

非課税だったといえば、いうことですので、その方が私は本道だというふうに考えてい

るわけです。 
それから障害者の方々は健常者の皆さんと同じように生活するためには、補装具や介

助など必要であり、それで皆さん障害のない方たちと同じに、普通の健常者として生活

できるというようなことだと思います。そうした権利が、権利として今までそういうも

のが認められてきて、まさか利用料を取られるなどということは今まで考えてもおらな

かったのが、今実際には、自分が生きていくために、何が何でも必要な、皆さんと同じ

ように生活するために必要な、そういう補装具などに利用料が、サービスといって利用

料が取られるというような非常に驚きの今施策がとられているわけですけれども、そう

いう中で応益負担というのは本当に今、社会問題となっています。やはり自立が大事で

すので、地域の中にと言って制度もどんどん変えられているわけですので、自立のでき

るそうした環境を造っていくことが、私は今まさに求められているというふうに思って

おります。そういう点でも町の独自の利用料の軽減策、免除など必要ではないかと、特

に、こまくさ園などは今すぐ法律に基づいて、会を変えていくというふうにはなく、５

年間の猶予期間というか、それを見てというようにお聞きをしておりますけれども、こ

まくさ園だけが障害者の皆さんの利用している施設ではありませんし、皆さんいろんな
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ところで支援を受けているわけですので、そうした支援策が必要ではないかというふう

に私思っております。 
それから、次に検診の問題なんですけれども、先ほど２００８年から検診の制度が変

わるということで、本当に大きな方向転換といふうに私は思っております。しかし今行

われている基本的な検診や、がん検診、婦人科検診などさまざまな検診については、こ

のことで多くの皆さんが重度の状態にならずに、早期に病気を発見して治療をされてい

るということもあり、今までの飯島町の医療費の高騰を抑えてきたという役割を私は果

たしてきたというふうに思っておりますので、大きな転換によってそれが後退するよう

なことのないような、これから捉え方をして、方策を作っていかなければならないんで

はないかと、また先だって、医療生協の医師が町長とのホット懇談にお見えになって、

是非、町の中の医療機関で検診を、町の受診の機会の拡大ということで、させてもらえ

ないかというようなお話に見えたと思いますが、５１％の受診率というように言ってお

られましたが、じゃあそれで、国の基準に満たしているからいいかといえば、私はそう

ではないと、本当に多くの、１００％に如何に近づけるかという努力をすることが、町

の皆さんの健康を守る、また健康づくりの町に一歩進める大きな力になるというふうに

思っておりまして、地元の医師の皆さんは、検診について協力をしたいというふうに、

表明をされているというふうに、お聞きをしておりますので、是非そういう立場で、ま

たこれからの検診の方向が変わることによって、特に地元の医療機関は重要な役割を果

たすというふうに変わってくると、私は考えておりまして、体制を整えるために、是非

来年度から地元の医療機関の支援を受けていくというようなことも行っていってはどう

かと、いうふうに考えておりますがいかがでしょうか。 
       それから、今度はそういう、いろんな施策をした中で、財源の問題というのも非常に

大きな問題です。昨年、坂本議員が質問いたしましたけれども、入札問題でございます。

私はこの入札の落札率によって大きな財源が生まれたり、財源が取り崩されていくとい

うふうなことを感じるわけでして、例えば、東部の保育園の工事については、９８．

５％の落札率であったというふうに、落札率でございました。指名競争入札を２回行っ

て、予定価格に達しなかったので随意契約で２回、その結果決まったというふうにもお

聞きをいたしております。住民の皆さん、ある方からも、どうもそういうことがあると

いうことも信じられないが、どうなっているのかというような声も聞いております。こ

うした入札制度の改善という点では、この上伊那の中では、箕輪町では落札率が低いと

お聞きをいたしましたので、その手法についてお聞きをしてみました。事前に予定価格

を公表をしまして、一般競争入札で郵便で行うというふうにしたことによって、７０％

台で落札がされているとおっしゃっておりました。で、あまりにも低い率のものについ

ては除いておると、で、問題はないのかと聞いてみましたが今のところは全く問題はな

く、きちんとした仕事をしてもらっているというふうにお答えをいただきました。そう

いうことで入札制度について見直しをすれば、例えばこれで１０％違うだけでも、大き

な事業でしたら、ほんとに福祉の減免とかそういう施策に対してそこに向けられるとい

う大きな額にもなるわけですので、そこらの改善、手をつける必要があるのではないか

というふうに考えるわけです。いかがでしょうか。 
それから、小規模公共工事希望登録制度というのを実施している自治体があるという

ふうに聞き及んでおります。小さな規模の修理とか修繕など町内の大工さんとか解体業
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者さんとか電気屋さんとか、さまざまな業種の皆さんに登録をしていただいて、その時

の事業の内容によって仕事を受けていただくというような登録制で、もう少し細かいこ

とについては、ここでは説明はしておれませんのですが、そんなような内容の制度も使

っているところがあるということですので、町内業者の皆さんの仕事量を増やし、町の

活性化にもつながるというふうに考えておりますので、その点についてのお考えをお聞

きしたいと思います。 
       また、６月に宮下寿議員が、庁内の物品の購入などに、町内の小規模業者の皆さんの

登録制度を設けたらどうか、というような質問をされていたと思いますが、このような

ところにも関連付けて、町内の業者さんの仕事量を増やして、町の活性化につながるそ

うした制度を設けてはいかがかというふうに思いますがいかがでしょうか。２回目の質

問を終わらせていただきます。 
 
町  長    再質問の中で、まあいろいろ考え方があろうかとは思いますけれども、この国政、国

の政治レベルでのいろんな国の制度なりまた仕組なりをこうやっていくことについての、

われわれ自治体との関連、いろいろ要望もしたり、またお願いしたりということで、特

に、地方６団体あたりを中心になって窓口としてお願いしていくわけでございますけれ

ども、そこの経過を経て、十分の議論の末に決まったこの制度改正、まあご質問のあり

ました税制改正なりまた介護保険制度なり、この結果はこれは我々国民の、一つの法治

国家でありますから、それ沿っていかなければならないことは当然でございまして、そ

れ以外に自治体の裁量でもって、そうした国の制度とは違った形で行政を進めていくと

いうわけには、これはとてもまいらないわけでありまして、ご承知のとおりだと思いま

す。特別、まあ交付税の不交付団体でもあればまた別でございますけれども、そのこと

を先ず基本にご理解をいただいて、で、結果として今お話にもございましたが、町は独

自の保育料なり、子育て支援の部分での乳幼児医療の問題なりを進めてまいりましたけ

れども、結果としてそのことが各種控除の引き上げによって所得の階層が一部変わるた

めに、飛んでしまうんじゃないかという心配がある。確かにまあそういう意見もあろう

かと思います。ただ、これを放っておいて、そのままだったら更に上にランクした負担

が増えておるというようなことでございますので、国の制度とこうした自治体の制度と

の板挟みの中で、大変まあ苦しんでおられる方もおろうかと思います。であの、全体と

しては先程来それぞれの方にご質問申し上げましたように、確かに所得格差、地方と都

会との格差、企業間格差があることは当然でございますけれども、それはそれとして、

少しでも真に手立てをして支援をしていかなきゃならない方については、重点的にして

いかなきゃならないということは再三申し上げておるわけでございますから、一応、住

民税等の算定も６月を経て、今課税に新しい年度に入りましたので、そうした国の制度

との実際に影響のあるランクのものを、もう一遍算定を税調を判断をしましてですね、

それぞれできるだけの子育て支援を更にしていきたいということ再三申し上げておりま

すから、新しいまた予算編成、実施計画等の中で十分検討をして、分析をした上でまた

考えられるものは考えていきたいということでございますけれども、いずれにいたしま

しても財政の均衡、健全化ということは大前提でございますし、一方でまたそうした方

に目を向けていかなければならない施策も必要ということでございますから、ひとつも

う少しまた時間の経過とともに検討をして答えを出してまいりたいというふうに思って
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おります。 
当然、三浦議員も今お話、おっしゃっておりましたけれども、この自立をしていくと

いうその前提がないと、やはり行政頼み、国頼みだけではもう成り立ちません。その自

立のできる方策が大切なんだというふうに三浦議員も今おっしゃっておりますので、や

はり原点はそこだろうと思います。したがって如何にその手法として、そうしたことを

知恵を出していくかということでございますので、個々の問題について十分また検討を

加えてまいりたいというふうに思います。 
       それから、検診制度の問題でありまして、医療費の問題それから、できるだけ病気に

ならないようにいつまでも健やかにというようなことで、いろいろ敬老の激励等にも過

日も回りましたけれども、予防保健、予防介護というものは、これからの健康づくりの

テーマになってまいりますから、そういう面で一層の施策の上でも努力を重ねていきた

いというふうに思っております。今、集団検診が主体という形でございまして、個々の

都合によっては個別検診も是非ひとつ門戸を開いてというようなご意見で、過日もいろ

いろ懇談もいたしました。ただまあこれには町内の医師の方のご協力が無いと、なかな

かできる問題ではございませんので、個々バラバラにいろんな検診が入ってもなかなか

また、待ち時間等の問題もございますし、いろいろあるわけでございますので、今、医

師会の皆さんの合意が得ておられるというようなニュアンスの発言もございましたけれ

ども、過日も医療懇談会をやりましたけれども、なかなかそうした、まだ合意を得てお

るという段階には至ってないことは事実であります。これは理事者も職員も出席をして

おりまして、でまあ、その方向付けといたしましては２００８年、平成２０年のこうし

た検診制度の大改革がございますので、それを照準にひとつ十分検討を加えていくとい

うようなことで今現在進めております。また医師会の皆さん方とも意思の疎通を図りな

がら、協力をいただけるものならば協力もいただきたいというふうに考えてまいりたい

と思います。 
それから入札制度の問題でございますが、これも財源との過去の問題とにも絡んで当

然でございますけれども、この入札制度につきましては長野県の今までの歩み、それか

らいろんな調査の中でもいろんな試みがされておりまして十分承知をしております。決

してこの入札制度というものは厳正・適正それから公明性、特にまた競争性もないとこ

れはいけないわけでございます。そうした線に沿ってやっておりますけれども、まあ今

三浦議員もおっしゃっておりましたけれども、この地域の業者が潤うこと、これもやは

り大事だろうと思います。税金としていただいたこの財源にしていろんな事業を進めて

いるわけでございますから、この財源はなるべく地元で還流をしていくことが、この地

域の経済の活性化につながっていくというような、一方の考え方もしていかなきゃなら

ないわけでございますので、そうした意味でいろいろと今の町の入札のあり方、業者選

定委員会を中心に進めておるわけでございます。特にまた以前から出されております小

規模の事業者、まあ町の中に多くの技術屋さん大工さん等も含めておられるわけでござ

いますので、決してこの入札制度に乗っかったというような上段に構える方法ではなく

ても、いろんな施設でそうした部分も出てまいりまして、今までもそうしたこともある

程度の検討してきておりますので、その辺につきましてまた助役と、特に教育委員会あ

たりはそうした日常の修復・修繕的な部分もあるかと思いますので、実態をお話を申し

上げてお答えとさしていただきます。 
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助  役    入札制度の件でございます。落札率に触れてのご質問でございます。おおかた今の町

長の答弁で足りておられるわけでありますけれども、若干補足をさせていただきたいと

思います。 
       先の東部保育園の建設工事に触れてのご質問でございましたけれども、ご指摘のとお

り指名競争入札で２回の札を入れてもらっておるわけでございます。予定価格に達しな

いということで、まあ随意契約ですね、協議に持ち込んでお受けをいただいておるわけ

でございます。これは大変難しい点でございまして、設計額と予定価格の設定、これは

非常にいろんな考え方があるわけでございますけれども、予定価格があまり厳しければ

なかなか落札には至らないという現実がございます。これは予定価格の設定につきまし

ては、それぞれに特にまた補助制度になりますと、補助金制度に乗っかった事業になり

ますと、大変厳しい判断も求められるわけでございまして、まあそういうことで結果的

にですね、2 回の入札では落札に至らなかったということで、そこにいきます。そういう

結果になりますと、やはりこの予定価格とそれからいわゆる落札価格との間はかなりま

あ拮抗してくるわけでございます。そこにまあ落札率が非常に高くなるとこういう結果

がございます。いつもご指摘をいただくところでございますけれども、この辺の判断は

なかなか難しいところでありまして、そこでまあ箕輪町方式、箕輪町が採っております

その受注希望型と申す方法があるわけであります。あらかじめ予定価格を設定をいたし

まして、それによって、まあ箕輪の場合には郵便応札のようでございますけれども、こ

れにつきましては只今町長からお話がありましたとおり、きわめて広い範囲に応札の範

囲を広げるということにもなりますので、やはり地元の業者との、いわゆる地元の、い

わゆる工事としてお受けできるという要素が非常に低くなってまいります。そういう点

で非常にまあ町といたしましても、そういうとこにも配慮をしていく必要もあるわけで

ございまして、なかなか制度的にこれを採用していくにはいくつかの問題がありまして、

庁内でも検討いたしてまいりましたけれども、町では現段階では指名競争入札とこうい

う方法をとっておるのが現状でございます。 
それから小規模修理工事等につきまして登録制の採用でございますが、これは先に宮

下寿議員からのご質問がありまして、その折りにも答弁を申し上げたところでございま

すけれども、お話のとおり小規模のものでございますので入札にはなかなかそぐわない。

そこでまあ町の規則でいきますと、見積りをですね複数の業者から取って行うと、こう

いうことでございます。この見積りを取る段階で今ご指摘のとおりですね、業者の登録

制を採用するか採用しないかとこういう問題でありますが、大きな自治体等におきまし

て、多くの業界を抱えておるような自治体では、やはり登録制をとっておくことが非常

に有益かと思いますけれども、特に飯島くらいの規模では町全体で、もう業者をすべて

把握ができておるわけでございます。登録をしてある、登録をしていないによってまた

ひとつお願いをするかしないかという問題も出てまいります。改めてまた工事をやるに

ついても、その登録業者からどういうふうに選んでくるということもございますので、

そういうような実態から当町といたしましては登録制は採っておりませんけれども、そ

れぞれの仕事に合わせまして、あらかじめこちらからお願いした業者から複数の見積り

を取ってやっておると、こういうことでございます。実情そんなことでございますが、

いずれにいたしましても、透明性、それから公平性、まあ最終的には競争の原理を大事
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にして、制度を間違いなく運用してまいりたいとこんなように思っております。よろし

くお願いします。 
 
教育次長    教育委員会で行っております小規模の修繕等についての実態を、少しお話をさせてい

ただきたいと思いますけれども、おかげさまで今の学校関係それから教育委員会の所管

施設も築後１０年、それから大規模改造等を行っておりまして、今のところ修繕費は、

例えば飯島小学校でいきますと年間管理費の修繕費は 300,000 程度でございます。そうい

った小規模の工事でございますので、小回りの利く方にお願いするのが一番ベターでご

ざいます。かつては役場にそういった技術を持った方が臨時でおいでになりまして、非

常に重宝しておったわけでございますけれども、今はそういう職員を置いてございませ

んので、町内のそういった技術を持った方々に、小回りの利く形でお願いをしていると、

そういうのが実態でございます。過日も予算をいただきました、学童クラブの下駄箱等

につきましては、町内の大工さんに直接お願いをいたしまして、下駄箱をすぐ作ってい

ただいたと、こんなような取り扱いをいたしております。 
 
三浦議員    それでは３回目の質問をさせていただきます。 

ここ数年の滞納者が増加をしているという傾向の中で、今回の非課税から課税者に変

わっていくという方の支払い能力についても、私は非常に心配をするわけですけれども、

滞納者が急増するなんていうことがあってはならないというふうにも思います。そうい

う意味では減免などで滞納にならない、そうは言っても、税を払っていけるというよう

な対応が求められるんではないかというふうに思うわけです。町長はこの前もそう、い

つもそうなんですけれども、ケースバイケースというふうにおっしゃっておられます。

しかしケースバイケースというだけでは、公正で、住民から見れば公正ではないという

部分が出てくるのかなというふうにも思いますし、きちんと実態を把握をしながら、基

準を設けて支援をしていくというような、きちんとした体制でもって、やはり対応をし

ていくっていうことが、私は必要ではないかというふうに考えますがいかがでしょうか。 
それから先程の入札制度の問題ですけれども、町としては指名競争入札をということ

でお答えがありました。で、東部保育園の問題、落札の問題もそうなんですけれども、

それにはやはり設計価格というものが大きな影響をしているというふうに考えておりま

す。専門的な人が見ると、以前に私に言われた方がいるんですけれども、もっとあれだ

ったら安く、やりようによっては出来るんだというような話や、例えば付属品の、ほん

とに簡易なものにすれば、もっと安くできるんだとか言われる専門の方もおいでになり

まして、やはりそういうことを考えますと、如何に安く事業を上げるかということによ

って、予定価格も下げ、落札率も下がるというようなことも、あるんではないかという

ふうに思うわけでして、そういうチェック機能を、設計の単価、見積価格についてのチ

ェックというようなことも前段にあることで、もっと安い事業費で上げていくというよ

うなことかできるんではないかというふうに、私はその方のお話をお聞きしなから感じ

たわけですけれども、その辺についてのお考えをお聞かせいただきたい。お考えという

か、取り組みを、是非今後していく必要があるというふうに私は考えておりますので、

その辺についてのお考えをいただきたいと思います。以上質問を終わります。 
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町  長    わたし自身が、常々いろんな措置を講じていくに、ケースバイケースだというような

ことを常に言っておるというようなふうに、おっしゃり方をされたわけでございますが、

私の記憶の中で常にケースバイケースだなんていうことを言葉として出して言っている、

つもりもございませんし、記憶もございません。議会の皆さん聞いとっていただけると

思いますが、いかがでしょうか。当然これはきちんとした基本に沿って、そしてその公

正盛大な考え方の下に、いろんなものは処していかなきゃならないということでござい

ますから、今後とも決してあのケースバイケース、思い付きなことで行政というものの

運営をしていく気持ちは毛頭ございませんので、誤解のないようにお願いしたいと思い

ます。 
       それから公共事業、保育園の例の中で、あの施設がやり方によってはもっと安くでき

る、確かにやり方によっては安くできるかもしれません。必要な鉄筋を抜いたり、基礎

を薄くしたり、これはまあ、どなたが、どういう見解の中で言われたかわかりませんけ

れども、ひとつの仕様に基づいた適正な設計の中で、如何にそれを安く受けていただけ

るのか、これが競争入札制度の原点でありますから、ただ、この入札の差金が、返せば

確かにこの町の財政の、財源の節約といいますか、財源としてなることは当然のことで

あります。ただそこの設計に至るまでの段階でですね、一概にこの、予定価格とその落

札価格を比べてみて、落札率が高かった低かったということの議論だけでは、やはり正

規な事業としての公共事業というものの考え方ではいけないというふうに思います。設

計の段階からいろんな仕様、例えば今度の場合も建設委員会の中で十分検討をしていた

だいて、無駄は省き、贅沢なものは止めたりして、で、最初描いた構図、図面等とも十

分検討して、更にそのことを落として、予算に対しての問題あるいはできた設計に対し

ての問題、それから実際に予定価格として考える問題と、こう分けてやらないと、なか

なか今までの設計額を出すまでの苦労というか考え方というものが、ただ最終的な数字

を見ただけでの比較では、これは比べることはできないというふうに思っております。

今回の保育園の場合も、そういう段階でもって、何段階もの検討を経て、極力その事業

費というものを抑えた、そこに財源を生み出しておるということの現実があるわけでご

ざいますから、是非そのようにお願い、ご理解いただきたいと思いますし、今後ともそ

ういう考え方の中で入札制度、適正に運営してまいりたいと思っております。  
以上でございます。 

 
議  長    以上で本日の日程は終了しました。これをもって散会とします。ご苦労様でした。 
          
 

午後３時２５分 散会 
 



 - 1 - 

平成１８年９月飯島町議会定例会議事日程（第３号） 
平成１８年９月１５日 午前９時１０分 開議 

 
１ 開議宣告 
 
１ 議事日程の報告 
 
日程第 １ 一般質問 

 
 通告者   内山淳司  議員 

坂本紀子  議員 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 - 2 - 

○出席議員（１２名） 
        １番 内山淳司     ２番 宮下 寿 

３番 曽我 弘     ４番 平沢 晃 
５番 森岡一雄     ６番 三浦寿美子 
７番 竹沢秀幸     ８番 坂本紀子 
９番 宮下覚一    １０番 松下寿雄 

１１番 織田信行    １２番 野村利夫  
 

○説明のため出席した者 
 

 
出席を求めた者 
 

 
委 任 者 

 
 
 

飯 島 町 長  高坂宗昭 

 
助    役    山田敏明 
総 務  課 長    箕浦税夫 
住民福祉課長        米沢長実 
産業振興課長        斉藤久夫  
建設水道課長        松下一人 
 

 
飯 島 町 教 育 委 員 会 
 

 
教育長職務代理者 
教 育 次 長        北沢正文 

 
 

 
○本会議に職務のため出席した者          議会事務局長     小林廣美 

                               議会事務局書記    吉川恵子 
 
 



 - 3 - 

本会議再開 

 
開  議    平成１８年９月１５日 午前９時１０分 
議  長    おはようございます。定足数に達していますので、これより本日の会議を開きます。 

議事日程についてはお手元に配布のとおりです。  
日程第１ 一般質問を行います。通告順に質問を許します。 
１番 内山淳司 議員 

１番       
内山議員    それでは通告に基づきまして一般質問をさせていただきます。 

身近な自然環境の保全管理についてということで、二・三お尋ねをいたしたいと思い

ます。道水路また原野・山林等の保全管理についてということでございますが、現在、

道路や河川・水路などの保全管理につきましては各地区・地域・耕地または隣組を単位

にして、雑草木などの刈り取り除去作業が行われておりますが、そこに隣接する山林・

原野が、ほとんど手入れがされていないままの放置された状態が多く見受けられます。

このことは木材の経済的な価値が無くなったことと、山林所有者の高齢化が進み管理が

できなくなってきています。特に、道路沿いの山林などは、大木の枝が道路端に張り出

している状態や、また、たまたま松くい虫の被害を受け、雪でも降れば道路に倒れてく

るのではないか、また松の大木であり素人では簡単に倒すわけにはいかず悩んでいる方

もあるように聞いておりますが、このような実態に何らかの対応支援はないものか、お

尋ねをいたしたいと思います。 
次に、里山の環境保全管理ついてでございますが、昨年、久根平工業団地に進出して

まいりました食品会社が操業を開始され、本年は工場建設の第２期工事も１０月には完

成とのこと、本格的な生産稼働が始める前に団地周辺の山林を購入され環境整備がなさ

れました。一見して、まるで公園の一角かと思われるような変貌には目を見張るものが

ございます。ふとその山林に足を踏み入れてみたいような、そんな衝動に駆られました。

すばらしくきれいに整理がされておりました。企業としてこの環境を売り物に製造販売

に力を入れていくとのこと。このような優良企業の進出に、改めて近くに住む者として

喜びを感じたところでございます。 
さて私たちの周辺を見渡しますとき、先程来申し上げてきましたように、山林原野の

保全整備の出来ていない箇所が町内いたるところに点在しております。このような荒廃

した状態にある山林原野には有害鳥獣の棲み処（すみか）ともなり、隣接する農作物の

被害もたちまちに増大しております。山林業の面からみれば経済性の低い産業であるか

もしれませんが、森林の持つ多面的機能と効用を思うときに、生活環境の面からも身近

なところにある、里山の環境保全整備が急務と思いますがいかがでしょうか。お尋ねを

いたしたいと思います。 
３つ目に、保全管理整備をするための資金などについてお伺いをいたします。 
山林の機能保持や間伐施業のための公的資金または補助金制度もあるように聞いてお

りますが、その資金内容と、それを活用する条件として、面積的な規模、樹種等の要件

はどのようになっているのか、また今日までにこれらの公的資金を活用して、どのくら

いの山林が整備されているのか、お聞かせください。１回目の質問にさせていただきま
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す。 
 
町  長    それでは内山議員から、身近な自然環境の保全管理等につきまして、何点かの質問を

いただきましたのでお答えを申し上げたいと思います。 
先ず、道路・水路・河川等のこの端に位置する原野山林等の保全管理についてでござ

います。お話がございましたように、道水路やあるいは河川等の環境整備につきまして

は、地域の皆さんによりまして、河川清掃あるいは河川管理、草刈り除去というような

形の中で、それぞれの地元地域の作業を通じて管理をいただいておるわけでございます

けれども、個人所有の山林原野等につきましては、その所有者での管理が基本原則とい

う形でなっておるわけでございます。最近まあ、お話にございましたように、山林に対

する関心の低下や高齢化とともに、近年管理が著しく停滞しておることはご承知の通り

でございます。そうしたことが関連施設にも支障があるところもだいぶ出てまいりまし

たので、将来的にも災害防止あるいは自然環境の保全という観点の中から、山林の果た

す役割の重要性を一層地域住民の皆さん方にご理解をいただきまして、啓発をして情報

提供を行いながら、より保全管理についての指導を実施をしてまいりたいというふうに

考えております。特にまあ道路端のあるいは水路端の危険の、こう個人所有の山であっ

ても、そういった支障木等が将来にわたって懸念される部分もございますので、特に松

くい虫の古損木の伐倒処理というような具体的な問題もございます。その具体的な面に

つきまして、担当課長の方から補足して申し上げたいと思います。 
それから、次の里山の環境保全管理についてでございますけれども、申し上げるまで

もなく山林は国土の保全、水源涵養、あるいは地域に対して多面的な機能を有しており

まして、里山にはかけがえのない森林と人との共存林区域としてのさまざまな形で私ど

もの日常生活と直結をしておりまして、住環境にとっては、なくてはならない重要な存

在であるというふうに認識をしておるところでございます。ただ今、内堀醸造のてどっ

た山の素晴らしい手入れのあり方等のお話もあったわけでございますけれども、町では

環境の保全活動として、ボランティア活動によりまして植栽事業を進めてまいりました

が、山林の所有者を中心として、多くの町民の皆さんによる活動で木を育てて、里山を

育む活動を更に広めていくとともに、町有林やあるいは企業所有、この山もあるわけで

ございます。順次整備をされてきておるわけでございますけれども、これら森林空間を

地域の憩いの場としての利活用を広めていくことは、当然まあ重要であるというふうに

考えておりまして、所有者等の高齢化等による課題も大変多くあるわけでございますけ

れども、将来に向けてのこの町内の山林での山の手入れは、多くの山林が間伐による保

育時期が来ておりまして、今後の資源確保のためにも、県および上伊那森林組合等関係

機関との連携の中で、適切な山林管理を是非促していきたいというふうに思っておると

ころでございまして、またその努力も今続けておるところでございます。 
なおまた、これらに対するこの資金面についてでございますけれども、山林の機能保

持に対する公的資金制度につきましては、間伐の施業の経費として樹齢３５年生以下、

この山林の間伐に対しまして県の補助および町の嵩上げ分も加えて、現在補助率が約９

５％ということによりまして、１０アール当たりにいたしますと 1,000 円程度という大変

まあ極めて少ない有利な個人負担でこのことが行える制度があるわけでございます。こ

れまでも複数の所有者による面的な共同作業の委託等によりまして進めてまいりました
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けれども、更にまあこの集団的な面積確保によっての施業が非常に効率的な整備につな

がっていくということになるわけでございまして、これまでもこうした制度の活用によ

りまして、区有林あるいは個人ごとのまとまった面積集積による間伐等のかなりの施業

が実施をされてまいりました。間伐をして山の手入れ、町といたしましても力を入れて

推進をしておりますけれども、まだまだ全体の面積から申し上げますと、ほんとにまあ

緒に就いたばかりということでございます。残ってまだ相当多くの山が手入れが入って

いない状況にあるということでございますので、今後とも国も県もこの事業の促進に大

変まあ力を入れてきておりますので、町といたしましても一層住民の皆さんにこの制度

の利活用について積極的に呼びかけて、側面支援をしてまいりたいというふうに考えて

おるところでございます。なおまた森林空間の多面的な利用の問題につきましても、資

金面も含めて、先ずこの地域による整備等の手法についてその検討が必要であるという

ふうにも考えておりますので、今後いろいろと関係機関また住民の皆さん方ともいろい

ろと懇談を重ねながら、そのことに向けて進めていきたいというふうに考えております。 
        なおあの、ご質問にございました具体的な補助要件対応、補助対象の要件であるとこ

ろの今までの実施をした面積の実績等につきましては、これも担当課長の方からお答え

をさせていただきたいと思います。   
以上第 1回目のご質問に対するお答えとさせていただきます。 

 
産業振興課長  それでは私の方からは補足の説明をさせていただきたいと思います。 

先ず、松くい虫等によりまして、枯損をした道路端の木が危険な状態になっていると

いうことで、これの手立てはどうかということでございますけれども、これは今回の補

正でもお願いをいたしましたけれども、従来、北上阻止の段階では枯損木、原木処理と

いうことで、これは公費でやらせていただいてまいりました。しかしまあ今北上して伊

那まで入っているっていう段階の中では、基本的にこの処理は山林所有者ということに

なっておるわけでございますけれども、その中でこの危険木、例えばＪＲの付近の枯れ

た松だとか、また国県道・町道等に隣接する枯れた松、こういったものは非常に危険で

ありまして、個人の処理を待っておれないということがありますので、これつきまして

は公費で全木処理をさせていただいていくという方針でおるわけでございます。従いま

してこの危険木と言うことになりますと、この対策の中で処理をさせていただきたいと

いうふうに考えております。 
次にまた水路・道路端、特に用水・道路、大事なライフラインであるわけですけれど

も、その周辺でだいぶそういう支障木が出てきておると、いうことの処理はどうだとい

うことでございましたけれども、これにつきましては町長答弁のございましたように、

河川愛護等で実施をしていただいておるわけですけれども、特に里の部分につきまして、

の対策ということになりますと、１９年から国の方で新しく農業制度が改革されて出て

まいるわけですけど、そのうちの一つに、農地・水・環境保全向上対策という制度が出

てまいりまして、そこの関係の水田また畑の面積によりまして、特に水田ですと１０ａ

当たり国から 2,200 円、県から 1,100 円、市町村も 1,100 円出して 4,400 円という費用が交

付されるというような制度が出てまいりまして、このお金を原資として地域ぐるみでで

すね、今までは農家だけというような部分もありました。特にまあ河川は皆で守ってき

たわけですけれども、新たなそれを守る組織をつくってやっていくということになれば、
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これが支援されるというような制度も出てまいるというふうに言われておりますので、

これらを活用して是非まあ水路・道路端の支障木等の除去等については対応してまいり

たいというふうに思っております。 
       それから、農地周辺の部分で、かなりその山林と隣接しておりまして、有害鳥獣の被

害の助長につながっておるんではないかというご質問かと思いますけれども、まああの

獣、いずれも憶病な動物でして、身を隠すところがないという状況になると、なかなか

そこの中へ入ってこれないというような習性があるというふうにお聞きをしております。

従いまして私共も、農地周辺の山については是非それぞれの最寄りの地主さん、また関

係の皆さんで除去をしていただきたいというふうにお願いをしておりますけれども、や

はりこのことは今後もお願いをしてまいりたいというふうに考えております。 
資金制度の内容はどうかというお話でございましたけれども、町長の説明にもござい

ました。特に流域広域保全森林整備事業というような事業が当面今の対象ということで

すけれども、これつきましては、目的ということになりますと、山を整備することにお

いて地域においしい水や快適な環境を確保するということ、これの国民の要請があるわ

けですけれども、このことに応えるためにそれをやっていくということであります。そ

れで事業主体は市町村とか森林組合の団体ということになっておりまして、１施業地が

一反歩以上そして事業主体がまとめて４ｈａ以上の団地を造って、事業量を作ってやっ

ていくという形の中で補助金が交付されるということですけれども、更にその補助金に

市町村が嵩上げをしておりまして、町長答弁の通りでございます。一反歩 1,000 円の個人

負担、１ｈａ 10,000 円の個人負担で、山主の方はその負担をしていただければ間伐がで

きるというような制度になっておりますので、森林組合と力を合わせまして極力これを

進めてまいりたいということでございますが、それではどのくらい実績があるのかとい

うご質問もございました。１４年からちょっと拾ってみましたけれども、１４年から１

７年までで私有林で約８０ｈａ、これらの事業を使って間伐しております。この他に町

有林が約２０ｈａということでございまして、４年間で約１００ｈａの間伐を進めてい

るという実態でございまして、まあこれは 1 年間に直すと２５ｈａということになるわ

けでございます。ただ森林施業計画というものが立てられておりまして、間伐は国も県

も最重点課題でありますけれども、この中では飯島では民有林が約３,０００ｈａあるわ

けですけれども、その中で１５年から１９年に間伐をしなくちゃならないということで、

計画されている面積が４８６ｈａということで約５００ｈａありますので、４分の１程

度、５分の１ですね、５分の１程度の実績ということになるわけでございまして、まだ

まだ一層進めていかなければならないという状況にあるということでございます。以上

です。 
 
内山議員    木の種類によってその掛かるか掛からんかということ、ちょっとうまく質問出来なん

だけど、そのことも聞きたい。 
 
産業振興課長  只今申し上げましたこの間伐っていうのはですね、この中では人工林、植えた木とい

うことになりますけれども、それらの内容特に飯島では檜、唐松等が多いと思いますけ

れども、人工林についてということでございます。 
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内山議員    それでは２回目の質問をいたします。 
それぞれ答弁をいただきました。私が今さら申し上げるまでもありませんが、樹木が

発散する酸素や香りには殺菌物質が含まれていると言われております。病原菌や細菌も

寄せ付けないと言われてもおりますし、森林は空気中の塵や煤（すす）も浄化して、フ

ィルターの役目を果たしていると、また人間が排出する二酸化炭素も吸収し浄化する力

も持っていると云われておりますが、その機能や効用を発揮するには、保全整備のされ

た森林でなければと云われています。われわれ人間が生活をする環境の中で、最も身近

にある里山の環境保全整備をすることが、今一番求められられている課題と私は思って

おりますが、町長の所感をお聞かせ願いたいと思います。 
また整備された森林は、風通しのよい環境の中で常にすがすがしい空気を居住空間に

供給をされております。環境整備ができたなら、この地を訪れる者がこの地に住居を構

える等も夢ではないと思いますし、人口増にもつながるのではないかと私は思っており

ます。今町では二つのアルプスの見える町に住んでみませんかという宣伝文句で、宅地

の売り出しを図っていますが、その遠くにある山並みを眺めることも結構なことでもあ

りますけれども、足元から広がる里山の自然に目を向け、その足元の環境整備こそが生

活空間を広げ、来て見て住んでみたい町となるような森林の管理をすることが必要だと

私は思っております。特に山林とは言いましても、住宅地が点在するその中にある山里

が一番そのことの効果が現れるんであろうと、そんなように私は思っております。また

その空間をきれいにすることで、そこに住んでおるわれわれも気持ちよく過ごせ、先程

も申し上げたように、有害の鳥獣も影を潜めていくんじゃないかと、今だんだんとその

「ズク」を抜かし、勘定にならぬからということで、管理を放棄してきた、そういった

結果が今のようにたくさんの有害鳥獣がはびこってきた、こんなことであろうというよ

うに感じております。 
また、保全整備資金の件でございますが、私が今まで申し上げたように、里山には栽

植した林ばっかではありません。雑木林が混在しております。先程の資金の形の中から

見てみますと、あの制度に合うようなところはあまりないんじゃないかと、そんな気が

してなりません。答弁でいただいたその資金はちょっと私の言っておる里山という考え

の中では通用しないのかなと、こんなような気がいたしております。それから先程の話

の中で、地域のコミュニティーの中でそういうものの整備をしていくことが、というよ

うなことが言われましたが、なかなかそのことは今でさえ自分の山が手入れができんと

いうような状況の中では、何らかのこの原資というか、少し助成金的な元がなければそ

の仕事もちょっと手つかずというような形になるんではないかなというように私は感じ

ております。そこでこの地域のコミュニティーを工夫の中で、生活環境の整備を考慮に

入れた何らかの資金なり、また補助金などの原資を創設したらどうかなとこんなように

思うわけでございます。このことはそれぞれこの趣旨に乗って賛同される方、それとも

う一つは広い話になりますけれども、今、通学道路等々の隣接の林野にも整備が行き届

いておらなんで、なかなか通学にも考えてしまうというような状態のとこもあります。

そういった皆さん方で少しづつでも資金を出し合うなりしながら、一度にはできません

ので、地域を選びながら少しずつコンスタントにやっていくことがこの町の環境、素晴

らしい生活環境が生まれてくるんであろうと、こんなように感じておるところでござい

ます。 
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林業の方から話を進めましたけれども、要は生活環境を良くして、そしてこの飯島町

に来て住んでみたいという魅力のあるまちづくりをしていくことが、若者の居住を云々

とか、それも大事ですけれども、自然環境が良くなってこそ初めてそこに人が寄ってく

るんであろうと、こんなように私は思っております。そんなことも併せて町長のご所見

をお願いをしたいと思います。 
 
町  長    この森林の持つ多面的な役割、水資源の涵養あるいはまあ災害防止、すばらしい環境、

それからお話にございましたように、健康に対するこの持つ大変大きな意義、それぞれ

お話のとおりでございます。加えてこの私どもの身近な里山の持つまた役割というもの

も、なかなかこれは得難い価値観のあることだろうというふうに思います。それはやっ

ぱり風致的な価値であり、またわれわれ住む人に安らぎを常に覚える、こうした素晴ら

しい環境づくりのためにも、一般の深い山の中と比べて、この身近な里山というものの

持つ価値というものは、また違った味のある価値があるだろうというふうに私も思うわ

けでございます。でまあこの里山というものを、常にまあ良好な管理のもとに、素晴ら

しい環境を維持し続けるためにはどうすればいいかということになるわけでありますけ

れども、やはり基本的にはこれは所有者の管理でお願いする以外ないわけでありますけ

れども、これまでもボランティア植栽のグループ等にもお願いしたりして、広域的にや

ってまいりましたし、また一つには学校の緑の少年団等も自分の自前の学校林等の手入

れをしながら、この山に対する考え方、想いというものを常に小さいうちからこの教育

の問題としてとらえて行ってもらうということも大事でございますので、そうしたこと

もそれに合わせてできるのかどうかということも、また学校側とも研究をしながら進め

てまいりたいというふうに思っております。いずれにいたしましても、この里山の私ど

も身近なこの山のついても、常にこの気持ちを込めた考え方をしながら、何らかのまた

一つの手立てを皆で考えるように、協働のまちづくりという一つの自助・共助的な一つ

の分野として捉えていくというふうに検討してまいりたいというふうに思っております。

でまああのこれに対する資金面、確かにこの高額補助の対象となり得るには、この里山

というものはちょっと馴染まないというふうに私も思っておるわけでございますけれど

も、まあ検討はしてみたいと思いますけれども、今ある、まちづくり交付金制度、これ

は先に通学道路等の支障木の除去、若干、面的な部分も含めてやっていただきましたし、

これからもしていかなきゃならんというようなことの中で、この制度が拡大的にひとつ

捉えられるのかどうかということも、ちょっとまた十分検討をして、前向きな形の中で

ひとつ検討してみたいというふうに、課題として、ご提案でございますのでお聞きをし

ておきたいと思います。以上でございます。 
 
内山議員    いろいろとご答弁をいただきました。一番私が危惧するところは、この整備のための

資金、このことに尽きると思います。それぞれの気持ちを同一に思った皆さん方の中で、

そういった基金造成ができたら、これが最高だなと、こんなように思っております。一

気には全町のそういった所ができんかもしれませんけれども、コツコツと少しずつそう

いう整備を進めていくような、ある程度ボランティア的なそんなことも感じております。 
ちょっと蛇足になりますが、先だってのコスモスのボランティアということで、コス

モスの花畑に朝づくりに出て行きましたけれども、大勢の皆さん方が、ちょっとの間に



 - 9 - 

あれだけの広い花畑をきれいに除草した、ああいった姿、あのような形の中で、少しず

つみんながその気になって手間を出し合ってやっていくならば、まずもってその生活空

間の中に入るぐらいの山は、ぼつぼつ整理ができていくんじゃないかなとこんなことを

思い、そんな形が創設できればありがたいなということで、提案として質問を終わりた

いと思います。 
 
議  長    ８番 坂本紀子 議員 
 
８番 
坂本議員    前回の一般質問での、健康で安全な食についてと、広い範囲での質問でしたので、今

回具体的な政策ということで、厚生労働省より平成１７年７月食育基本法が施行され、

食育推進会議から１８年３月３１日に出された食育推進基本計画について、この飯島町

での今後の取り組みについてお尋ねします。これらは大きく 4つに分かれています。 
第１として、食育の推進に関する施策についての基本的な方針として、国民の心身の

保健の増進と豊かな人間形成、食に関する感謝の念と理解、食育推進運動の展開、子供

の食育における保護者・教育関係者等の役割、食に関する体験・活動と食育推進活動の

実践、伝統的な食文化・環境と調和した生産等への配意および農山漁村の活性化と食糧

自給率の向上への貢献、食品の安全性の確保等における食育の役割、となっております。 
第２としては、食育の推進の目標に関する事項とあり、考え方目標値が設定されてお

ります。朝食を欠食する若い世代、特に２０歳から３０歳代の男性ですが、平成１５年

度では菓子・果物などのみ、錠剤などのみ、何も食べないに該当する人が２０歳代で３

０％、３０歳代で２３％とあり、平成２２年度までにいずれも１５％以下とするとあり、

また学校給食における地場産物を使用する割合を平成１６年度で食材数ベースにおいて

２１％なのですが、それを平成２２年度までに３０％以上とするとあります。 
第３として、食育の総合的な促進に関する項として、家庭・学校・保育所等における

食育の推進、地域における食生活の改善のための取り組みの推進、生産者と消費者との

交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等、食文化の検証のための活動への

支援等、食品安全性・栄養その他の食生活に関する調査・研究、情報の提供および国際

交流の推進、とあります。 
また第４として、多様な関係者の連携・協力の強化、都道府県等による推進計画の策

定とこれに基づく施策の促進となっております。すでに保育園・小学校・保健センター

などいろいろな形で取り組まれているとは思いますが、その中で特に推し進めていくべ

きことは、または現在の段階で抜け落ちているところは何なのかお尋ねします。 
前回の質問の中で健康ということで肥満・生活習慣病に対しての取り組みはわかりま

したが、食は基本的には一人ひとりの判断によって食品を選び、調理し食欲という名の

下に食べられる、決して強制を伴うものではありません。がしかし、食べなければ人間

は死んでしまうという基本的なところで、とても重要な位置を占めています。食品のあ

るいは食材の安全性に関する基本的な知識について、高齢者の人たち、妊産婦、栄養士

や学校の先生、保育士、行政に携わる人々、保護者の人々、子供たちに生産者の人々に、

また外食産業や食品製造業に携わる人々にどういった形で進めていくのかそれぞれ担当

課長にお聞きします。 
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環境と調和のとれた農林漁業の活性化の中で、バイオマス利用が出てきています。料

理した食べ物をすべて食べてしまったとしても食器を洗う際の台所排水があります。こ

れは下水道につなぎ込まれれば、前日の下水処理場のお話の中では、汚泥となり、バク

テリア分解で汚泥土となることがわかりますが、人口の多い東京ではこれをタイルのよ

うに固めて住宅の周り、公園の歩道などに使っております。これは浸透性のあるタイル

ですが、企業を巻き込んでのリサイクルになります。現在この汚泥土はどうなっている

のでしょうか。 
       また学校、福祉施設、飲食店、会社、家庭で出される生ごみ、廃油あるいは食品製造

業からの生ごみ、鳥・豚・牛などを飼っている畜産業者から出る糞尿は現在どういった

形で処理されているのでしょうか。また、バイオマス事業に関しての取り組みをお尋ね

したいと思います。 
 
町  長    それでは、本定例会の最後の一般の質問でございます坂本議員の質問にお答えをして

まいりたいと思います。 
食育推進基本計画の取り組みについて関連して何点かのご質問をいただきました。総

括的に私の方からお答えをして、それぞれまた現場的な対応等につきましてはそれぞれ

担当課長、次長の方からお答えをさせていただきたいと思います。 
まずお話にございましたこの国が推進計画を作成をいたしまして、実施している都道

府県の割合を平成２２年度に１００％、市町村レベルでは５０％以上を目指すという設

定目標が出たわけでございますけれども、これに対して町としての取り組みはどうかと

いうご質問でございます。 
現在飯島町として実施をしております、この食育という面でございます。飯島町健康

づくりの計画それから母子保健計画、更には次世代育成の支援対策におけますこの飯島

町の行動計画、これらの計画の中でそれぞれ取り組んで推進をしておるところでござい

まして、健康づくり計画の最終年度は、たまたまこれは合致して２２年でございますの

で、現在の推進経過を踏まえて、次期計画には飯島町の食生活の現状を分析した新たな

対策を盛り込むように考えておるところでございます。現在子育て講座それから乳幼児

の検診、育児相談、訪問指導等の機会を捉えて、若い親の皆さん方の世代に食の知識の

普及というものを積極的に行っております。また食育を広める地域のボランティアとし

ての町の食生活改善推進協議会の皆さん約８０名ほど活動をされておりますけれども、

耕地の健康推進委員さんの活動とともに、草の根的な活動として生活習慣病予防等の食

育につながる教室講座等を随時開催をして、成果を得ておるというふうに考えておりま

す。今後とも行政と地域の両方が手をつなぎ合って、今後とも現実的な対応をしながら

食育推進に努めてまいりたいというふうに思っておるところでございます。 
次にこの食品の安全性に関する基本的な知識、この普及をやはり平成２２年度までに

６０％とするという国の目標数値が設定をされました。これについて町の取り組はどう

かということでございますが、飯島町といたしましては、今お答えした内容も取り組み

に合わせまして、現在も個人としてできる食品の安全性の知識普及というものを実施を

してきております。これからも食品の購入段階での知識として、食品添加物等の知識の

問題、また調理の時点での安全性としての食中毒予防の知識も含めて普及をしてまいり

たいというふうに思っております。６０％の目標を超えた知識の普及を目指して、学校
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や公民館活動、健康推進委員の活動、それから食生活改善活動とも相俟って、一層の連

携をして活動をしてまいるように努力をしてまいりたいと思います。 
それから最後に、バイオマス利用・食品リサイクル、いわゆるまあ資源再生的な循環

型社会の構築を目指した関連の質問で、町の考え方はどうかということでございます。 
       平成１８年の３月この３月３１日に国の閣議決定をされました「バイオマス日本総合

戦略」というのが出されました。地域で発生・排出をされるこのバイオマス資源という

ものをエネルギーや工業用の原料、更にはいろんな素材・材料などに製品転嫁して変換

をして可能な限り有効活用をするこの循環型社会への実現へ移行していくということが

強く打ち出されてきたわけでございます。こうした中で国や各企業いろんな企業・メー

カーも、特にまあ安価でクリーンなエネルギー開発に向けて、現在活発にこの開発が進

んでおるということでございまして、町といたしましてもまあ身近な至近の最近の例と

いたしまして、食用油の廃油利用による粉せっけんの製造が、いいちゃんまちづくり協

議会等をはじめとして、町内の有志団体・地域の皆さん７０名余りの組織によって、い

よいよ組織的にもまたこの製造としても発足をしまして、現在、製造の取り組みが進め

られて始まりました。ご承知のとおりかと思います。町といたしましてもこの宝くじ財

団の地域振興基金の補助という形でこれを受けまして、機械を購入してこれをこの団体

に貸与をして、側面支援をしておるという状況にあるわけでございます。これまでの関

係者の皆さんの研究や取り組みに敬意を表しながら、坂本議員も責任者の一人として取

り組んでおられるわけで、大変まあご苦労も多いかと思いますけれども、ぜひ頑張って

いただきまして、この粉石鹸が広く住民に利用され普及され活用をされることを大いに

期待をしておるわけでございます。限りある資源を有効活用するためにも、この循環型

社会の構築に向けて、町といたしましてもまた広域的に、広域連合などと共に一緒にな

って研究をして、ごみの広域有料化施設の問題もございます。今後資源の有効利用がで

きるような方策を共々に検討努力を重ねてまいりたいと思いますので、是非ひとつご理

解ご協力をいただくようにお願いを申し上げます。第１回の質問に対してお答えといた

します。 
 
住民福祉課長  それではお答えさせていただきます。私の方からは２点の関係ですけども、一つは特

に推し進めている内容はどういうことかということでございます。これにつきましては

平成１５年から平成２２年度までの飯島町健康づくり計画という計画がございます。そ

の中で特に栄養・食生活これについての具体的な記述があるわけでございます。そうい

った中で、目標としてはバランスのよい食事を摂る、また知る、そういった機会をつく

ってくだとか、または一人ひとりの 1 日の食塩の摂取量の関係とか、また自分の適正な

体重を知るとか、そうして食事の適量を知るんだというようなこと、また身近な食材を

使い心の通う食卓をつくる人を増やすと、こういうような目標を掲げてございます。そ

の中で具体的に先ほどの内容でありますけれども、特に一つとして、バランスのよい食

事を知る機会というようなことでありますけれども、これは母親学級とかまたそういっ

た中での食事調査、こういったものの結果でございますけれども、たんぱく質とかまた

緑黄色の野菜こういったものの摂取が少ないということです。でこれは特に昼食ですね、

これに少ないとか、そういったことも言われております。また例えば３歳児健診の中で

主食でありますけれども、これが乳製品が不足しておるとか、そしてまた甘いものです
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ね、こういったものが増加しておると、また野菜嫌いこういった訴えが多いとか、こう

いうふうな具体的な内容もあるわけなんでございます。またこういったことについて指

導を進めておるということでございます。改善について指導を進めておるということ。

また食塩の関係につきましては、これももう食塩については減塩運動ということで積極

的に進めておるということであります。また身近な食材を使った心の通う食卓をつくる

と、またこれについては郷土色の食材、郷土の食材ですね、また料理を自分で作る体験

とか、また、新しい食卓、まああの楽しい食卓を囲む習慣こういったようなことでです

ね、食について親しみを持っていくと、こういうような指導をしておるということでご

ざいます。こういったことで全般では内容的にはこういったことを母親学級というか、

また保健センターの中の各種学級の中、肥満の講座こういったものの中で実施をしてお

るとこういう内容でございますのでお願いをしたいと思っています。 
 
坂本議員    安全性についてはどうなんです。食品の部分について。 
 
住民福祉課長  ええ、食品の安全性等につきましても特に栄養士を中心にしまして、その都度指導を

しておるとこういうことございますのでお願いをしたいと思ってます。そしてもう一つ

はいわゆる食品のですね廃油とかごみの処理ですね、生ごみの処理の関係こういったこ

と具体的にどうかということであります。廃油につきましては先程町長説明のとおりで

ございまして、あと、ほとんどは残念ながら現状では処理業者にお願いをしておるとい

うこと、またごみの関係につきましても全体的にはいわゆる収集業者にお願いをしてお

るということでございますが、一部飼料等に使っておる事例も見られます。以上です。 
 
産業振興課長  私の方は２点でございますけれども、まずあの糞尿の処理はどうなっておるのかと、

家畜の糞尿ですけれども、農業をやっていく上うえでこういった堆肥は非常に有効で必

要なわけですけれども、残念なことに飯島町畜産農家が非常に少ないという状況になっ

てきております。従いましてこの処理は２つの方法ということで、ひとつはまあ自己で

堆肥にして自分の圃場に使っているということで個人処理というふうになると思います。

また一部の方につきましては本郷に堆肥センターがあるわけですけれども、そこの資源

として持ち込んでいただいているものがございます。ここの原料の主なものはキノコの

残砂、また家畜の糞尿・もみ殻等でございます。年間約６００トン程度がここで処理さ

れているということですけれども、その堆肥は町内の農家に配られて、圃場に戻されて

いくという形になっております。 
次にバイオマス利用でございますけれども、特にバイオマス利用という形の中でご報

告できる段階に立っているのは、上伊那森林組合が実施をしております森林バイオマス、

いわゆる間伐木等をバイオペレットということで成型し直しまして、このもので木質バ

イオストーブまたあのボイラー等の燃料にということで活用しているということが実際

の段階で活用されております。 
役場の中にもですね、学校、そしてまた農村センターの方にこのストーブが入ってい

る状況になっております。そういうもので普及をしていきたいという考え方をしている

わけでございます。以上です。 
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教育次長    学校におきます食生活、食育の関係でございます。これにつきましては、一つは好ま

しい生活習慣の形成、といった意味で、今お話のございましたように、朝食を食べない

子供たちがいると、こういったようなことから国民運動として「早寝・早起き・朝ご

飯」これに加えることの、朝、便をして、快適な気持ちで学校へ来ていただくことが、

一番集中力を高め学力の向上にもつながると、こんな風に言われておりまして、この

「早寝・早起き・朝ご飯」、好ましい生活習慣の形成、こういった内容については学校

を挙げて取り組んでまいりたいと。またこれらについては学校に就学する以前からも生

活習慣としては必要なことでございますので、そういったものを皆さんに普及をしてい

きたい。こういったことございます。 
       それから地産・地消の関係でございますが、現在学校給食におきます地産・地消につ

きましては、特に主食である米につきましては、上伊那産の米を使って、週３日現在ご

飯の日を設けているわけでございますけれども、これつきまして、もう１日程度増やせ

ることができないかと、こういった検討を現在行っております。また月一回の地域食材

の日を設けまして、この日はその食材をどこから調達をして調理をしていると、まあこ

ういったようなことについての知識の普及を図りながら、そういった日を設定をして食

材を意識して使っていると、こんなような取り組みも現在行っております。それから献

立の公開という点でございますけれども、最近アレルギー、食に対するアレルギーの子

供さんたちもだいぶいらっしゃいますし、親と共同をして食育をすると、こういった意

味においては学校給食は３食のうちの１食でございますので、献立の公開をして親に献

立の内容をお知らせすることによりまして、子供たちの総合的な食育を図っていきたい、

こういったようなこと、それからこの食育が出ましてから学校における栄養士の立場、

これが実は学校教育法が改正をされまして、栄養教諭というのを今後は配置をしていく

という段階になっておりますけれども、まだそういった体制を作るには、しばらくの時

間が必要でございます。そういった意味で、現在飯島町では栄養士に対して非常勤講師

の発令を行っておりまして、給食センターに所属します栄養士を三校の非常勤講師とし

て学校の授業の中に取り組める教員としての立場を与えまして、授業の中で栄養士が子

供たちに食育の大切さを教える、そういった取り組みができるような体制を整備してお

ります。それからあと生ごみ・廃油の処理の関係でございます。生ごみにつきましては

現在、産業廃棄物としてのまあこの役場の施設等から、公共施設等から出る処理と一体

的な処理を行っておりまして、これにつきましては、広域連合の計画の中でも今度作る

新しい焼却炉につきましては、公共施設から出る生ごみについてはそれぞれの自治体が

責任をもって処理をするというような計画になっておりまして、そういった広域が整備

をするまでには自家処理の方法を確立すると、こういったことが求められている内容で

ございますが、給食センターといたしましては単にそういった体制をつくるだけではな

くて、給食の調理から出る廃材、まあこういったものはやむを得ないわけでございます

けれども、給食の食べ残しという残菜の部分につきましては、なるべく減らす方向が、

どんな方向がいいかとこういったことは、常々学校の先生たちと２ヶ月に１回給食献立

検討委員会を開きまして、献立の検討から、子供たちが食べやすい給食こういったもの

を検討しながら残菜を減らしていくと、こんなような体制をとっております。それから

廃油につきましては先程町長の方から答弁がありました、「手作り石鹸の会」こちらの

方でもこの給食センターの廃油を活用をいただけるというようなことが出てまいりまし
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たので、現在これにつきましては業者処理に任しているところでございますけれども、

今後についてはそういった部分で、リサイクルのラインに載せていただけるものと期待

をいたしているところでございます。以上でございます。 
 
建設水道課長  私の方は、でございますけれども、汚泥の処理ということでございますけれども、公

共下水道の汚泥につきましては今、民間で処理をしております。その処理方法につきま

しては、処理した後のものについては民間で建設資材、またあの議員が申しましたよう

に、レンガ等の業者と提携をもってやっているというように聞いております。またあの

農集排の汚泥につきましては、飯島・駒ケ根・中川で共同で持っておりますコンポスト

の部分でありますけれども、処理場で処理をして土壌改良としてのものを、各処理場で

処理をしているということでございますのでお願いをしたいと思います。以上でござい

ます。 
 
坂本議員    栄養をバランスよく摂るということは、今の答弁の中でも、いろんな形でおっしゃら

れましたけれども、されているということでよく分かりました。この飯島町に住んでい

ると空気も水も景色も美しいので、日々の生活の中で、安全で安心な食品を選ぶという

意識が薄れてしまうということは間々あるかと思われます。都会に長年住んでいると空

気も水も汚れ、景色もビルだらけなので、せめて高くても安全で安心できる食べ物を食

べようとします。それでもストレスで病気になる方も多いのです。現在の忙しい生活の

中では食事にさえも便利さを求められ、また経済が安定していなければ食物にも安さを

求められてきています。その中で食物に対する考え方も大きく歪んできていると思いま

す。大量生産で短時間に野菜や米を作ろうと思えは、農薬と化学肥料は使わざるを得な

いし、食材も加工品には添加物を加えなければ日持ちはしない、あるいは大量に作るこ

とができないということになってしまいます。とにかく生活の中には薬がどんどん入っ

てきていると言ってもよいくらいの毎日です。何をどう選んで生活していくかは個々の

考え方になりますが、その基本というべき薬物に対する知識を、学校でまた職場で行政

の中で家庭の中で取る必要があります。薬は食品として医薬品として口から食べられる

場合もありますが、洗剤、化粧品、毛染め剤、歯磨き粉などは皮膚から体内に取り込ま

れていきます。髪の毛を黒色系に染めるために必要なパラフェニレンジアミンＰＢ D は

強いアレルギー反応を起こし、２０年以上続けている人はリンパ腫を発症することが多

いそうです。また、ヘアーマニュキュアに使われているタール系色素は化粧品の着色に

も使われていますが、発ガン性物質でもあり、皮膚障害を引き起こします。それぞれ染

色剤の浸透を助けるために合成界面活性剤が含まれていて、これは頭皮の細胞を破壊し、

化学物質が入りやすい状態になり、ますます身体には悪いこととなります。薬学博士に

よって書かれている、飯島町の図書館にはないんですけれども、ここにちょっと持って

まいりましたけれども、こういう「桂皮毒」という形で本が出ておりますけれども、こ

の中には食品添加物の害とか、薬の害がいろいろと書かれております。是非飯島図書館

にも入れていただいて、多くの方に読んでもらうことを進めていただきたいと思います。

また食品添加物の毒性や発がん性のテストは、現在ネズミなどの小動物を使って繰り返

し行われていますけれども、例えばＡという添加物を１００ｇ、ネズミに使ったら死ん

でしまった。では人間ならばどうなのかと申しますと、１００分の１として１ｇまでに
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しておこうというもので、国の基準だからといって完全に信頼できるものではないと、

これを使っている添加物会社の社員が言っております。多くの人に薬物に対する知識を

持ってもらい、正しい使い方と共に、なるべく使わないように気をつける生活をすると

いう、いろいろな方向、あるいはいろいろな立場から啓発していってもらいたいと思い

ます。特に妊産婦・幼児・小中学生は大人より成長期にあたり人体に取り込みやすくな

っているので、食材選びにはくれぐれも注意して、学校給食でも給食費の枠を超えたと

しても安全性を優先に考えてもらいたいと思います。保護者たちからは現在食事の内容

についてはいろいろ意見が言われているようですけれども、食材の安全性の面での意見

は聞かれないということでしたが、行政側から率先して食材および食器の材質、また洗

剤の種類などもう一度検討されたいと思います。その点はどう考えておられるか担当課

長にお聞きしたいと思います。 
 
教育次長    それでは２回目の質問に対する、学校関係の答弁をさせていただきたいと思いますが、

先ず最初に、図書館における本の購入でございますけれども、この部分についてはリク

エスト購入という制度がございます。こういった本を購入してほしいという希望を出し

ていただきまして、それを審査をした上で必要と認めた場合にはその書物を購入し、み

んなの読者に提供してまいる、こういった制度でございますので、是非議員さんの方か

ら提案をいただいて、そういった形の中でその書物を図書館に置くような手続きをお願

いできたらと思います。 
それから給食費の枠を超えても安全性を確保すると、こういった点についてはですね、

給食費はその、調理に要する費用は町の方の費用、それから食材に要する費用は保護者

の負担ということで行っておりますので、まあ、あくまでもそういったご理解をいただ

く中で、給食費の範囲内でそういったものを追求していく、こういったことが基本原則

でございます。安全性につきましては特に毎年行います給食センター運営委員会の中で、

その安全性の追求についての基本的な項目についてご了解をいただいた中で、毎日の献

立に反映をさせていただいております。例えばＢＳ E の問題が起きて以降、牛肉につい

ては学校給食では一切使っておりませんし、それから国内産の副材、まあ野菜等の購入

にあたりましては現在箱ごとの購入ということ行っておりまして、箱にその産地が記載

をされているわけでございます。そういったもので国内産のものであるということを確

認しながら使用をしている、発注の際もそういった点については十分配慮していくと、

こういったような安全性についての配慮をしながら食材の購入を行っているところでご

ざいますのでよろしくお願いいたします。 
 
坂本議員    現在の給食センターの状況は、私も調べましたけれども、なるべく野菜に関しては地

産・地消と言うこともありまして、地元のものを使うようにはなっておりましたけれど

も、もう少し、前回の一般質問でも言いましたけれども、まあレベルが高いっていうこ

とは、農業生産者の方からすると学校給食のレベルが高いということを言って、なかな

かそういう点で、量とお互いの相違のところで重なるところがまだまだ少ないように思

われますので、今後そういう点を生産者側それから消費者というか給食だけではなく、

一般の消費者側との重なりを追及していってもらいたいと思います。 
それと、あと、その食材と、もう少し具体的に言いますと、調味料という点で見ます
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と改善してほしいという点は食塩、小麦粉に関しては国内産だけっていうわけにはいか

ないということで、国内産小麦粉の内容量は国内産が１０％、オーストラリア産が９

０％ということになっております。で、これはパンではなくて調理用として使う小麦粉

ということでありました。それで砂糖ということになって、砂糖は一般的にあの白い砂

糖になりますけれども、それを自然の砂糖ということになると非常に高くなると思うの

で、せめて食塩が塩化ナトリウム系の精製された食塩を使っているので、その点をもう

少し海の塩みたいな、現在とてもあの、調味料関係は一般の消費者でさえも選んで買っ

ているような状況にあると思いますので、食塩は大量に使うものではないと思いますの

で、是非、自然塩に換えていただけるようにお願いしたいと思います。 
       それとともに、廃油を使って粉石鹸を作るということで立ち上げておりますので、行

政の中でも一般的な合成洗剤とかを使っている、例えば台所の洗い物とか、それからち

ょっと手を洗うときの石鹸とか、それから給食センターの中では暇をみては廃油で自分

たちで石鹸を作っているということでしたけれども、それ以外のいろんな機関では、で

きたら合成洗剤ではなく、合成洗剤の危険性は先日の粉石鹸を作る会で私が少し作った

んですけれども、今ここには写真がないのですが、脱脂綿の中に上に合成洗剤とそれか

ら粉石鹸を同量水に溶いて、溶かした溶液を作りまして、底に２０日大根の種を蒔きま

した。それが３日ぐらいすると、同じ数だけ蒔いたのですが、３日ぐらいすると発芽し

てきますが、合成洗剤の方に関しては種は割れましたけれども、発芽という形で芽が出

てきたのは一つもございませんでした。 
それで、粉石鹼の方は種が割れて発芽してきて、５日ぐらい経ちますと緑の葉っぱが

出てきました。確かに全部が粉石鹸も発芽して芽ができたわけではないのですけれども、

実際やってみるとそれだけの差が出ているということで、界面活性剤の害というのがそ

こに現れてきていると思われますので、なるべくこれから行政機関の中でも粉石鹸を使

うような方向で、いろんな立場の方たちがそれを一緒に協力して行ってくれたら良いか

と思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。 
 
議  長    以上で本日の日程は終了しました。これをもって散会とします。ご苦労様でした。 
          
 

午前１０時２８分 散会 
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本会議開会 

 

開  議    平成１８年９月２２日 午前９時１０分 

議  長    おはようございます。 

        町当局並びに議員各位には、大変ご苦労さまです。 

        本日をもって今定例会も最終日となりましたが、会期中はそれぞれ委員会において、付

託案件につきまして大変ご熱心な審査にあたられ、感謝を申し上げます。 

        去る１３日の本会議において付託した決算７議案について、各委員長よりお手元に配布

のとおり委員会審査報告書が提出されております。 

        本日は、委員長報告に基づく審議を願うことになっておりますので、議事運営の諸ルー

ルに則り、慎重にご審議の上、適切な議決をされますようお願いをいたします。 

        定足数に達していますので、これより本日の会議を開きます。 

        本日の議事日程については、お手元に配布のとおりです。 

 

議  長    日程第１ 諸般の報告を行います。 

        本日、内山淳司議員より議案１件が追加提出されております。 

        森岡議員から一身上の都合により欠席する旨、通告がなされております。なお、飯島町

選挙管理委員及び同補充員の選挙については本日の会議で行います。 

これで諸般の報告を終わります。 

 

議  長    日程第２ 第５号議案 平成１７年度飯島町一般会計歳入歳出決算認定について。 

        日程第３ 第６号議案 平成１７年度飯島町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に 

ついて。 

        日程第４ 第７号議案 平成１７年度飯島町老人保健医療特別会計歳入歳出決算認定に

ついて。 

        日程第５ 第８号議案 平成１７年度飯島町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て。 

        日程第６ 第９号議案 平成１７年度飯島町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定

について。 

        日程第７ 第１０号議案 平成１７年度飯島町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

認定について。 

        日程第８ 第１１号議案 平成１７年度飯島町水道事業会計歳入歳出決算認定について 

        以上決算７議案を一括議題といたします。 

        本案については、各常任委員会に審査を付託してありますので、各委員長から一括議案

審査報告を求めます。 

        松下総務産業委員長。 

 

総務産業委員長    それでは総務産業委員会の委員会審査報告を申し上げます。 

        去る９月１３日本会議において本委員会に付託されました第５号議案平成１７年度飯島
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町一般会計歳入歳出決算認定について分割付託分、第９号議案平成１７年度飯島町公共下

水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、第１０号議案平成１７年度飯島町農業集落

排水事業特別会計歳入歳出決算認定について、第１１号議案平成１７年度飯島町水道事業

会計歳入歳出決算認定について、につきましては、９月１５日及び１９ ・２０日に委員

会を開き、説明員として関係所管課職員の出席を求め、内容を慎重審議した結果お手元の

報告書のとおり、第５号議案については認定すべきもの、第９号議案については認定すべ

きもの、第１０号議案については認定すべきもの、第１１号議案については認定すべきも

のと決定しましたので、ご報告いたします。 

        なお審査の経過、その過程に出された意見について、以下申し上げます。 

        交通事故が多発している。シートベルトの着用率が飯島町は県下でワースト８位である

が、その理由は何かということで、おおむね助手席に乗っている人が、やっていないケー

スが多いということであります。公務員の飲酒運転に対する実例と今後を含めた職員の処

分についての質問に対して、職員には毎週注意をしている。もし飲酒運転等があれば一応

懲戒免職ということも考えているということでございます。飯島町のホームページはデー

タの更新が早く好評である、これは県外からの意見であります。またこの半面少し遅くな

ったという意見もあるということでありまして、中身については常にタイムリーでなくて

はならないと考えているということでありました。庁内ＬＡＮの経費が多額だがその理由

についてはということで、サーバー入れ替え等にお金がかかるということでありました。

職員の研修派遣制度の効果はということで、職員研修で「こまくさ園」「石楠花苑」等に

体験研修をしたらどうかという意見がありました。倒壊防止対策事業の予算減額理由と耐

震化の補助はあるのかということで、補強工事の場合は一軒 200,000 円ということで、減

額予算は診断の方に回したということでありました。それから第６砂防堰堤について１８

年度７月の集中豪雨被害防止に効果があったと思うかどうかということで、あったと思わ

れるということでした。 

        自立元年、行政改革を行っている中、各種繰出金が増加している。今後、七久保公共下

水道事業の推進が必要であり、財政負担が強いられるのは、この現況をどう乗り切るかと

いうような質問もございました。 

        平成１７年度は自立元年としての予算執行がなされ、理事者、議員、職員の給与削減や

庁舎管理など物件費の節約が行われ、歳出では普通建設事業も前年より 100,000,000 円余

増加し、住民要望の高い事業が推進されました。結果、繰越金が 120,000,000 円となり平

成１８年度一般会計補正予算が編成され、本９月議会で議決されました。将来を見越して

の基金積立や、住民要望の多い消防施設や交通安全対策施設や防犯施設の増額、現物支給

を含めた道路・水路改修事業への増額や、公民館施設の修繕など盛り込まれ、繰越金が有

効に活用されることとなり、評価をしますということです。また人件費・物件費削減は評

価する。経常収支比率は依然高いので改善が必要と思われます。ＩＴ機器について維持費

もかかるが有効活用されたい。また人事管理として人事評価制度など導入し効果を上げら

れたい。平成１７年度は農業担い手法人３社設立、大豆とソバの調整施設の導入、内堀醸

造株式会社の誘致などを評価するとともに、町有林の列状間伐などにより森林資源の活用

と森林保全などの取り組を更に推進されるよう要望するということです。 

        役場に来易くする職員教育や、適材適所への人事をしてほしい。また町の活性化対策と 
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してコスモ２１などと住民共働で空き店舗を活用したらどうかという意見もありました。

苦しい財政事情の中で行ってきた事業としての内堀醸造株式会社の誘致、本郷ふるさと農

道、東部保育園などの苦労と結果を町民に知らせるべきではないか、というご意見もあり

ました。 

 また特別会計について申し上げます。公共下水道事業、農業集落排水事業について脱水

汚泥処理費についてかなりの金額だが、ということで、つなぎ込みが進めば金額は当然多

くなるというお答えでした。繰出金が多くなるが経費の節減等考えているかについては、

合併浄化槽等に切り替えたり、加入促進を図っていくということです。町の財政負担にな

っているので、なお一層の努力をということでありました。 

 水道事業会計については、給水件数が増えたのはアパート関係かということで、人材派

遣会社の関係が増えているということです。不納欠損金 134,000 円の理由はということで、

連絡が取れない人とか、もう既に亡くなってしまった人がおるということでございます。

石綿管の布設替えはという質問に対して、延長が１２１ｋｍのうち２１ｋｍ布設替えがで

きているということでありました。安全な水を供給するため最新の配水池も完了した。安

定した事業会計に努力されたいということです。 

以上で報告を終わります。 

 

議  長    これから委員長報告に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 （なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

        総務産業委員長自席へお戻り下さい。 

     平沢社会文教委員長。 

 

社会文教委員長  それでは社会文教委員会の委員会審査報告を申し上げます。 

        去る９月１３日の本会議において本委員会に付託された第５号議案平成１７年度飯島町

一般会計歳入歳出決算認定についての分割付託分、第６号議案平成１７年度飯島町国民健

康保険特別会計歳入歳出決算認定について、第７号議案平成１７年度飯島町老人保健医療

特別会計歳入歳出決算認定について、第８号議案平成１７年度飯島町介護保険特別会計歳

入歳出決算認定についての議案審査につきましては、９月の１５日及び１９日と２０日に

委員会を開き、説明員として関係所管課職員の出席を求め、内容を慎重に審議した結果、

お手元の報告書のとおり、第５号議案については認定すべきもの、第６号議案については

認定すべきもの、第７号議案については認定すべきもの、第８号議案についても認定すべ

きものと決定したので報告致します。 

        なお、審査の経過、その過程に出された意見について、以下申し上げます。 

        最初に、安心安全の環境づくりについて教育委員会の取り組みの質疑については、上部

団体の県民会議が主となって取り組んでいるので、全県的な運動に展開している。町とし

ては近隣市町村と連携して県民会議と足並みをそろえて活動している答弁がありました。

また奨学基金に対しては 5,000,000 円の基金では貸付額より償還額が少ないと条例改正も

考えなければならない。現状では大学生で３人分位しか運用できない状況、Ｂ＆Ｇ海洋セ
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ンターも健康づくり等で活用しているが、利用対策は厳しい状態にある。他の関連施設も

含め、ふるさとづくり計画に基づき指定管理者制度の導入等、今後一層の配慮が必要であ

る。教育・福祉はすぐに結論の出る問題でなく目に見えない部分が多い。少子高齢化対策

を視野に入れ、中身の充実を図り、一層の対応が不可欠で、政策的な支援も今後は必要で

あると建設的な意見もありました。 

        住民福祉については、独り暮しが高齢者の人口に対して福祉の利用率が低いのは、また

高齢者と老人の線引きと、高齢者世帯の取り扱いについての質問には、６５歳上の独り暮

しの健常者もカウントされている。高齢者と老人は老人福祉法で使い分けしているとの答

弁がありました。千寿荘の今後の方向づけと併せ、老人クラブの活動助成のあり方につい

ては、千寿荘は現在委託業務で行っているが、生きがいデイサービスと合わせ利用をして

いる。老人クラブについては組織団体に入っていないと連合体と認められないために、補

助金の対象にならない。税の収納対策について不納欠損の状況は、県下でも飯島町は外国

人登録が７２４人とトップの状況、不納欠損は外国人で住所不明者に限られている。国保

の外国人加入者も増えているので、今後財政面においても大きな問題が起きないうちに速

やかに最善の処置を講ずる必要があるとの意見もありました。 

        第６号議案につきましては、加入者が世相を反映して増加している。国保税の収納率は

平成１６年の９２．６％から平成１７年度は９１．９％と低下の一途にある。収納率がな

ぜ低いのか抜本的な解決策が必要であり、計画的な推進実施を求める意見がありました。 

        第７号議案につきましては、介護保険の改正が平成１８年４月から実施されている。飯

島町は要介護１ ・２で５０％を占めている。利用率が下がったのは短期の場合の日数が

減ったため。新しい制度を理解して良好な運営を望むとし、介護給付費が増えている。関

係、係を結集して健康な体づくり等、予防知識の普及に努める必要があると、多くの意見

がありました。 

        第８号議案につきましては、これに該当なさる人たちは今の世を支え繁栄してきた人達

なので、保障と快適な生活の確保には一段の力を注いでもらいたい。滞納者については納

税相談で計画的な執行を望む意見が付されました。 

        総合的な意見といたしましては、１７年度の予算執行に当たってどのように評価し、今

後の重点的に考えていることは何か、の意見に対し、福祉面では金品給付を改めて平成１

８年度は資質の福祉に向けての対応が必要。個人負担の量が増える傾向にあるので対策を

講じる必要がある。教育面では教育改革が進んでいる昨今、教職員の削減を余儀なくされ

ている。地域との連携が大事。就学前教育の大切で、これらの問題として対処していかな

ければならない。小学校と給食施設の耐用年数から必要が迫られている。安全安心の面か

ら「早寝・早起き・朝ご飯」の徹底に努めている。社会教育面の充実の必要性も感じてい

る。との答弁がありました。 

        また国保関係について、一般企業に勤めている人の対応について、年金のシステムから

経営者にも予防知識の啓蒙をしていく手立てと、その把握の考え方に対しては、平成２０

年から検診制度が変わる。保険者がより充実できるよう町がどう対応するか、これからの

問題として検討しているとの答弁がありました。自立元年から第三の自立に向けての、ふ

るさとづくり計画に対して、事業に対して執行率は計画に従った形でできたのか、の意見

には、福祉関係では、ふるさとづくり計画はクリアしている。子育て支援や金品給付に対
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しても苦情はない。教育関係では使用料の改定はご理解をいただいている。個々の計画は

これからの問題として考え、厳しい選択が必要となる。施設管理の面では使用者に切り替

えている答弁があり、職員の削減で事務量が増えると思うが、現場の問題として今後の対

応については、事務事業の合理化と臨職で対応し、住民サービスが低下しないよう心がけ

ていくとともに、すべての理事者を含めて１００人体制になるので、異動の対応と人事の

難しさが指摘される。生涯学習等はリーダーの育成が大事との答弁もありました。 

        最後にまとめとして、この予算執行については、限られた予算の中で自立に向けたまち

づくりの努力が認められ、厳しい財源の中で、福祉の向上と行政改革にも積極的に取り組

んだ職員の努力が窺われ、高く評価します。地方分権の行政が強いられる中で、町民参加

型の行政活動を余儀なくされると思われます。今後の事業実施推進にあたっては、行政効

果、経済効果を求めるわけでありますが、ますますの意識改革の向上に努め、住民要望に

対する施策を講じて自主財源の効率的運営を望み、意見を付して委員会では認定すべきも

のと決定いたしました。 

        以上主なる意見を申し上げまして報告を終わります。 

 

議  長    これから委員長報告に対する質疑を行います。 

        質疑はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

        社会文教委員長自席へお戻り下さい。 

議  長    以上で決算７議案にかかわる委員長報告及びこれに対する質疑を終わります。 

        これから議案ごと討論採決を行います。 

 

議  長    最初に第５号議案 平成１７年度飯島町一般会計歳入歳出決算認定について討論を行い

ます。 

        先ず原案に反対討論を行います。 

        次に原案に賛成討論はありませんか。 

１１番 

織田議員    私はこの一般会計認定について、認定すべきものと賛成するものでございます。 

        先程それぞれの２委員会の常任委員長から委員会の審査報告があり、それぞれの中で昨 

年度の内容が厳しい財政の中で工夫した事業執行がなされたと、限られた財源の中で自立 

を模索しつつ一定の評価をみる、そうした委員会報告がありました。その理由に尽きるわ 

けでございますけれども、言われるように、自立元年の年でありました。派手な事業とい 

うことはなかったわけでありますが、特に保育園建設や耐震の小学校の改造など、継続を 

事業を主体としながらも、その中で自立のどういうふうにあるべきかというような、地味 

な形の懇談会等も持たれ、町民の中には一定の評価を見たとそんなふうに思っておるわけ 

でございます。そんな中で経常収支の問題はまだ努力を要する、収支比率の下げることに 

ついては、なおかつ努力を要することだと思いますが、新しい指標となりました実質公債 

費比率、飯島では１４％だったということでございます。その内容については、多くなる 

も、その数が少なくなるも、いろいろその行政のその事業の執行の中で、判断が尺度が持 
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たれるわけでございますが、いずれにしましても健全な行政改革を続け、健全な財政運営 

と事業運営が必要じゃないかと、そんなふうに思うわけでございまして、そんな向きで、 

この決算認定については賛成いたします。以上です。 

 

議  長    他に討論ありませんか。 

３番 

曽我議員    限られた財源の中で計画どおりに実行されたことは、行政側はじめ町民の理解と協力が

得られたことであって評価をするものであります。なお、委員会でも全員賛成ということ

は大変珍しいことということはちょっとアレですが、全員が評価をしたということで好ま

しいことであったと私はそう思います。それからもう一つ付け加えて、行政改革、財政改

革また役場のサービス向上、住民へのサービス向上というものが常に言われておりますけ

れども、これはもう当然必要なことであっても、このものは限られた、努力すればするほ

ど先が厳しくなるということで、いわゆる乾いたタオルを絞っても、もう水は出ないとい

う究極にまで到達するものであります。したがって町民にも負担を求めていく、また他に

財源を求めていくようなことを是非今後の予算執行に当たっても考えていってもらいたい。

それから更にもう一つ、小さな健全財政ということもありますけれども、今言ったように

小さく固まることも、あの健全は大事ですけれども、将来を考えると今やらなければなら

ん仕事、大きな展望、長い展望の中でどうしても投資をしていかなければならないもの、

作っていかなければならないものというものは必ずあります。従って、そういうことも十

分視野に入れて、詰めるとこは詰めても、必要なことはやっていくと、そんなことを求め

て、認定すべきものと判断いたします。 

 

議  長    他にありませんか。 

６番 

三浦議員    今回、一般会計につきまして、認定するものということで発言を少しさせていただいて

討論としたいと思います。先ず平成１７年度は、自立のまちづくりのために新たな取り組

みを始めたという動き出した年であったというふうに認識をしております。決算では、ま

あ当初予算では今までになく極めて厳しい状況であって、ふるさとづくり計画に基づいて

の改革などを行ったと、そういう結果の今回の決算というふうに受け止めているところで

すけれども、これも住民の皆さんと共に住民の皆さんのご苦労ご協力があっての結果だと

いうふうに受け止めております。 

        さて、昨年の９月の決算の時点で、私、今日の問題となっています介護保険や福祉・医

療の改悪に、また税の各種の控除の廃止や縮小による、そうした動向が出ておりましたの

で、住民生活への大きなダメージがあるのではないかということで、大変危機感を抱きま

して、そんな意見も述べさせていただいたところです。そうした中で今回も同じようなこ

とを言わなければならないような、一層そういう点では住民の皆さんにとって、大変な状

況に社会的には陥っているのではないかというふうに感じているわけですけれども、ばら

まき的なものは廃止をして、真に必要なところに重点的に配分するという町の方針である

ことは、よく何度もお伺いしながら、実際にもそんなふうに受け止めているわけですけれ

ども、ある面、私が真に必要なという部分で、少し町側の皆さんとの見解の相違も感じる
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部分もあるわけです。であのとにかく住民の皆さんの命や健康、暮らしを守るということ

が、先ず、第一の行政の役割というふうに私は思っているところでありますし、皆様方も

そう思ってお仕事をしていらっしゃるというふうに思っているわけですけれども、今現在、

全国的にはお年寄りの孤独死、お年寄りだけではなくてもあるわけですけど、孤独死があ

ったり、自殺をしてしまっているというような例も出てきている、こういう格差社会の中

で、行政として悔やまれるようなことの無いような取り組みをしていかなければならない

というふうに感じているわけです。そういう点で、住民の皆さんのなかなか表に出せれな

い声なき声も受け止める、そうした手立てがこれから一層重要なことになってくるんでは

ないかというふうに感じております。で特に私は福祉の現場では、そういう点で一番重要

な役割を担っている部所だと感じております。そういうところでは特に、そういう立場の

弱い皆さんが前向に暮らしていけるような、そういう支援をすることが大変に重要だとい

うふうに思っております。金銭面でも大変だと思いますけれども、精神面での支えという

ものは生きていく上で非常に重要な部分であると思いますので、是非そういう心を受け止

めて、支え合えるような関係づくりに力を入れていただきたいというふうに提言をしたい

と思います。 

        それから、子育て支援につきましてですが、東部保育園が１０月には開園をし、合わせ

て試行的にということで子育て支援センターの開設もというふうにお伺いをしております

ので、是非多くの子育て世代の皆さんが気軽に活用していただけるような取り組みを進め

ていっていただきたいと思います。そのためにも可能な限りに皆さんの要望などをお聞き

して、それを生かした、良いところができたと評価してもらえるような取り組みを是非し

ていっていただきたいというふうに感じているところです。是非あのますます大変なこれ

から社会情勢になってくると思いますので、住民の皆さんの苦難に一緒に支え合ったり取

り組んでいけるような行財政運営を今後求めて認定をするものと致します。 

 

議  長    他に討論ありませんか。 

７番 

竹沢議員    それでは、一般会計と決算認定について賛成する立場で討論に参加したいと思います。

飯島町の自立元年としての平成１７年度予算執行につきましては、歳入面では法人税収の

落ち込み、あるいは地方交付税に関連するところの臨時財政対策債の２２．５％減、など

を見まして、一般財源確保が厳しい状況であったわけであります。歳出の方では行政改革

を推進をいたしまして、理事者、職員、議員含めまして人件費、あるいは物件費などの減

少を図ったことにつきましては、それぞれ同僚議員が述べているように、私も評価すると

ころでございます。またこの限られた財源の中で行われましたところの内堀醸造の誘致と、

それに関連をしたふるさと融資事業、あるいは土地開発公社への財政支援、それから今日

番やむを得ないことですが、各他会計への繰出金、それから国の支援を受けての東部保育

園の建設や七久保小学校耐震工事などの普通建設事業なども推進されておるわけでありま

す。またソフト面の中では農業担い手法人の３法人の設立、それから向う５カ年間の町の

将来を進めていくための中期総合計画の策定、ホット懇談や職員耕地担当制など町民との

対話行政の推進、また窓口事務延長や、いいちゃんポストなど住民サービスの向上などの

諸施策を展開したことを評価するところでございます。しかしながら他の議員も触れてい
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るように、依然として高い経常収支比率などの改善を今後進めていかなければならないと

いうふうに思うわけでございます。今時、９月議会において各委員会で多くの意見や提言

が議員から出されているわけであります。これは町民を代表する意見であると、あるいは

提言であるというふうに受け止めていただきたいというふうに思います。委員会審査が終

了すればそれでよいのではなくてですね、その中で出された意見を各課で１項目ずつ検討

を加えて、実行できることはただちに行っていただく、すなわちフィードバックをお願い

したいというふうに思うわけであります。これからの課題につきましては、平成１８年度

の下半期の予算執行及び平成１９年度の予算編成に反映できますよう、理事者並びに職員

の今後のご奮闘を期待をいたし、平成１７年度一般会計の決算は認定すべきものとして、

本案に賛成をいたします。 

 

議  長    他に討論ありませんか。 

         （なしの声） 

        討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

        第５号議案平成１７年度飯島町一般会計歳入歳出決算認定についてを採決します。 

        この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は認定するものです。本

案を委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立を願います。 

         （起立全員） 

議  長    起立全員です。したがって第５号議案は原案のとおり認定することに決定しました。 

 

議  長    次に第６号議案平成１７年度飯島町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について討

論を行います。 

 先ず原案に対する反対討論を行います。 

 次に原案に賛成討論はありませんか。 

        （なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

        第６号議案平成１７年度飯島町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についてを採決

します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は認定するもので

す。本案を委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立を願います。 

        （起立全員） 

議  長    起立全員です。したがって第６号議案は原案のとおり認定することに決定しました。 

 

議  長    次に第７号議案平成１７年度飯島町老人保健医療特別会計歳入歳出決算認定についてを

討論を行います。 

先ず原案に反対討論を行います。 

次に原案に賛成討論はありませんか。 

        （なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

        第７号議案平成１７年度飯島町老人保健医療特別会計歳入歳出決算認定についてを採決

します。この採決は起立をもって行います。本議案に対する委員長の報告は認定するもの
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です。本案を委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立を願います。 

（起立全員） 

議  長    起立全員です。したがって第７号議案は原案のとおり認定することに決定しました。 

 

議  長    次に第８号議案平成１７年度飯島町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について討論を

行います。 

先ず原案に反対討論を行います。 

次に原案に賛成討論はありませんか。 

６番 

三浦議員    決算について認定をする立場からいくつかご意見を申し上げて賛成をしたいと思います。 

        介護保険制度も改正をされまして、今、新予防給付ということで今まで介護度１、介護

度が付いて十分なサービス、まあ受ける人が決算書・報告書などを見ますと実際には利用

の限度額には満たない利用が大方であるというふうに見ておりまして、非常に皆さん経済

的に厳しい中で介護保険料を払い、また利用する中でもぎりぎりのところで利用をしてい

るというのが実態だというふうに受け止めております。そういう中で今回の改正によって、

まあ新予防給付ということで、介護度が要支援などになって受けられるサービスも、一層

限定されてくるというような事態も生まれているわけでして、ほんとに介護が十分にされ

て、地域の中で社会的にも安心して暮らせるという状況から後退しているというふうなこ

とが、私はこれから一層感じられるようになってくるのではないかというふうに感じてお

ります。是非、要支援になられた方の実態もまた、ほんとにそれでいいのかということも

判断を、住民の皆さんにも不服があればすぐに再審査を要望するようにというようなこと

も啓発しながら、ほんとに困る人の出ないような対応を今後進めていただきたいと。それ

からやはり利用料の問題など大変に今、税の負担、さまざまな負担増になっておりますの

で、必要な、そういうわけで金銭的な面で実際に必要なサービスが受けられないという方

が生まれないような実態の調査も、ほんとに身近なところでしていただいて、声なき声を

受けとめていただいて、町の中で非常にそういう面で苦労する方のいないような、そうい

う対応をしていただきたいと思います。そんなことを意見を言いまして認定をしたいと思

います。 

 

議  長    他に討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

第８号議案平成１７年度飯島町介護保険特別会計歳入歳出決算認定についてを採決しま

す。 

この採決は起立によって行います。 

本議案に対する委員長の報告は認定するものです。本案を委員長報告のとおり認定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（起立全員） 

議  長    起立全員です。したがって第８号議案は原案のとおり認定することに決定しました。 
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議  長    次に、第９号議案平成１７年度飯島町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て討論を行います。 

        先ず原案に反対討論を行います。 

次に原案に賛成討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

第９号議案平成１７年度飯島町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定についてを採

決します。この採決は起立によって行います。本議案に対する委員長の報告は認定するも

のです。本案を委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立を願います。 

（起立全員） 

議  長    起立全員です。したがって第９号議案は原案のとおり認定することに決定しました。 

 

議  長    次に第１０号議案平成１７年度飯島町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて討論を行います。 

先ず原案に反対討論を行います。 

次に原案に賛成討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

        第１０号議案平成１７年度飯島町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について

を採決します。この採決は起立によって行います。本議案に対する委員長の報告は認定す

るものです。本案を委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立を願います。 

（起立全員） 

議  長    起立全員です。したがって第１０号議案は原案のとおり認定することに決定しました。 

 

議  長    次に第１１号議案平成１７年度飯島町水道事業会計歳入歳出決算認定について討論を行

います。 

先ず原案に反対討論を行います。 

次に原案に賛成討論はありませんか。 

６番 

三浦議員    水道会計につきまして認定をする者として、意見を述べさせていただきます。給水量の

増加による収益増ということで、大変に喜ばしいことだというふうに思っているわけです

けれども、今後とも安定した安全な給水にご尽力をされたいと思います。また平成１８年

からは使用料の値上げということも行っておりますので、そういう面から考えますと一層

今後は住民の皆さんへの負担の軽減ということも視野に入れながら、公共下水道や農集排

などの下水道へのつなぎ込みの推進にも一層力を入れていただいたり、また町での給水事

業について給水量の増加につながる、そうした取り組みについて、ご尽力をされたいとい

うふうにご意見を申し上げて認定といたします。 

 

議  長    他に討論はありませんか。 

（なしの声） 
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議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

        第１１号議案平成１７年度飯島町水道事業会計歳入歳出決算認定についてを採決します。

この採決は起立によって行います。本議案に対する委員長の報告は認定するものです。本

案を委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立を願います。 

（起立全員） 

議  長    起立全員です。従って第１１号議案は原案のとおり認定することに決定しました。 

 

議  長    日程第９ 発議第７号多重債務を未然に防止し消費者保護を図るための意見書の提出に

ついてを議題といたします。 

事務局長に議案を朗読させます。 

事務局長     （議案朗読） 

議  長    本案に対する提出者の趣旨説明を求めます。 

１番 内山淳司 議員 

１番 

内山議員    それでは、多重債務者を未然に防止し消費者保護を図るための意見書について、提案理

由説明をいたします。去る３月議会において出資法の上限、利子の引き下げ等、出資の受

け入れ、預り金扱い及び金利等の取り締まりに関する法律の改正を求める意見書を、衆参

両院議長また内閣総理大臣をはじめ各関連大臣宛に提出をいたしましたが、いよいよ消費

者金融の金利規制を見直す時期が迫ってまいりました。先ごろの新聞に、この件について

与党内での検討内容が報道されましたが、我々の提出した意見とは程遠いものでありまし

たため、今回の意見書の提出となりました。以下、この多重債務を未然に防止し、消費者

保護を図るための意見書を朗読をいたしまして、提案理由の説明とさせていただきます。 

        クレジットや消費者金融を利用し、返済困難に陥っている、いわゆる多重債務者は少な

く見積もっても１５０万人から２００万人を超え、経済・生活苦による自殺者も年間８,

８００人を突破しました。大半の多重債務者は債権者の厳しい取り立てを恐れて、返済の

ための借金を繰り返す自転車操業に陥っており、それが原因と思われる自殺、家出、犯罪

なども発生しています。国民の１０人に一人が消費者金融を利用一人当たり２枚のクレジ

ットカードを所有している我が国において、誰もが多重債務に陥る可能性があります。こ

うしたまさに多重債務社会の一方で、大手消費者金融は現在も高収益を上げ、その役員は

長者番付上位の常連となっています。その背景には低金利による資金調達とともに、利息

の上限違反に刑罰を科する出資法と、民事的効力の限界となる利子を定める利子制限法の

上限金利の間の差があり、グレーゾーンの利率で貸し付けるという実態があります。この

問題については、いわゆる闇金融対策法の付則で２００７年１月を目途に消費者金融の金

利規制を見直すこととされており、またグレーゾーン金利を事実上否定した本年１月の最

高裁判決もあり、これらから国会等での議論が本格化することが予想されております。つ

きましては多重債務の未然防止と消費者保護を図るため、政府に対して次の事項を実現す

るよう強く要望いたします。 

記 

一つ、少なくとも出資法第５条の上限金利を利息制限法第１条の制限金利まで引き下げ、

民事刑事の規制を統一し、消費者金融の貸し出し金利の引き下げを図ること。 
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二つ、貸金業の規制等に関する法律第４３条「みなし弁財規定」を廃止すること。 
三つ、多重債務者に対する相談体制を強化するとともに、クレジット・サラ金被害の未

然防止のため消費者教育の充実を図ること。 
四つ、年金転貸融資利用の多重債務者にも住宅を手放すことなく生活再建する道を開く

よう、年金転貸融資利用の貸付債権者に民事再生法第１９６条第１項第４号の住宅

資金特別条項を適用すること。 
以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたします。 

以上申し述べまして、提案理由説明とさせていただきます。 

皆様方のご賛同をいただき、提出できますことをお願い申し上げます。 

 

議  長    次に本案に賛成者の意見を求めます。 

          ７番 竹沢秀幸 議員 

７番 

竹沢議員    それでは私の方から議員発議によりますところの、多重債務を未然に防止をし、消費者

保護を図るための意見書の提出について、賛成討論を行いたいと思います。 

提案の趣旨につきましては、先程、内山議員からあったとおりでありますが、現行の貸

付業の中ではですね、利息制限法で定める上限金利というものが定められております。具

体的には 100,000 円未満の場合に年２０％、100,000 円から 1,000,000 円未満の場合が年

１８％、1,000,000 円以上が年１５％という、利息制限法で定める上限金利が定められて

いるところでございますけれども、出資法が定めるところの上限金利は年２９．２％でご

ざいます。この利息制限法上限金利と出資法上限金利の差、この間の部分をグレーゾーン

というふうに呼んでおりまして、貸付業者の皆さんにつきましては、この部分は罰則の対

象にならないという今日の法的な制度がございまして、したがってグレーゾーンの間で金

利を自由に設定しているというのが現況でございます。具体的に申しますと例えば、

1,200,000 円を年２９％で借りた場合にですね、月 100,000 円で返していくと１５回返済

になるんですけれども、この場合の利息が 234,521 円となります。一方これを利息制限法

の上限金利年１５％で計算をいたしますと、利息は 108,319 円になります。で、いうとこ

ろのグレーゾーン金利というのが、この差し引きいたしまして 126,202 円となるわけであ

りまして、これがいわゆる貸付業をやってる皆さんから見ると、美味しいところというと

ころになっているわけであります。で、こうしたことを許しているのがこの貸金業規制法

第４３条にあるところの、「みなし弁済規定」ということになっているわけでありまして、

これはまあ隠れ蓑ということであります。で、自民党はですね、先般、貸付業の規制見直

し問題を話し合うために、金融調査会並びに法務部会の合同会議を開きまして規制見直し

の合意に達したところであります。政府はこれを受けまして、多重債務問題の対策本部を

設置をいたしまして、今秋のこの秋の臨時国会で関連法の改正を行う予定になっていると

ころございます。で、その内容なんですけれども、すでに新聞報道でもされておりますけ

れども、要するに２００７年の１月以降ですか、法律改正から３年間は現行と同じままで

いくということであります。そして３年後のすなわち４年目５年目ですね、この２ヵ年を

かけまして出資法の上限金利を２９．２％から２５．５％に下げるということであります。

で、合計５年経ちました５年後に出資法上限金利の２０％にすることによってグレーゾー
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ン金利を無くすという原案になっております。しかしこの政府案は要するにその貸金業者

には配慮をした政治的何か理由があると思うんですけれども、激変緩和措置というものを

取るような対応になっているところがこの案になっていると思います。従いまして多発し

ております多重債務者を早期に救済するためには、意見書文案の中の記以下に示す４項目

を早期に実現するということが必要であるというふうに思うわけであります。すなわち政

府案の案ではなくて、一気にこのグレーゾーンを５カ年間かけなんでグレーゾーンを２０

まで落とすような、そうした出資法上限金利を２０％以下に早期に法改正するということ

が強く求められているというふうに思うところでございます。従いまして議員各位におか

れましては、提案の趣旨を十分理解願うとともに、本議案は議員発議ということで議員活

動の原則的な、また意義のある取り組みだというふうに思うわけでございますので、全会

一致で議決を賜りまして、飯島町議会の名において両院議長、関係大臣にタイムリーな意

見書が提出できますよう、重ねてお訴え申し上げまして賛成討論といたします。 

 

議  長    これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（なしの声） 

議  長    質疑なしと認めます。提出者は自席へお戻り下さい。 

        これから討論を行います。討論はありませんか。 

２番 

宮下寿議員   只今の意見書の提出につきまして、賛成の立場から討論をさせていただきます。先ずこ

の多重債務者といいますのは、簡単に言いますと、本人の先ず責任が十分問われるべきで

あることと先ず思います。やはりこういった今格差社会、そういった中で銀行からの貸付

というのは基準も厳しい、そういった中で、やはりこういう金融業者が生まれてきたとい

うふうに思います。そういった中で、皆さんもよく目にすると思いますけれども、テレビ

に出てくるのはパチンコと金融、サラ金ですね、こういったＣＭばかりが流れている昨今

です。ということは、それだけそういった業者が儲けている、いうふうにも見えるんでは

ないかという、そういった中で、今、竹沢議員もおっしゃっていただきましたけれども、

会議の中で、なぜそこまで長い期間を設けて、最終的には落としていくんだというような

そういったものは全く理解ができません。そういった意味からも一刻も早くこういった問

題を解決するためにも、飯島町の議会としてこういったものを意見書を提出する、いうこ

とは多いに賛成でありますので、是非とも皆さんの賛成をいただきたいと思いまして賛成

の討論とさせていただきます。 

 

議  長    他に討論はありませんか。 

３番 

曽我議員    賛成の立場からちょっと意見を申し上げます。金品の貸し借りというものは、借りた人

はそれを返す義務がある。貸した人は返してもらう権利がある。これはもう当然のことで

あって、今、宮下議員も言われたように、返済を考えて借りるということが当然の前提で

あります。だから返済の見込みのない人が金を借りること自体に問題があるという問題も

ありますけれども、しかしこれは人それぞれの事情があると思います。先程も高額所得者

ということが出ましたけれども、現実に某ノンバンク会社の会長がこの税金、納税のトッ
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プクラスに常に君臨する。また株の世界でも某ノンバンクは一番、非常に高い市場価格で

ありながら、なおその配当が一番高い、金さえありゃぁその会社の株を買えば一番高い配

当が得られるというような現実があります。そうしてみると如何にこのノンバンクという

ものは利益を上げておるかということを伺えます。それからグレーゾーン金利ということ

がある、グレーゾーンの先は黒であります。そういうことで、これは一般論として非常に

法外な金利であるというふうに私は考えます。従って、こういうその法外な、また法外な

取り立てということが非常に、なんというか、その債務者を圧迫しておるということは、

これは現実でありますので、是非これは適正な金利に下げてもらって、即実行してもらう

ということで、この趣旨に賛成するものであります。 

 

議  長    他に討論ありませんか。 

（なしの声） 

議  長    討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

        発議第７号多重債務を未然に防止し消費者保護を図るための意見書の提出についてを採

決します。 

        お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。したがって発議第7号は原案のとおり可決されました。 

 

議  長    日程第１０ 飯島町選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙を行います。 

お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第１項及び第２項の規定

により指名推薦にしたいと思います。異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。従って、選挙の方法は指名推薦で行うことに決定しました。 

お諮りします。指名の方法については議長から指名することとしたいと思います。異議

ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。従って指名の方法は議長から指名することに決定しました。 

ここで暫時休憩とします。そのままお待ちください。 

 

（暫時休憩） 

 

議  長    休憩をときに会議を再開します。 

        只今、お手元に配布のとおり、選挙管理委員には、伊藤和夫さん、北澤 昇さん、千村

元男さん、鎌倉金蔵さん、以上の方を指名いたします。 

        お諮りします。只今議長が指名しました方を選挙管理委員の当選人と定めることに異議

ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。従って只今指名いたしました伊藤和夫さん、北澤 昇さん、千村 

元男さん、鎌倉金蔵さん、以上の方が選挙管理委員に当選されました。 
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議  長    次に、選挙管理委員補充員については、お手元に配布のとおり、市村幸一さん、新井 

稔さん、片桐義博さん、唐澤孫一さん、以上の方を指名いたします。 

お諮りします。只今議長が指名いたしました方を選挙管理委員補充員の当選人と定める

ことに異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。従って只今指名いたしました、市村幸一さん、新井 稔さん、片

桐義博さん、唐澤孫一さん、以上の方が選挙管理委員補充員に当選されました。 

 

議  長    次に補充の順序についてお諮りいたします。 

補充の順序は只今議長が指名いたしました順序にしたいと思います。異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。従って補充員の順序は、只今議長が指名いたしました順序に決定

しました。 

 

議  長    日程第１１ 議会閉会中の委員会継続審査についてを議題とします。 

        会議規則第７２条の規定により、お手元に配布のとおり、議会閉会中の継続審査につい

て申し出があります。お諮りします。申し出の案件について、議会閉会中の継続審査とす

ることに異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長    異議なしと認めます。従って本件については各委員長から申し出のとおり継続審査とい

たします。 

 

議  長    以上で本日の日程は全部終了しましたので会議を閉じます。 

ここで町長から議会閉会のご挨拶をいただきます。 

 

町  長    それでは、９月議会定例会の閉会にあたりまして一言ごあいさつを申し上げます。去る 

９月１３日から本日までの１０日間にわたり開催をされました飯島町議会定例会。議会の 

皆様方には連日慎重な審議・審査をいただき、提案をいたしました各案件につきましては、 

いずれも提案どおり全会一致により可決・認定をいただき、誠にありがとうございました。 

心からお礼を申し上げる次第でございます。特に今議会は、決算議会としての平成１７年 

度の各会計の決算に対する審査と、一般質問等を通じ真剣かつ活発な議論をいただきまし 

た。厳しい財政事情の中にあって、審議中また認定に付して出されましたご意見等を真摯 

に受け止め、今後の行財政運営に一層の努力をしてまいる所存でございます。特に自立を 

選択した今後の町の将来計画と行財政運営、財源確保、未収金対策など引き続き多くの課 

題が山積をしておりますが、先程討論をいただき、出されましたご意見も含めて精一杯意 

を注いでまいる所存でございます。今後はふるさとづくり計画及び中期総合計画を基本と 

して、一層の行財政改革を進めるとともに、それぞれが責任を果たしながら、効率的かつ 

重点的に諸施策を講じてまいりたいと考えております。なお、今議会には林代表監査委員 

さん、河野教育委員長さんのご出席をいただき、審議をご傾聴いただきまして誠にありが 
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とうございました。特に、林代表監査委員さんには、平成１７年度各会計の決算に対する 

審査を通じての所見と意見報告をいただきました。心から感謝を申し上げるとともに、い 

ただきましたご意見を理事者以下職員、重く受け止めて、今後に処してまいる所存でござ 

います。 

さて、実りの秋もたけなわとなりました。飯島町発足５０周年記念の行事も本番を迎え 

ます。一方、村井新知事による新たな長野県政もスタートをし、また国政においては、こ

の２６日の臨時国会において、５年間にわたる小泉政権に終止符を打ち、新たな日本のか

じ取りを担う新政権が誕生をしようとしております。こうして国政、長野県政、そして飯

島町もそれぞれに新しい歴史の時代に入ろうとしております。一層の地方分権改革を進め

ながら、地方の大きな課題である市町村財政の確立、財源確保についても最大の配慮を求

めるとともに、国民生活に山積している諸課題についても真剣に取り組んでほしいと念願

をしておるところでございます。 

農家の皆様には更に収穫の忙しい毎日が続きます。今後台風１４号の動きが気になると 

ころではございますが、被害のないことを、また商工業を取り巻く状況も、景気の更なる

回復によって、地方の経済が一層活性化を図ることを祈りながら、最後になりましたけれ

ども、議員の皆様方にはいよいよご健勝で飯島町の発展のために、一層のご活躍をお祈り

を申し上げまして議会閉会のごあいさつといたします。本当にありがとうございました。 

 

議  長    以上をもって、平成１８年９月飯島町議会定例会を閉会といたします。 

 

午前１０時３３分 閉会 
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